
５－１ 社会経済活動との両立（県民・事業者への協力要請） 

（１）県民への協力要請 
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外出・移動制限 

 

１ 概要 

 本県では、県民に対して、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、新型イ

ンフルエンザ等対策特別措置法（以下、「特措法」という。）に基づく協力要請

や特措法に基づかない「お願い」を行ってきた。 

 その内容は多岐に渡るが、「外出・移動制限に関すること」、「飲食店等の利

用に関すること」、「感染防止対策に関すること」、「その他」に大別し、本項で

は「外出・移動制限」について記載する。 

 

２ 経緯・取組内容 

（１）第１波（令和２年２月１日～令和２年６月９日） 

   ※文中の日付はすべて令和２年 

 １月２７日以降、本県では新型コロナウイルス対策会議や特措法に基づかな

い任意の対策本部の会議において、発生動向の共有や対応策の検討を実施して

きた。 

 その中で、国が３月２６日に特措法に基づく政府対策本部を設置したことを

受け、本県においても同日、特措法に基づく埼玉県新型コロナウイルス対策本

部を設置するとともに、第８回新型コロナウイルス対策本部会議（以下、「新

型コロナウイルス対策本部会議」を「県対策本部会議」という。）を開催し、

知事訓示において、県民や事業者に対し外出自粛等のお願いを行った。 

 ３月２９日の知事記者会見では、県民に対し、時差出勤や在宅勤務などの工

夫を進めること、３密になる集まりや夜間の外出の回避、歓楽街をはじめ不要

不急の用件で都内に赴くことの回避をお願いした。 

 ４月２日には第９回県対策本部会議を開催し、引き続き４月１９日まで週末

は不要不急の外出を自粛すること、歓楽街をはじめ不要不急の用件で都内に赴

かないこと、数名以上の会食や夜間外出の回避をお願いした。 

 ４月７日には政府が本県を含む７都府県に緊急事態宣言を発出したことに

伴い、第１０回県対策本部会議を開催し、県民に対して特措法第４５条第１項

に基づき、生活の維持に必要な場合を除き、不要不急の外出を自粛するよう要

請した。 

 ４月１６日には第１１回県対策本部会議を開催し、生活必需品の買い物をす

る場合でも少人数でソーシャルディスタンスを確保するよう、県民に対するお

願いを行った。 

 ４月２０日には内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室から４月 
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１６日付け閣副第４５４号通知が発出され、大型連休期間においては、特措法

４５条第１項の規定に基づき、都道府県をまたいだ不要不急の移動を自粛する

よう住民に協力を要請するとされたことを受け、第１２回県対策本部会議を開

催し、県民に対して特措法第４５条第１項に基づき、大型連休期間においても

都道府県をまたいだ移動はもとより、不要不急の外出を自粛するよう要請した。 

 ４月２８日には第１３回県対策本部会議後の知事記者会見において、「ゴー

ルデンウイークにおける県民の皆様へのお願い」として、①不要不急の外出の

回避。県内外への旅行や帰省も自粛。②お買い物も、必要最低限にとどめ、混

雑時を避け、なるべく一人で出かけることをお願いした。 

 ５月１日の第１４回県対策本部会議後の知事記者会見では、１都３県の共同

キャンペーン「いのちを守る STAY HOME 週間」として、県民に対し、①これ

まで以上に外出の自粛を！ ②必要な買い物はなるべくお１人で！ ③レジ

ャー・旅行・帰省は控えよう！とのお願いを行った。 

 ５月４日には政府による緊急事態宣言の５月３１日までの延長決定を受け、

第１５回県対策本部会議を開催し、５月７日以降の緊急事態措置として、県民

に対し特措法第４５条第１項に基づき、医療機関への通院、食料・医療品・生

活必需品の買い出し、職場への出勤、屋外への運動や散歩など生活の維持のた

めに必要な場合を除き、不要不急の外出の自粛を要請した。また、特に遊興施

設など、いわゆる「３つの密」がそろう場への外出や集まりへの参加について

自粛を要請した。 

 ５月２５日には政府により、本県を含む１都３県の緊急事態宣言が解除され

たことに伴い、第１８回県対策本部会議を開催し、特措法第４５条第１項に基

づく外出自粛要請を解除した一方、特措法第２４条第９項に基づき、県外への

不要不急な移動を控えること、夜の繁華街への外出の自粛などについての協力

を要請した。 

 

（２）第２波（令和２年６月１０日～令和２年９月１３日） 

   ※文中の日付はすべて令和２年 

 ６月１６日に新規陽性者数が比較的落ち着いた状況を受け、第２１回県対策

本部会議を開催し、６月１９日以降の県境をまたぐ外出について、自粛あるい

は協力は求めないが、東京の夜の繁華街への外出は控えることと、店舗内で３

密を回避することをお願いした。 

 ７月に入り、都内では連日１００人を超える新規陽性者が確認されたことな

どを受け、７月６日に第２２回県対策本部会議を開催し、県内や東京の夜の繁

華街への外出を避けること、特に感染症対策が十分ではない店舗の利用回避、

大人数での会食回避を県民にお願いした。 
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 ７月８日には第２３回県対策本部会議を開催し、これまでのお願いに加えて、

高齢者や基礎疾患がある方の都内への不要不急の外出自粛をお願いした。 

 ７月１１日には第２４回県対策本部会議を開催し、これまでのお願いに加え、

もう一段強い協力要請として、特措法第２４条第９項に基づき、発熱の症状が

あるなど体調の悪い人の外出自粛（医療機関への受診等を除く）を要請した。 

 ８月６日には第２６回県対策本部会議を開催し、お盆中の帰省におけるお願

いとして、発熱等の症状がある方はくれぐれも帰省を控えることをお願いした。 

 

（３）第３波（令和２年９月１４日～令和３年２月２２日） 

 令和２年１１月１８日に新規陽性者数が過去最多を記録するなど、感染状況

が極めて憂慮すべき状況となったことや、年末年始に向けて感染リスクが高ま

る恐れがあること等を踏まえ、翌日の１１月１９日に第３１回県対策本部会議

を開催し、年末年始の行事等における感染防止の呼びかけとして、外出は人混

みを避け、発熱等の症状がある方は控えること、旅行に行く場合は時期を分散

し、大晦日や正月は自宅で過ごすことなどをお願いした。 

 その後、１２月１１日に過去最多の新規陽性者数を記録した状況等を踏まえ、

１２月１５日に第３４回県対策本部会議を開催し、県民に対して特措法第２４

条第９項に基づき、東京都との往来はできるだけ控えること（仕事、授業、受

診を除く）を要請した。 

 １２月２３日には第３５回県対策本部会議を開催し、特措法第２４条第９項

に基づき、高齢者や基礎疾患のある方の不要不急の外出自粛（仕事、授業等を

除く）、高齢の親族に会うのはできるだけ自粛、買い物はできるだけ１人で、

等の要請を行った。 

 さらに１２月２８日の第３７回県対策本部会議では、再度、年末年始の過ご

し方として、大晦日や正月は自宅で過ごすことを強くお願いしたほか、特措法

第２４条第９項に基づき要請している内容についても、改めて強く要請した。 

 年明けには緊急事態宣言の発令が見込まれる中、先んじて首都圏における人

の流れを抑え、人と人との接触の機会を減少させるため、一歩踏み込んだ感染

症防止対策を行うこととし、令和３年１月４日に第３８回県対策本部会議を開

催し、特措法第２４条第９項に基づき、令和３年１月８日から同３１日までの

間、午後８時以降の不要不急の夜間外出自粛を要請した。 

 １月７日には、国が本県を含む１都３県に対し緊急事態宣言を発令したこと

を受け、同日に第３９回県対策本部会議を開催し、１月８日から２月７日まで

の緊急事態措置として、特措法第４５条第１項に基づく外出自粛の要請（不要

不急の外出や県境をまたぐ移動の自粛、午後８時以降の不要不急の夜間外出の

自粛）を行った。 
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 １月２２日には第４０回県対策本部会議後の知事記者会見において「１都３

県共同メッセージ」として、外出自粛のお願いを行った。 

 ２月２日には、国が緊急事態宣言を同年３月７日まで延長することを決定し

たことから、２月４日に第４２回県対策本部会議を開催し、２月８日から３月

７日までの緊急事態措置として、従前と同じ内容で特措法第４５条第１項に基

づく外出自粛の要請を行った。 

 

（４）第４波（令和３年２月２３日～令和３年６月１０日） 

   ※文中の日付はすべて令和３年 

 ３月５日に１都３県の緊急事態宣言が更に３月２１日まで延長されること

が決定されたことから、同日、第４４回県対策本部会議を開催し、３月８日か

ら３月２１日までの緊急事態措置として、従前と同じ内容で特措法第４５条第

１項に基づく外出自粛の要請を行った。また、その他の要請として特措法第 

２４条第９項に基づき、買い物はできる限り１人で行くことなどを要請した。 

 ３月１８日には国が３月２１日で緊急事態宣言の解除を決定したことを受

け、３月１９日に第４５回県対策本部会議を開催し、３月２２日以降の段階的

緩和措置を決定した。ここでは県民に対し、特措法第２４条第９項に基づき、

不要不急の外出自粛や県境をまたぐ移動の自粛を引き続き要請するとともに、

買い物はできる限り１人で行くことなどをお願いした。 

 ３月２４日には第４６回県対策本部会議を開催し、要請等の期限を４月２１

日までとした。また、４月１日以降の段階的緩和措置として、特措法第２４条

第９項に基づき、不要不急の外出自粛、県境をまたぐ移動の自粛を要請すると

ともに、買い物はできる限り１人で行くことなどをお願いした。 

 その後、変異株による感染拡大を踏まえ、４月１５日に第４７回県対策本部

会議を開催し、まん延防止等重点措置の公示を行うよう国に要請した。 

 国は４月１６日に本県に対する「まん延防止等重点措置」の公示を行ったこ

とから、同日、第４８回県対策本部会議を開催し、４月２０日から５月１１日

までのまん延防止等重点措置等を決定した。ここでの、県民に対する外出・移

動制限に関する要請等は次のとおり。 

措置区域（さいたま市・川口市） 措置区域外 

特措法第２４条第９項に基づく要請 

・ 県境をまたぐ移動の自粛（特に、従来株より感染しやすい可能性がある

変異株により感染が拡大している大都市圏等との往来自粛。加えて、大型

連休等、人の移動が活発化する時期に際して、感染が拡大している地域と

の往来を強く自粛すること。） 

・ 日中も含めた不要不急の外出・移動の自粛（医療機関への通院、食料・
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医薬品・生活必需品の買い出し、必要な職場への出勤、通学、屋外での運

動や散歩など、生活や健康の維持のために必要な場合を除く） 

・ 混雑している場所や時間を避けて行動すること 

その他のお願い 

・ 買い物は、できる限り一人で行くこと 

 ４月２３日に東京、大阪、京都、兵庫の４都府県に緊急事態宣言が発令され

たことや、ゴールデンウイークに際し人流を抑制する必要があることなどを受

け、４月２４日に第４９回県対策本部会議を開催し、県内の重点措置区域を拡

大した。また、外出・移動制限に関して以下のとおり、ゴールデンウイーク期

間等における感染拡大防止への協力のお願いを行った。 

措置区域（＊） 措置区域外 

その他のお願い 

・ 感染が拡大していることに鑑み、ゴールデンウイーク期間中の『日中を

含む、不要不急の外出や移動』は控えてください。 

・  帰省・旅行については、延期又は自粛をお願いします。どうしても帰省

する必要がある場合は、帰省までの間、感染リスクの高い場所に行くこと

を控えるなど、高齢者への感染につながらないように。 

・  不特定多数が集まる場（イベント・集客施設等）に行くことは、避けて

ください。 

・  買い物も一人で。 

 

＊ さいたま市、川口市、川越市、所沢市、草加市、越谷市、蕨市、戸田市、

朝霞市、志木市、和光市、新座市、富士見市、ふじみ野市、三芳町 

 この飲食店等の利用制限に関する協力要請等は、２回のまん延防止等重点措

置の延長を受け、６月２０日まで継続された。 

 

（５）第５波（令和３年６月１１日～令和３年１２月１４日） 

   ※文中の日付はすべて令和３年 

 ６月１７日には本県のまん延防止等重点措置を７月１１日まで延長する旨

の公示を受け、第５６回県対策本部会議を開催し、現在の外出・移動制限に関

する協力要請を７月１１日まで延長することを決定した。 

 ７月８日には本県のまん延防止等重点措置が８月２２日まで延長される旨

の公示を受けたことから、同日に第５９回県対策本部会議を開催し、現在の外

出・移動制限に関する協力要請に以下の内容を加え、８月２２日まで延長する

ことを決定した。 
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措置区域（さいたま市・川口市） 措置区域外 

特措法第２４条第９項に基づく要請 

・ 特に、緊急事態措置区域との往来は、極力控えること。 

その他のお願い 

・ 外出・移動の際には、可能な限りの感染防止対策を講じた上、目的とす

る場所以外に立ち寄ることなく直行・直帰を徹底すること 

 その後、新規陽性者数の急速な拡大を受け、７月２９日には緊急事態措置区

域への指定を国に要請し、翌３０日には本県が緊急事態措置を実施すべき区域

に追加されたことから、同日に第６２回県対策本部会議を開催した。ここでは、

特措法第４５条第１項に基づき、不要不急の帰省や旅行など県境をまたぐ移動

は、極力控えること、日中も含めた不要不急の外出・移動の自粛、特に午後８

時以降の外出を自粛すること、外出する必要がある場合にも、極力家族や普段

行動をともにしている仲間と少人数で、混雑している場所や時間を避けて行動

することなどを要請するとともに、その他のお願いとして、外出・移動の際に

は、可能な限りの感染防止対策を講じた上、目的とする場所以外に立ち寄るこ

となく直行・直帰を徹底すること、買い物はできる限り一人で行くことなどを

呼び掛けた。 

 この要請等は２回の緊急事態宣言の延長により９月３０日まで継続された。 

 ９月２８日に国が９月３０日での緊急事態宣言の解除を決定したことを受

け、同日に第６８回県対策本部会議を開催し、段階的緩和措置として、１０月

２４日まで、特措法第２４条第９項に基づき、外出については混雑している場

所や時間を避けて少人数で行動すること、特に午後９時以降の外出を自粛する

ことなどを要請した。 

 

（６）第６波（令和３年１２月１５日～令和４年６月５日） 

   ※文中の日付で特別に記載のないものはすべて令和４年 

 令和３年１０月２４日に段階的緩和措置が終了した後は外出・移動制限に関

する協力要請等は行っていなかったが、年末から年明けにかけて、極めて感染

力の強いオミクロン株による市中感染が疑われる事例が確認され、新規陽性者

数も急速な増加傾向が続いていたことから、１月１２日に第７４回県対策本部

会議を開催し、特措法第２４条第９項に基づき、県境をまたぐ移動の際は目的

地以外に立ち寄らないよう徹底することを要請するとともに、その他のお願い

として、発熱等の症状がある場合は外出を控えるよう呼び掛けた。 

 その後、１月１７日には国に対し、まん延防止等重点措置の適用を要請し、

１月１９日にはまん延防止等重点措置の公示を受けたことから、同日に第７５

回県対策本部会議を開催し、県内全域を措置区域とした上で、特措法第２４条
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第９項に基づき、２月１３日まで、不要不急の県境をまたぐ移動を極力控える

こと、外出・移動の際は目的地以外に立ち寄らないこと、混雑している場所や

時間を避けて行動することなどを要請するとともに、その他のお願いとして、

買い物はできる限り１人で行くことなどを呼び掛けた。 

 なお、要請等については、２回のまん延防止等重点措置の延長により、３月

２１日まで継続された。 

 ３月１７日には、政府による３月２１日でのまん延防止等重点措置の終了決

定を受け、第８０回県対策本部会議を開催し、３月２２日以降のお願いとして、

体調がすぐれない場合の外出自粛などを呼び掛けた。 

 

（７）第７波（令和４年６月６日～令和４年１０月７日） 

 ３月２２日以降、本県において緊急事態措置やまん延防止等重点措置を講じ

ることはなかったが、オミクロン株ＢＡ.５系統を中心とする感染拡大を受け、

７月下旬に政府が新たに「ＢＡ.５対策強化宣言」を導入したことから、８月

３日に第８１回県対策本部会議を開催し、本県においても同宣言を実施するこ

とを決定した上で、県民に対し、特措法第２４条第９項に基づき、体調がすぐ

れない場合は外出（飲食店の利用やイベントへの参加等）を控えること、外出

する場合には極力家族や普段行動をともにしている仲間と少人数で、混雑して

いる場所や時間を避けて行動することを要請した。 

 この「ＢＡ.５対策強化宣言」の期間は当初８月３１日までの予定であった

が、感染状況を踏まえ、８月２６日に第８２回県対策本部会議を開催し、現在

の外出・移動制限に関する協力要請を９月３０日まで延長することを決定した。 

 ９月２６日には第８４回県対策本部会議を開催し、９月３０日で「ＢＡ.５

対策強化宣言」を終了することを決定し、１０月１日以降のお願いとして、体

調がすぐれない場合は外出（飲食店の利用やイベントへの参加等）を控えるこ

と、外出する場合には極力家族や普段行動をともにしている仲間と少人数で、

混雑している場所や時間を避けて行動すること、特に買い物は必要最小限の人

数で行くことを呼び掛けた。 

 

（８）第８波（令和４年１０月８日～令和５年５月７日）※５類移行時点を暫定的な終期とする 

 令和４年１０月１日以降のお願いを継続していたが、国が令和５年４月２７

日に感染症法第４４条の２第３項の規定に基づき、新型コロナウイルス感染症

について、同年５月７日をもって同法の「新型インフルエンザ等感染症」と認

められなくなる旨を公表し、５月８日に同法の「５類感染症」に位置づけるこ

ととしたことから、５月１日に第８８回県対策本部会議を開催し、継続してい

た協力要請等を５月７日までとすることを決定した。
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３ 実施上の課題と対応 

県民に対する外出・移動制限に関する要請等については、特措法に基づいて

実施したものも多かったが、罰則を伴わないため、実効性に欠けるものも少な

くなかった。この点については、令和３年９月１３日に、知事自らが街頭に立

ち、呼びかけを行う「街頭キャンペーン」を実施することで、実効性の確保を

図った。 

また、１都３県の枠組みにおいても、メッセージの発出や呼びかけを行うこ

とで、本県と生活圏等の面で強い繋がりのあるエリア全体に対する注意喚起

が図れたものと考える。 

 

４ ＩＣＴの活用 

  広報媒体としてＳＮＳ（Ｔｗｉｔｔｅｒ）を活用して周知を図った。 

 

５ 広報・関係機関への周知 

・知事記者会見による周知 

・市町村や特措法に定める指定公共機関及び指定地方公共機関等へのメール 

による周知 

・ホームページでの周知 

 

６ 自己評価 

感染状況や国の方針が細かく変動する中で、状況に応じた要請やお願いを

することができた点は評価に値すると考えられる。 

一方で、外出・移動制限に関する要請等は罰則等の強制力を伴わないもので

あったことから、その実効性については疑念が残った。 

 

７ 新興感染症の感染拡大時の対応における課題及び国へ提言すべき事項 

 国において、各都道府県が行った一連の要請等の実績を精査し、外出・移動

制限に関する要請として真に効果的なものを洗い出しておくこと。 

 

８ 根拠法令・事務連絡等 

・新型インフルエンザ等対策特別措置法 

・新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針 

・「新型コロナウイルス感染症対策に関する新型インフルエンザ等緊急事態措 

置の実施等について」（令和２年４月１６日付け閣副第４５４号内閣官房新 

型コロナウイルス感染症対策室長通知） 
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９ 事業費・財源 

 なし 

 

10 ５類移行に伴う対応 

  令和５年５月８日を以て、新型コロナウイルスの感染症法上の位置付けが

５類感染症に変更され、特措法に基づく基本的対処方針が廃止されたことに

伴い、これまでに同方針に基づき実施していた協力要請等の措置を終了した。 
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飲食店等の利用制限 

 

１ 概要 

 本県では、県民に対して、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、新型イ

ンフルエンザ等対策特別措置法（以下、「特措法」という。）に基づく協力要請

や特措法に基づかない「お願い」を行ってきた。 

その内容は多岐に渡るが、「外出・移動制限に関すること」、「飲食店等の利

用に関すること」、「感染防止対策に関すること」、「その他」に大別し、本項で

は「飲食店等の利用制限」について記載する。 

 

２ 経緯・取組内容 

（１）第１波（令和２年２月１日～令和２年６月９日） 

  ※文中の日付はすべて令和２年 

 １月２７日以降、本県では新型コロナウイルス対策会議や特措法に基づかな

い任意の対策本部の会議において、発生動向の共有や対応策の検討を実施して

きたが、３月２６日には政府対策本部の設置に伴い、本県においても特措法に

基づく埼玉県新型コロナウイルス対策本部を設置するとともに、第８回新型コ

ロナウイルス対策本部会議（以下、「新型コロナウイルス対策本部会議」を「県

対策本部会議」という。）を開催した。 

 ３月２９日の知事記者会見では、県民に対し、数名以上での会食を避けるよ

うお願いした。 

 ４月２日には第９回県対策本部会議を開催し、引き続き、数名以上での会食

を避けるようお願いした。 

 ４月７日には政府が本県を含む７都府県に緊急事態宣言を発出したことに

伴い、第１０回県対策本部会議を開催し、緊急事態措置としての外出自粛要請

等を行ったが、飲食店等の利用制限に関わる要請等は行わなかった。 

 

（２）第２波（令和２年６月１０日～令和２年９月１３日） 

   ※文中の日付はすべて令和２年 

 ５月２５日以降、感染状況は落ち着いていたが、感染の拡大防止と社会経済

機能の協調のバランスを取る必要があることから、６月１６日に第２１回県対

策本部会議を開催し、感染防止対策に取り組んでいる店舗を利用することなど

を県民にお願いした。 

 ７月に入り、都内では連日１００人を超える新規陽性者が確認されたことな

どを受け、７月６日に第２２回県対策本部会議を開催し、県民に対して、特に
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感染症対策が十分にとられていない店舗の利用や大人数での会食を避けるよ

うお願いした。 

 ７月８日には第２３回県対策本部会議を開催し、県民に対して、特措法第 

２４条第９項に基づき、夜の繁華街において感染症対策が十分にとられていな

い店の利用回避を要請するとともに、その他のお願いとして、大人数での会食

の自粛を呼び掛けた。 

 ７月１１日には第２４回県対策本部会議を開催し、県民に対して、特措法第

２４条第９項に基づき、夜の繁華街に限らず感染症対策が十分にとられていな

い施設の利用回避を要請するとともに、その他のお願いとして、大人数での会

食の自粛を呼び掛けた。 

 ８月６日には第２６回県対策本部会議を開催し、会議後の知事記者会見にお

いて、お盆中の帰省に際するお願いとして、大人数での会食や飲み会は自粛す

ることを呼び掛けた。 

 

（３）第３波（令和２年９月１４日～令和３年２月２２日） 

 １０月１９日には、１０日に１日あたりの新規陽性者数が過去最大の１００

人を記録したこと等を受け、第３０回県対策本部会議を開催した。会議後の知

事記者会見において、会食・飲み会でのお願いとして、感染症対策が十分にと

られていない施設の利用回避、国の接触確認アプリやＬＩＮＥコロナお知らせ

システムの活用、大人数での会食・飲み会は自粛、対面を避けた配席や一定間

隔の確保、回し飲みは避けること、発熱等の症状がある方は参加を控えること

を呼び掛けた。 

 １１月１９日の第３１回県対策本部会議においては、年末年始の呼び掛けと

して、忘年会・新年会等での感染症対策が十分にとられていない施設の利用回

避等や、帰省・旅行時の大人数での会食や飲み会の自粛を呼び掛けた。 

 その後、新規陽性者数が高い水準で推移する状況を踏まえ、１２月１日には

第３３回県対策本部会議を開催し、特措法第２４条第９項に基づき、４日から

１７日まで、午前５時から午後１０時までの営業時間の短縮を要請しているさ

いたま市大宮区、川口市、越谷市内の「酒類の提供を行う飲食店」及び「カラ

オケ店」の午後１０時以降の利用回避を要請した。 

 １２月１５日の第３４回県対策本部会議では、この要請を２７日まで延長す

るとともに、会食・飲み会は４人以下（家族の場合や介助者を除く）で行い、

長時間にならないようにすること、感染症対策が十分にとられていない施設の

利用は回避することを要請した。 

 さらに、１２月２３日の第３５回県対策本部会議では、この要請を令和３年

１月１１日まで延長することを決定した上で、飲食を伴う忘年会や新年会、成
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人式後の会食・飲み会はできる限り自粛することを要請した。 

 

（４）第４波（令和３年２月２３日～令和３年６月１０日） 

 令和３年１月７日に発令された緊急事態宣言が継続されている中、３月５

日には第４４回県対策本部会議を開催し、県民に対して特措法第２４条第９

項に基づき、営業時間の短縮を要請している県内の飲食店等の午後８時以降

の利用回避、会食・飲み会は、４人以下（家族の場合や介助者を除く）で行い、

長時間にならないようにすること、感染症対策が十分にとられていない施設

の利用は回避することなどを要請した。また、卒業旅行、謝恩会、飲食を伴う

花見、歓送迎会などは控えること、会食はできるだけ、同居家族以外ではいつ

も近くにいる人で行うことを働きかけた。 

 ３月１８日に同２１日での緊急事態宣言の解除が決定されたことを受け、

３月１９日には第４５回県対策本部会議を開催し、同月２２日以降の段階的

緩和措置を決定した。ここでは県民に対し、特措法第２４条第９項に基づき、

営業時間の短縮を要請している県内の飲食店等の午後９時以降の利用回避、

感染症対策が十分にとられていない施設の利用回避などの要請と、卒業旅行、

謝恩会、飲食を伴う花見、歓送迎会などは控えること、「昼飲み」「昼カラ」も

長時間を避け、夜と同じ感染防止対策をとること、会食・飲み会はできるだけ、

同居家族以外ではいつも近くにいる４人まで、長時間にならないように行う

ことのお願いを行った。 

 その後、変異株による感染拡大を踏まえ、４月１５日に第４７回県対策本部

会議を開催し、まん延防止等重点措置の公示を行うよう国に要請した。 

 国は４月１６日に本県に対する「まん延防止等重点措置」の公示を行ったこ

とから、同日、第４８回県対策本部会議を開催し、まん延防止等重点措置等を

決定した。ここでの、県民に対する飲食店等の利用制限に関する要請等は次の

とおりで、期間は４月２０日から５月１１日までとした。 

措置区域（さいたま市・川口市） 措置区域外 

特措法第３１条の６第２項に基づく要請 

・ 営業時間の短縮を要請した時間

以降、飲食店に不要に出入りしな

いこと 

特措法第２４条第９項に基づく要請 

・ 営業時間の短縮を要請した時間

以降、飲食店に不要に出入りしな

いこと 

特措法第２４条第９項に基づく要請 

・ 感染対策が徹底されていない飲食店の利用自粛 

その他のお願い 

・ 飲食を主として業としている店舗において、カラオケを行う設備を提供

している場合、当該カラオケ設備の利用自粛 
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・ 会食・飲み会は、できるだけ、同居家族以外ではいつも近くにいる４人

まで（家族の場合や介助者を除く）、長時間にならないようにすること 

 ４月２３日に東京、大阪、京都、兵庫の４都府県に緊急事態宣言が発令され

たことや、ゴールデンウイークに際し人流を抑制する必要があることなどを受

け、４月２４日に第４９回県対策本部会議を開催し、県内の重点措置区域を拡

大した。ここでは、飲食店等の利用制限に関する一部の要請内容を次の下線部

のとおり変更した。 

措置区域（＊） 措置区域外 

特措法第３１条の６第２項に基づく要請 

・ 営業時間の短縮を要請した時間

以降、飲食店を利用しない 

特措法第２４条第９項に基づく要請 

・ 営業時間の短縮を要請した時間

以降、飲食店を利用しない 

特措法第２４条第９項に基づく要請 

・ 感染防止対策が徹底されていない飲食店等や営業時間短縮の要請に応

じていない飲食店等の利用自粛 

＊ さいたま市、川口市、川越市、所沢市、草加市、越谷市、蕨市、戸田市、

朝霞市、志木市、和光市、新座市、富士見市、ふじみ野市、三芳町 

 また、飲食店等の利用制限に関して以下のとおり、ゴールデンウイーク期間

等における感染拡大防止への協力のお願いを行った。 

措置区域（同上） 措置区域外 

その他のお願い 

・ 外食は一人か同居家族（介助者を除く）だけで。 

 この飲食店等の利用制限に関する協力要請等は、２回のまん延防止等重点措

置の延長を受け、６月２０日まで継続された。 

 

（５）第５波（令和３年６月１１日～令和３年１２月１４日） 

 ６月１７日には本県のまん延防止等重点措置を７月１１日まで延長する旨

の公示を受け、第５６回県対策本部会議を開催し、現在の飲食店等の利用制限

に関する協力要請を次の下線部のとおり変更し、７月１１日まで延長するこ

とを決定した。 

措置区域（さいたま市・川口市） 措置区域外 

特措法第２４条第９項に基づく要請 

・ 感染対策が徹底されていない飲食店や営業時間短縮の要請に応じていな

い飲食店等の利用自粛 

（飲食・飲酒については、お客様の命を守る取組に参加する「彩の国『新し

い生活様式』安心宣言飲食店＋（プラス）」認証店の利用を推奨） 
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その他のお願い 

・ 飲食の際は９０分を限度とする 

 この協力要請については、７月８日に本県のまん延防止等重点措置が８月 

２２日まで延長される旨の公示を受けたことから、同日の第５９回県対策本部

会議において、８月２２日まで延長することとした。 

 その後、新規陽性者数の急速な拡大を受け、７月２９日には緊急事態措置区

域への指定を国に要請し、翌３０日には本県が緊急事態措置を実施すべき区域

に追加されたことから、同日に第６２回県対策本部会議を開催した。ここでは、

特措法第４５条第１項に基づき、感染対策が徹底されていない飲食店等や、休

業要請又は営業時間短縮の要請に応じていない飲食店等の利用を厳に控える

こと、飲食等については、お客様の命を守る取組に参加する「彩の国『新しい

生活様式』安心宣言飲食店＋(プラス)」認証店（以下「認証店」）を利用いた

だきたいことを要請したほか、その他のお願いとして、飲食の際は９０分を限

度とすること、会食はできるだけ同居家族以外はいつも近くにいる４人まで

（家族や介助者を除く）とすることを呼び掛けた。 

 なお、期間は８月２日から８月３１日までとしたが、その後の緊急事態宣言

の延長に伴い、９月３０日まで継続された。 

 ９月２８日には国が９月３０日での緊急事態宣言の解除を決定したことを

受け、同日に第６８回県対策本部会議を開催し、１０月１日から１０月２４日

までの段階的緩和措置として、感染対策が徹底されていない飲食店等や、休業

要請又は営業時間短縮の要請に応じていない飲食店等の利用を厳に控えるこ

と、飲食等については、認証店を利用いただきたいこと、飲食を主として業と

している店舗及び結婚式場において、カラオケを行う設備を提供している場合、

当該カラオケ設備の利用を自粛すること、飲食の際は１２０分を限度とするこ

と、会食はできるだけ、いつも近くにいる４人以内（同居家族及び介助者を除

く。）とすることをお願いした。 

 その後、１０月２０日の第７０回県対策本部会議では、１０月２５日以降の

お願いとして、飲食等については認証店を利用することを呼び掛けた。 

 

（６）第６波（令和３年１２月１５日～令和４年６月５日） 

   ※文中の日付で特別に記載のないものはすべて令和４年 

 年末から年明けにかけて、極めて感染力の強いオミクロン株による市中感

染が疑われる事例が確認され、新規陽性者数も急速な増加傾向が続き、１月 

１９日には本県に対し、まん延防止等重点措置の公示がなされたことから、同

日に第７５回県対策本部会議を開催した。ここでは、県内全域を措置区域とし、

特措法第３１条の６第２項に基づき、営業時間の短縮を要請した時間以降、飲
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食店を利用しないことを要請するとともに、特措法第２４条第９項に基づき、

感染防止対策が徹底されていない飲食店等や営業時間短縮の要請に応じてい

ない飲食店の利用自粛、ワクチン・検査パッケージ制度の適用を受ける認証店

を除き、同一グループ、同一テーブルで５人以上の会食を控えることを要請し

た。 

 これらの要請については、その後のまん延防止等重点措置の延長に伴い、３

月２１日まで継続された。 

 ３月１７日には、政府による３月２１日でのまん延防止等重点措置の終了

決定を受け、第８０回県対策本部会議を開催し、３月２２日以降のお願いとし

て、飲食等については、認証店を利用することを呼び掛けた。 

 

（７）第７波（令和４年６月６日～令和４年１０月７日） 

   ※文中の日付はすべて令和４年 

 ３月２２日以降、本県において緊急事態措置やまん延防止等重点措置を講

じることはなかったが、オミクロン株ＢＡ.５系統を中心とする感染拡大を受

け、７月下旬に政府が新たに「ＢＡ.５対策強化宣言」を導入したことから、

８月３日に第８０回県対策本部会議を開催し、本県においても同宣言を実施

することを決定した上で、県民に対し、特措法第２４条第９項に基づき、飲食

等については、認証店を利用することを要請した。 

 この「ＢＡ.５対策強化宣言」の期間は、当初８月３１日までの予定であっ

たが、感染状況を踏まえ、８月２６日に第８２回県対策本部会議を開催し、現

在の協力要請を９月３０日まで延長することを決定した。 

 ９月２６日には第８４回県対策本部会議を開催し、９月３０日で「ＢＡ.５

対策強化宣言」を終了することを決定し、１０月１日以降のお願いとして、当

面の間、飲食等については認証店利用することを呼び掛けた。 

 

（８）第８波（令和４年１０月８日～令和５年５月７日）※５類移行時点を暫定的な終期とする 

 令和４年１０月１日以降のお願いを継続していたが、国が令和５年４月 

２７日に感染症法第４４条の２第３項の規定に基づき、新型コロナウイルス

感染症について、同年５月７日をもって同法の「新型インフルエンザ等感染症」

と認められなくなる旨を公表し、５月８日に同法の「５類感染症」に位置づけ

ることとしたことから、５月１日に第８８回県対策本部会議を開催し、継続し

ていた協力要請等を５月７日までとすることを決定した。 
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３ 実施上の課題と対応 

特に、営業時間短縮や酒類提供制限の要請に応じていない飲食店等の利用

自粛に関しては、当該要請に応じず営業を継続する店舗が存在する以上、県民

に対してもこれを徹底させることが困難であった。 

 この点に対しては、委託業者による飲食店の見回りやその結果に基づく罰

則の適用を伴う対応を講じ、店舗に対する要請の実効性を確保することで対

応できたものと考える。 

 

４ ＩＣＴの活用 

広報媒体としてＳＮＳ（Ｔｗｉｔｔｅｒ）を活用して周知を図った。 

 

５ 広報・関係機関への周知 

・知事記者会見による周知 

・市町村や特措法に定める指定公共機関及び指定地方公共機関等へのメール 

による周知 

・ホームページでの周知 

 

６ 自己評価 

 感染状況や国の方針が細かく変動する中で、状況に応じた要請やお願いを

することができた点は評価に値すると考えられる。 

 一方で、飲食店等の利用制限に係る要請等は罰則等の強制力を伴わないも

のであったことから、その実効性については疑念が残った。 

 

７ 新興感染症の感染拡大時の対応における課題及び国へ提言すべき事項 

 国において、各都道府県が行った一連の要請等の実績を精査し、飲食店等の

利用制限に関する要請として真に効果的なものを洗い出しておくこと。 

 

８ 根拠法令・事務連絡等 

・新型インフルエンザ等対策特別措置法 

・新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針 

 

９ 事業費・財源 

  なし 

 

10 ５類移行に伴う対応 

  令和５年５月８日を以て、新型コロナウイルスの感染症法上の位置付けが
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５類感染症に変更され、特措法に基づく基本的対処方針が廃止されたことに

伴い、これまでに同方針に基づき実施していた協力要請等の措置を終了した。 
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感染防止対策 

 

１ 概要 

 本県では、県民に対して、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、新型イ

ンフルエンザ等対策特別措置法（以下、「特措法」という。）に基づく協力要請

や特措法に基づかない「お願い」を行ってきた。 

 その内容は多岐に渡るが、「外出・移動制限に関すること」、「飲食店等の利

用に関すること」、「感染防止対策に関すること」、「その他」に大別し、本項で

は「感染防止対策」について記載する。 

 

２ 経緯・取組内容 

（１）第１波（令和２年２月１日～令和２年６月９日） 

   ※文中の日付はすべて令和２年 

 １月２７日以降、本県では新型コロナウイルス対策会議や特措法に基づか

ない任意の対策本部の会議において、発生動向の共有や対応策の検討を実施

してきた。 

 その中で、国が３月２６日に特措法に基づく政府対策本部を設置したこと

を受け、本県においても同日、特措法に基づく埼玉県新型コロナウイルス対策

本部を設置するとともに、帰宅後の手洗いや咳エチケットを徹底することを

お願いした。 

 その後、３月２９日の知事記者会見及び４月２日の第９回新型コロナウイ

ルス対策本部会議（以下、「新型コロナウイルス対策本部会議」を「県対策本

部会議」という。）においても同様のお願いを行ったが、４月７日には政府が

本県を含む７都府県に緊急事態宣言を発出した。 

 また、４月２８日、第１３回県対策本部会議後の知事記者会見では、「ゴー

ルデンウイークにおける県民の皆様へのお願い」として、公園利用時の密の回

避、散歩や運動時のソーシャルディスタンスの確保、自宅での手洗い・咳エチ

ケット・換気の徹底をお願いした。 

 

（２）第２波（令和２年６月１０日～令和２年９月１３日） 

   ※文中の日付はすべて令和２年 

 ５月２５日に緊急事態宣言が解除されて以降、新規陽性者数は比較的落ち

着いた状況であったが、感染拡大防止と社会経済機能の協調のバランスをと

る必要があることから、６月１６日に第２１回県対策本部会議を開催し、夏に

向けて県民に対して熱中症にならないように屋外では適宜マスクを外すこと、
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お中元セールなどではお店内で密閉・密集・密接の「３つの密」（以下、「３密」）

を回避することをお願いした。 

 その後、新規陽性者数の増加を受け、７月８日の第２３回県対策本部会議で

は、改めて３密の回避をお願いした。 

 ８月６日の第２６回新型コロナウイルス対策本部会議後の知事記者会見で

は、お盆中の帰省に際するお願いとして、帰省の際や高齢者に会う際には、３

密の回避・手指消毒・マスクの着用・十分な換気などを徹底し、いつも以上の

感染症対策を行うようお願いした。 

 

（３）第３波（令和２年９月１４日～令和３年２月２２日） 

 １１月になり、１日当たりの新規陽性者数が過去最多を記録したことや年

末年始に向けて感染リスクが高まる恐れがあること等を踏まえ、同月１９日

には第３１回県対策本部会議を開催し、年末年始の行事等における感染防止

の呼びかけとして、３密の回避、マスクの着用、手洗い・手指消毒、換気と湿

度の確保をお願いした。 

 その後、首都圏全体で感染が拡大していることを受け、１２月２３日に第 

３５回県対策本部会議を開催し、特措法第２４条第９項に基づき、家庭内での

マスクの着用の励行を要請した。 

 令和３年に入ると新規陽性者数が急拡大し、１月７日には本県を含む１都

３県に対し緊急事態宣言が発令された。 

 １月２９日の第４１回県対策本部会議後の知事記者会見では、食事の際に

気を付けてほしい新たな合言葉として「静美食（せいびしょく）」（＊）を紹介

した。 

（＊）書道家の宮田天風（てんぷう）氏から提案いただいたもので、日本は古

くから礼儀を重んじる国であり、食事をする時は静かに作ってくれた人

や食材に感謝するという慣習があることから、その気持ちを改めて思い

起こし、静かに食材の味を楽しみ礼儀良く美味しく食べることを「静美

食」という言葉で言い表している。これにより、飲食をする際の感染リス

クを下げる効果が期待できるというもの。 

 

（４）第４波（令和３年２月２３日～令和３年６月１０日） 

  ※文中の日付はすべて令和３年 

 １月７日に発令された１都３県の緊急事態宣言は２月２日に延長決定がな

され、更に３月５日には３月２１日まで延長されることが決定された。これに

伴い、同日に第４４回県対策本部会議を開催し、県民に対し、マスクの着用、

手洗い・手指消毒、換気、３密の回避や飲食の際の「マスク飲食」「黙食」「個
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食」「静美食」「ランチの時もマスク」の徹底、ソーシャルディスタンスの確保

をお願いした。 

 ３月１８日には国が２１日での緊急事態宣言の解除を決定したことから、

３月１９日に第４５回県対策本部会議を開催し、３月２２日以降の段階的緩

和措置として引き続き、マスクの着用、手洗い・手指消毒、換気、３密の回避

や飲食の際の「マスク飲食」「黙食」「個食」「静美食」「ランチの時もマスク」

の徹底、ソーシャルディスタンスの確保をお願いした。 

 その後、変異株による感染拡大を踏まえ、４月１５日に第４７回県対策本部

会議を開催し、まん延防止等重点措置の公示を行うよう国に要請した。 

 国は４月１６日に本県に対する「まん延防止等重点措置」の公示を行ったこ

とから、同日、第４８回県対策本部会議を開催し、まん延防止等重点措置等と

して、次のとおり県民に対する感染防止対策に関するお願いを行った。 

 なお、このお願いは、まん延防止等重点措置の延長に伴い、同措置が緊急事

態措置に切り替わる８月１日まで継続された。 

措置区域 措置区域外 

その他のお願い 

・ ソーシャルディスタンスを確保し、マスクなしでの会話を避けること。

特に平日・休日ともに混雑した場所での食事は控えること 

・ 飲食の際は、昼夜を問わず「マスク飲食」「黙食」「個食」「静美食」「ラン

チの時もマスク」を徹底すること 

・ マスク・手洗い・アルコール消毒・換気、３密回避を徹底すること 

 

（５）第５波（令和３年６月１１日～令和３年１２月１４日） 

   ※文中の日付はすべて令和３年 

  その後、新規陽性者数の急速な拡大を受け、７月２９日には緊急事態措置区

域への指定を国に要請し、翌３０日には本県が緊急事態措置を実施すべき区

域に追加されたことから、同日に第６２回県対策本部会議を開催した。ここ

では、従前と同様に、ソーシャルディスタンスを確保しマスクなしでの会話

を避けること、特に平日・休日ともに混雑した場所での食事は控えること、飲

食の際は昼夜を問わず「マスク飲食」「黙食」「個食」「静美食」「ランチの時も

マスク」を徹底すること、マスク・手洗い・アルコール消毒・換気、３密回避

を徹底することをお願いした。 

 このお願いは８月３１日までとしていたが、緊急事態宣言の延長に伴い、

９月３０日まで延長された。 

 ９月２８日に国が９月３０日での緊急事態宣言の解除を決定したことを受

け、同日に第６８回県対策本部会議を開催し、段階的緩和措置として、１０月
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２４日まで、特措法第２４条第９項に基づき、帰省や旅行・出張など都道府県

間の移動に際しては、基本的な感染防止対策を徹底するよう要請するととも

に、その他のお願いとして、３密回避・ソーシャルディスタンスの確保・マス

クの着用・手洗い手指衛生など基本的感染防止対策を徹底すること、飲食の

際は昼夜を問わず「マスク飲食」「黙食」「個食」「静美食」「ランチの時もマス

ク」を徹底することを呼び掛けた。 

 １０月２０日には、前述の段階的緩和措置が同月２４日で終了することを

受け、第７０回県対策本部会議を開催し、１０月２５日以降のお願いとして、

３密回避・ソーシャルディスタンスの確保・マスクの着用・手洗いなどの手指

衛生等の基本的感染防止対策を徹底すること、帰省や旅行・出張など都道府

県間の移動に際しては、基本的な感染防止対策を徹底し特に大人数での会食

を控えることをお願いした。 

 その後、１１月２２日の第７２回県対策本部会議では、帰省や旅行・出張な

ど都道府県間の移動に際しては、「３つの密」の回避を含め、基本的な感染防

止対策（人と人との距離の確保・マスクの着用・手洗いなどの手指衛生）を徹

底するようお願いした。 

 

（６）第６波（令和３年１２月１５日～令和４年６月５日） 

 年末から年明けにかけて、極めて感染力の強いオミクロン株による市中感

染が疑われる事例が確認され、新規陽性者数も急速な増加傾向が続いていた

ことから、令和４年１月１７日、国に対し、まん延防止等重点措置の適用を要

請し、１月１９日に公示がなされたことから、同日に第７５回県対策本部会議

を開催し、１月２１日から２月１３日まで、県民に対するその他のお願いとし

て、同居家族以外とのホームパーティを控えることを呼び掛けた。 

 ２月１０日にはまん延防止等重点措置の延長が決定されたことから、同日

に第７７回県対策本部会議を開催し、オミクロン株の特徴を踏まえた感染防

止対策として、飲食はなるべく少人数で黙食を基本とすること、会話をする際

にはマスクの着用を基本とすること、感染リスクの高い場面・場所への外出は

避けること、家庭内においても室内を定期的に換気するとともにこまめに手

洗いを行うこと、子どもの感染防止対策を徹底すること、高齢者や基礎疾患の

ある者はいつも会う人と少人数で会うことのお願いを追加した。 

 ３月１７日には、政府が３月２１日でのまん延防止等重点措置の終了決定

をしたことから、同日に第８０回県対策本部会議を開催し、３月２２日以降の

お願いとして引き続き、オミクロン株の特徴を踏まえた感染防止対策や移動

先での感染リスクの高い行動を控えることを呼び掛けた。 
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（７）第７波（令和４年６月６日～令和４年１０月７日） 

   ※文中の日付はすべて令和４年  

 ３月２２日以降、本県において緊急事態措置やまん延防止等重点措置を講

じることはなかったが、オミクロン株ＢＡ.５系統を中心とする感染拡大を受

け、７月下旬に政府が新たに「ＢＡ.５対策強化宣言」を導入したことから、

８月３日に第８１回県対策本部会議を開催し、本県においても同宣言を実施

することを決定した上で、県民に対し、特措法第２４条第９項に基づき、帰省

や旅行・出張など都道府県間の移動に際して「３つの密」の回避を含め、基本

的な感染防止対策（人と人との距離の確保・マスクの着用・手洗いなどの手指

衛生）を徹底しながら移動先での感染リスクの高い行動を控えることや、オミ

クロン株の特徴を踏まえた感染防止対策を要請した。 

 この「ＢＡ.５対策強化宣言」の期間は、当初８月３１日までの予定であっ

たが、感染状況を踏まえ、８月２６日に第８２回県対策本部会議を開催し、現

在の外出・移動制限に関する協力要請を９月３０日まで延長することを決定

した。 

 ９月２６日には第８４回県対策本部会議を開催し、９月３０日で「ＢＡ.５

対策強化宣言」を終了することを決定し、１０月１日以降のお願いとして、当

面の間、従前の特措法第２４条第９項に基づく要請の内容に協力するよう呼

び掛けた。 

 

（８）第８波（令和４年１０月８日～令和５年５月７日）※５類移行時点を暫定的な終期とする 

 令和５年２月１６日には、国がマスク着用の考えを見直したことを受け、第

８６回県対策本部会議を開催し、以下のとおりマスク着用の考え方を見直した。 

「マスクの着用」の考え方について 

 

 「マスクの着用」の考え方については、令和５年２月１０日に国の新型コロナウイルス

感染症対策本部決定「マスク着用の考え方の見直し等について」及び基本的対処方針の変

更により方針が示されました。 

 本県においても、マスク着用の考え方の見直しの適用日（令和５年３月１３日）から以

下のとおりとします。 

 

○ マスクの着用については、個人の主体的な選択を尊重し、着用は個人の判断に委ねる

ことを基本とします。なお、事業者が感染対策上又は事業上の理由等により、利用者又

は従業員にマスクの着用を求めることは許容されます。 

○ 高齢者等重症化リスクの高い者への感染を防ぐため、マスク着用が効果的な次の場

面では、マスクの着用を推奨します。 
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・医療機関受診時  

・高齢者等重症化リスクが高い者が多く入院・生活する医療機関や高齢者施設等への

訪問時 

・通勤ラッシュ時等混雑した電車やバス（＊）に乗車する時（当面の取扱い） 

＊概ね全員の着席が可能であるもの（新幹線、通勤ライナー、高速バス、貸切バス等）を除く。 

○ 新型コロナウイルス感染症の流行期に重症化リスクの高い者が混雑した場所に行く

時については、感染から自身を守るための対策としてマスクの着用が効果的です。 

○ 症状がある者、新型コロナウイルス感染症の検査陽性の者、同居家族に陽性者がいる

者は、周囲の者に感染を広げないため、外出を控えてください。通院等やむを得ず外出

をする時には、人混みは避け、マスクの着用をお願いします。 

○ 高齢者等重症化リスクが高い者が多く入院・生活する医療機関や高齢者施設等の従

事者については、勤務中のマスクの着用を推奨します。 

○ 感染が大きく拡大している場合には、一時的に場面に応じた適切なマスクの着用を

広く呼びかけるなど、より強い感染対策を求めることがあり得ますが、そのような場合

においても、子どものマスク着用については、健康面等への影響も懸念されており、引

き続き、保護者や周りの大人が個々の子どもの体調に十分注意してください。 

 その後も令和４年１０月１日以降のお願いを継続していたが、国が令和５年

４月２７日に感染症法第４４条の２第３項の規定に基づき、新型コロナウイル

ス感染症について、同年５月７日をもって同法の「新型インフルエンザ等感染

症」と認められなくなる旨を公表し、５月８日に同法の「５類感染症」に位置

づけることとしたことから、５月１日に第８８回県対策本部会議を開催し、継

続していた協力要請等を５月７日までとすることを決定した。 

 

３ 実施上の課題と対応 

 特に、感染防止対策に関する内容については、広く正確にわかりやすく周知

を行うことが必要であったことから、１都３県や９都県市の枠組みにおいて

共同メッセージを発出することで、本県と地理的、経済的に繋がりの深い県外

の地域を含め、広範囲に効果的な周知を行った。 

 

４ ＩＣＴの活用 

広報媒体としてＳＮＳ（Ｔｗｉｔｔｅｒ）を活用して周知を図った。 

 

５ 広報・関係機関への周知 

・知事記者会見による周知 

・市町村や特措法に定める指定公共機関及び指定地方公共機関等へのメール 

による周知 
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・ホームページでの周知 

 

６ 自己評価 

 感染状況や国の方針が細かく変動する中で、状況に応じた要請やお願いを

することができた点は評価に値すると考えられる。 

 一方で、感染防止対策に関する要請等は罰則等の強制力を伴わないもので

あったことから、その実効性については疑念が残った。 

 

７ 新興感染症の感染拡大時の対応における課題及び国へ提言すべき事項 

 国において、各都道府県が行った一連の要請等の実績を精査し、感染防止対

策に関する要請として真に効果的なものを洗い出しておくこと。 

 

８ 根拠法令・事務連絡等 

・新型インフルエンザ等対策特別措置法 

・新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針 

 

９ 事業費・財源 

  なし 

 

10 ５類移行に伴う対応 

  令和５年５月８日を以て、新型コロナウイルスの感染症法上の位置付けが

５類感染症に変更され、特措法に基づく基本的対処方針が廃止されたことに

伴い、これまでに同方針に基づき実施していた協力要請等の措置を終了した。 
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その他の要請等 

 

１ 概要 

 本県では、県民に対して、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、新型イ

ンフルエンザ等対策特別措置法（以下、「特措法」という。）に基づく協力要請

や特措法に基づかない「お願い」を行ってきた。 

 その内容は多岐に渡るが、「外出・移動制限に関すること」、「飲食店等の利

用に関すること」、「感染防止対策に関すること」、「その他」に大別し、本項で

は「その他」について記載する。 

 

２ 経緯・取組内容 

（１）第１波（令和２年２月１日～令和２年６月９日） 

   ※文中の日付はすべて令和２年 

 ３月２６日の知事記者会見において、県民に対して、冷静な判断で商品の買

い占めなどを控えるようお願いした。 

３月２９日の知事記者会見では、葬儀において感染が広がった例が報告さ

れたことから、県民に対し、冠婚葬祭の開催には工夫をするようお願いした。 

４月７日には政府が本県を含む７都府県に緊急事態宣言を発出したことに

伴い、第１０回新型コロナウイルス対策本部会議（以下、「新型コロナウイル

ス対策本部会議」を「県対策本部会議」という。）を開催し、県民に対して、

生活必需品などの物資の確保に冷静な対応をとるようにお願いした。 

 

（２）第２波（令和２年６月１０日～令和２年９月１３日） 

   ※文中の日付はすべて令和２年 

 ５月２５日の緊急事態宣言解除後、６月１６日の第２１回県対策本部会議

では、県民に対して医療関係者やその家族へのいわれなき差別をやめるよう

にお願いをした。 

 ７月に入り、都内では連日１００人を超えるなど新規陽性者数が増加する

状況の中、７月１１日に第２４回県対策本部会議を開催し、特措法第２４条第

９項に基づき、国の接触確認アプリ及び県のＬＩＮＥコロナお知らせシステ

ムの活用を要請した。 

 ８月６日には第２６回県対策本部会議を開催し、会議後の知事記者会見に

おいて、お盆中の帰省におけるお願いとして、新しい旅のエチケットに留意し、

オンライン帰省も検討することをお願いした。 
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（３）第３波（令和２年９月１４日～令和３年２月２２日） 

 令和２年１１月１８日に新規陽性者数が過去最多を記録するなど、感染状

況が極めて憂慮すべき状況となったことや、年末年始に向けて感染リスクが

高まる恐れがあること等を踏まえ、翌１９日に第３１回県対策本部会議を開

催し、年末年始の行事等における感染防止の呼びかけとして、室内の換気と一

定湿度の確保や、国の接触確認アプリ及び県のＬＩＮＥコロナお知らせシス

テムの活用をお願いした。 

 また、忘年会や新年会（大人数・長時間での開催自粛等）、帰省・旅行（「新

しい旅のエチケット」に留意する等）、初詣・除夜の鐘（正月三が日にこだわ

らない分散参拝等）、成人式（会場や周辺では密を回避する等）、マラソン大会

などのスポーツ大会（着替え場所等での３密回避等）、初売り（必要に応じて

入場制限実施等）、賀詞交歓会（なるべく短時間で開催等）における感染防止

対策についてもお願いした。 

 １２月２８日には第３７回県対策本部会議後の知事記者会見において、年

末年始の過ごし方として、初詣は正月三が日にこだわらず、混雑する日を避け

た分散参拝をするようお願いした。 

 令和３年に入り感染状況の爆発的拡大に伴って、１月７日には本県を含む

１都３県に対し緊急事態宣言が発令され、特措法第４５条第１項に基づく外

出自粛等が要請されることとなったが、本項に記載すべき要請等は行われな

かった。 

 

（４）第４波（令和３年２月２３日～令和３年６月１０日） 

   ※文中の日付はすべて令和３年 

 ３月２１日には緊急事態宣言が解除されたが、その後の変異株による感染

拡大を踏まえ、国が４月１６日に「まん延防止等重点措置」の公示を行ったこ

とから、同日、第４８回県対策本部会議を開催し、４月２０日から５月１１日

までのまん延防止等重点措置等を決定した。 

 その後、４月２３日に東京、大阪、京都、兵庫の４都府県に緊急事態宣言が

発令されたことや、ゴールデンウイークに際し人流を抑制する必要があるこ

となどを受け、４月２４日に第４９回県対策本部会議を開催し、路上・公園な

どにおける飲酒を控えることをお願いしたほか、ゴールデンウイーク期間等

における感染拡大防止への協力のお願いとして、同居家族以外との宅飲みの

自粛をお願いした。 
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（５）第５波（令和３年６月１１日～令和３年１２月１４日） 

   ※文中の日付はすべて令和３年 

 政府が６月１７日にまん延防止等重点措置を７月１１日まで延長する公示

を行ったことから、同日に第５６回県対策本部会議を開催し、ホームパーティ

の自粛をお願いした。 

 その後、新規陽性者数の急速な拡大を受け、７月２９日には緊急事態措置区

域への指定を国に要請し、翌３０日には本県が緊急事態措置を実施すべき区

域に追加されたことから、同日に第６２回県対策本部会議を開催した。ここで

は、８月２日から８月３１日まで緊急事態措置として、特措法第４５条第１項

に基づき、路上・公園等における集団での飲酒など感染リスクが高い行動の自

粛を要請するとともに、その他のお願いとして、引き続きホームパーティの自

粛を呼び掛けた。 

 この要請等については、緊急事態宣言の延長に伴い、９月３０日まで延長さ

れることとなった。 

 ９月２８日に国が９月３０日での緊急事態宣言の解除を決定したことを受

け、同日に第６８回県対策本部会議を開催し、１０月１日から１０月２４日ま

での段階的緩和措置として、特措法第２４条第９項に基づき、路上・公園等に

おける集団での飲酒など感染リスクが高い行動の自粛をすること、テレワー

クなど柔軟な働き方を行うことを要請した。 

 

（６）第６波（令和３年１２月１５日～令和４年６月５日） 

   ※文中の日付で特別に記載のないものはすべて令和４年 

 令和３年１１月１９日改訂の基本的対処方針では、特措法第２４条第９項

に基づき、感染不安を感じている人に対してＰＣＲ検査又は抗原検査の受検

を要請できることとされ、本県では、同年１２月２７日の第７３回県対策本部

会議において、オミクロン株に関する更なる知見が得られるまでの間として

同要請を行った。 

 年末から年明けにかけて、極めて感染力の強いオミクロン株による市中感

染が疑われる事例が確認され、新規陽性者数も急速な増加傾向が続いていた

ことから、１月１７日に国に対し、まん延防止等重点措置の適用を要請し、１

月１９日にはまん延防止等重点措置の公示を受け、同日に第７５回県対策本

部会議を開催した。ここでは、感染不安を感じる無症状者に対し検査を受ける

ことを特措法第２４条第９項に基づき要請するとともに、その他のお願いと

して同居家族以外とのホームパーティを控えるよう呼び掛けた。 

 なお、この要請等についてはまん延防止等重点措置の延長に合わせて３月 

２１日まで継続された。 
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３月１７日に、政府が３月２１日でのまん延防止等重点措置の終了を決定

したことを受け、同日に第８０回県対策本部会議を開催し、３月２２日以降の

協力要請等として、引き続き、感染不安を感じる無症状者に対しＰＣＲ検査又

は抗原検査を受けることを特措法第２４条第９項に基づき要請した。 

 

（７）第７波（令和４年６月６日～令和４年１０月７日） 

  ※文中の日付はすべて令和４年  

 ３月２２日以降、本県において緊急事態措置やまん延防止等重点措置を講

じることはなかったが、オミクロン株ＢＡ.５系統を中心とする感染拡大を受

け、７月下旬に政府が新たに「ＢＡ.５対策強化宣言」を導入したことから、

８月３日に第８１回県対策本部会議を開催し、本県においても８月４日から

８月３１日まで同宣言を実施することを決定した。ここでは引き続き、感染不

安を感じる無症状者に対して検査を受けることを特措法第２４条第９項に基

づき要請するとともに、その他のお願いとして重症化リスクの低い方の抗原

定性検査キット送付事業や自己検査後のオンライン診断など積極的な活用、

医療従事者に対する心ない言動を控えることなどを呼び掛けた。 

 この宣言については、８月２６日に開催した第８２回県対策本部会議にお

いて、９月３０日まで延長された。 

 ９月２６日には第８４回県対策本部会議を開催し、９月３０日で「ＢＡ.５

対策強化宣言」を終了することを決定するとともに、１０月１日以降について

も、従前の特措法第２４条第９項に基づく要請とその他のお願いを当面の間

継続することとした。 

また、感染症法第４４条の３第２項に基づく協力要請として、陽性者自身に

よる陽性者登録及び健康観察をお願いしたほか、療養期間後の感染予防行動

の徹底を呼び掛けた。 

 

（８）第８波（令和４年１０月８日～令和５年５月７日）※５類移行時点を暫定的な終期とする 

 令和５年３月３日には第８７回県対策本部会議を開催し、継続していた感

染不安を感じる無症状者に対する検査受検の要請について、その期間を令和

５年３月３１日までとすることを決定した。 

 国は令和５年４月２７日、感染症法第４４条の２第３項の規定に基づき、新

型コロナウイルス感染症について、同年５月７日をもって同法の「新型インフ

ルエンザ等感染症」と認められなくなる旨を公表し、令和５年５月８日に同法

の「５類感染症」に位置づけることとしたことから、５月１日に第８８回県対

策本部会議を開催し、継続していた協力要請等を同年５月７日までとするこ

とを決定した。 
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３ 実施上の課題と対応 

 大型連休やお盆、年末年始等の期間は人流の活発化に伴い、感染拡大に繋が

る可能性があったことから、通常の要請等とは別に、季節毎のイベントや行事

等を特定した上で県民に対する具体的な呼び掛けを行った。 

 

４ ＩＣＴの活用 

広報媒体としてＳＮＳ（Ｔｗｉｔｔｅｒ）を活用して周知を図った。 

 

５ 広報・関係機関への周知 

・知事記者会見による周知 

・市町村や特措法に定める指定公共機関及び指定地方公共機関等へのメール 

による周知 

・ホームページでの周知 

 

６ 自己評価 

 感染状況や国の方針が細かく変動する中で、状況に応じた要請やお願いを

することができた点は評価に値すると考えられる。 

 また、国が言及していない項目や領域に関して、本県の対策本部長や知事と

して、臨機応変に県民に対する呼び掛けができたものと考える。 

 一方で、いずれの要請等についても罰則等の強制力を伴わないものであっ

たことから、その実効性を担保することが難しかった。 

 

７ 新興感染症の感染拡大時の対応における課題及び国へ提言すべき事項 

 国において、各都道府県が行った一連の要請等の実績を精査し、外出・移動

制限、飲食店等の利用制限、感染防止対策のいずれにも該当しない項目に関す

る要請の中から、特に効果的なものを洗い出しておくこと。 

 

８ 根拠法令・事務連絡等 

・新型インフルエンザ等対策特別措置法 

・新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針 

 

９ 事業費・財源 

なし 

 

10 ５類移行に伴う対応 

  令和５年５月８日を以て、新型コロナウイルスの感染症法上の位置付けが
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５類感染症に変更され、特措法に基づく基本的対処方針が廃止されたことに

伴い、これまでに同方針に基づき実施していた協力要請等の措置を終了した。 



 

（２）事業者への協力要請 
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事業者への協力要請（総論） 

 

１ 概要 

 本県では、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、新型インフルエンザ等

対策特別措置法（以下、「特措法」）に基づく要請や特措法に基づかない「お願

い」により、事業者に対して協力要請を行ってきた。 

 

２ 経緯・取組内容 

（１）第１波（令和２年２月１日～令和２年６月９日） 

   ※文中の日付はすべて令和２年 

 １月２７日以降、本県では新型コロナウイルス対策会議や特措法に基づか

ない任意の対策本部の会議において、発生動向の共有や対応策の検討を実施

してきた。 

 その中で、国が３月２６日に特措法に基づく政府対策本部を設置したこと

を受け、本県においても同日、特措法に基づく埼玉県新型コロナウイルス対策

本部（以下、「県対策本部」）を設置した。 

 ３月２９日の知事記者会見では、事業者に対して、時差出勤や在宅勤務を進

めるようお願いした。４月７日には政府が本県を含む７都府県に緊急事態宣

言を発出したことに伴い、第１０回県対策本部会議を開催し、事業者に対して

特措法第２４条第９項に基づき、５０名以上のイベントや集会又は５０名未

満であっても感染防止対策が徹底できない集会や事業を控えるように要請し

た。併せて、その他のお願いとして、生活必需品などの物資の確保について県

民が安心して購入できる環境を整えるよう呼びかけた。 

 ４月１０日に、同日付け内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長

事務連絡において、特措法施行令第１１条第１項に掲げる施設に限り、同法第

２４条第９項に基づく施設使用停止等の協力要請が可能との考えが示された

ことから、本県においても、以下の施設を管理する事業者又は当該施設を使用

するイベント主催者に対し、施設の使用停止もしくはイベントの開催停止の

協力を要請した。 

【特措法施行令第１１条第１項に掲げる施設】 

 第１号 学校（第３号に掲げるものを除く。） 

 第３号 大学、専修学校、各種学校その他これらに類する教育施設 

（１０００㎡超に限る。） 

第４号 劇場、観覧場、映画館又は演芸場 

第５号 集会場又は公会堂 
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第６号 展示場 

第８号 ホテル又は旅館（１０００㎡超、集会の用に供する部分に限る。） 

第９号 体育館、水泳場、ボーリング場その他これらに類する運動施設又 

は遊技場 

第１０号 博物館、美術館又は図書館（１０００㎡超に限る。） 

第１１号 キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホールその他遊興施設 

第１３号 自動車教習所、学習塾その他学習支援業を営む施設（１０００ 

㎡超に限る。） 

 また、同様に特措法第２４条第９項に基づき、同法施行令第１１条第１項第

２号に掲げる保育所・介護老人保健施設等に対し、適切な感染症防止対策を講

じた上で事業の継続を縮小しつつ、必要な保育等を確保するよう要請した。 

 ４月１６日の第１１回県対策本部会議では知事発言において、酒類提供時

間の制限を要請している東京都からの人の流入を防止するため、飲食店に対

して４月１７日から酒類提供を午後７時までとすること、保育所、放課後児童

クラブに対し、感染拡大傾向にある市町村では可能な場合は休園・休所も含め、

保育等の提供の更なる縮小の検討すること、事業者に対し、出勤している人の

７割削減に向けてテレワークを拡大することをお願いした。 

 ５月１日に開催した第１４回県対策本部会議後の知事記者会見では、１都

３県の共同キャンペーン「いのちを守るＳＴＡＹ ＨＯＭＥ週間」として、事

業者に対し、連続休暇やテレワークの推進による通勤抑制をお願いした。 

 ５月４日に政府対策本部は緊急事態宣言の延長を決定したことを受け、同

日に第１５回県対策本部会議を開催し、各事業者に対する特措法第２４条第

９項に基づく要請を継続するとともに、その他のお願いであった飲食店等で

の酒類提供時間を午後７時までとすることについて、特措法第２４条第９項

に基づく要請とした。  

 ５月２５日に、政府対策本部により緊急事態宣言が解除されたことに伴い、

同日に第１８回県対策本部会議を開催し、特措法第２４条第９項に基づく施

設の使用停止要請について、以下の施設は対象外とすることとした。 

 第１号 学校等：自動車学校、学習塾その他これらに類する学習支援業を

営む施設 等 

 第４号 劇場等：劇場、観覧場、映画館、演芸場、集会場、公会堂、展示

場 等 

 第９号 遊技場等：マージャン店、パチンコ店、ゲームセンターなどの遊

技場 等 

 第１０号 展示施設等：図書館（予約貸出を除く） 等 

 第１１号 遊興施設等：ネットカフェ★、漫画喫茶★、カラオケボックス★、
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射的場、勝馬投票券販売所、場外車券売場 

※ 下線は延べ床面積の合計が１０００平方メートルを超えるものに限

る。 

★ 個室をオフィス用としてテレワークに活用する場合に限る。 

 また、飲食店等での酒類提供時間の制限については、午後１０時までとする

こととした。 

 ５月２８日には第１９回県対策本部会議を開催し、特措法第２４条第９項

に基づく施設の使用停止要請を更に一部解除することとした。一方、以下の施

設については、引き続き、使用停止要請を継続することとした。 

 第９号 運動施設等：スポーツジム、ホットヨガ、ヨガスタジオなど 

 第１１号 遊興施設等：カラオケボックス★など、接待を伴う飲食業、 

            性風俗店、デリヘル、ライブハウスなど 

★ 個室をオフィス用としてテレワークに活用しない場合 

 その後、６月４日に第２０回県対策本部会議を開催し、特措法第２４条第９

項に基づく施設の使用停止要請を更に一部解除することとし、以下の施設に

ついては、引き続き、使用停止要請を継続することとした。 

 第１１号 遊興施設等：接待を伴う飲食業、性風俗店、デリヘル、ライブ

ハウスなど 

  

（２）第２波（令和２年６月１０日～令和２年９月１３日） 

   ※文中の日付はすべて令和２年 

 ６月１６日には陽性者数が比較的落ち着いた状況を受け、第２１回県対策

本部会議を開催し、施設の使用停止要請及び酒類提供時間の制限に関する協

力要請の解除を決定した。 

 ７月に入り、都内では連日１００人を超える新規陽性者が確認されたこと

などを受け、７月６日に第２２回県対策本部会議を開催し、事業者に対し、「彩

の国『新しい生活様式』評議会」（５月に設置）において策定した彩の国「新

しい生活様式」安心宣言及び業界のガイドラインを活用し、感染症対策を徹底

するようお願いした。更に、その後の感染状況悪化に伴い、７月８日の第２３

回県対策本部会議において、彩の国「新しい生活様式」安心宣言及び業界のガ

イドラインを活用した感染症対策の徹底について、特措法第２４条第９項に

基づく要請を行った。 

 さらに、７月１１日の第２４回県対策本部会議において、以下のとおり一段

強い協力要請を行った。 

特措法第２４条第９項に基づく要請 

 ・彩の国「新しい生活様式」安心宣言及び業界のガイドラインを活用し、感
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染症対策を徹底 

 ・テレワーク、時差出勤のさらなる推進 

 ・キャバクラ店やホストクラブなど接待を伴う飲食店のうち、業界ガイド 

ラインに従った感染症対策が徹底されていない施設の使用停止（７月 

１３日午前０時から） 

 ・国及び県の接触確認アプリの導入促進 

その他のお願い 

 ・彩の国「新しい生活様式」安心宣言の早期策定 

 ・クラスター発生時における施設の従業員、利用者のＰＣＲ検査受検 

 

（３）第３波（令和２年９月１４日～令和３年２月２２日） 

 令和２年１１月１８日に新規陽性者数が過去最多を記録するなど、感染状況

が極めて憂慮すべき状況となったことや、年末年始に向けて感染リスクが高ま

る恐れがあること等を踏まえ、翌１９日に第３１回県対策本部会議を開催し、

年末年始の行事等における感染防止の呼びかけとして、各企業に対し従業員の

休暇分散取得への協力、初売りでの必要に応じた入場制限やネット販売利用、

賀詞交歓会などで会場が密にならないように等の感染防止対策をお願いした。 

 １１月２４日には第３２回県対策本部会議を開催し、特措法第２４条第９項

に基づき、１１月２６日から業界ガイドラインに従った感染症対策が徹底され

ていない飲食店について施設の使用停止を要請した。 

 その後、県内の新規陽性者数は高い水準で推移したことから、１２月１日に

第３３回県対策本部会議を開催し、特措法第２４条第９項に基づき、以下の協

力要請を行った。 

【内容】営業時間の短縮 

【期間】１２月４日（金）午前０時から１７日（木）午後１２時まで 

【対象】さいたま市大宮区、川口市、越谷市内の「酒類の提供を行う飲食店」

及び「カラオケ店」  

【営業時間】午前５時から午後１０時まで 

 

 １２月１１日に過去最多の新規陽性者数を記録した状況等を踏まえ、１２

月１５日に第３４回県対策本部会議を開催し、営業時間短縮の要請期間を 

１２月２７日まで延長するとともに、特措法第２４条第９項に基づき、以下に

ついて改めて強く要請した。 

・彩の国「新しい生活様式」安心宣言及び業界のガイドラインを活用し、

感染症対策を徹底すること 

・業界ガイドラインに従った感染症対策が徹底されていない飲食店につい
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て施設の使用を停止すること 

・テレワーク、時差出勤のさらなる推進を図ること 

・国及び県の接触確認アプリの活用・導入を促進すること 

 

 １２月２３日には第３５回県対策本部会議を開催し、営業時間短縮の要請

期間を令和３年１月１１日まで延長するとともに、特措法第２４条第９項に

基づき、以下の項目を要請した。 

・事業者によるテレワーク、時差出勤、休日分散の推進 

・店舗が混雑しないよう入場制限の徹底 

・観客が発声するイベントの中止 

 

 さらに１２月２８日には第３７回県対策本部会議を開催し、年末年始の感

染防止対策として、事業者に対して特措法第２４条第９項に基づき、店舗が混

雑しないよう入場制限を徹底すること及び観客が発声するイベントの中止を

要請した。 

 年明けには緊急事態宣言の発令が見込まれる中、先んじて首都圏における

人の流れを抑え、人と人との接触の機会を減少させるため、一歩踏み込んだ感

染症防止対策を行うこととし、令和３年１月４日に第３８回県対策本部会議

を開催し、特措法第２４条第９項に基づき、以下の要請を行った。 

○ 営業時間の短縮等 

・令和３年１月８日から１月１１日まで 

【対象】さいたま市大宮区、川口市、越谷市内の「酒類の提供を行う飲食

店」及び「カラオケ店」 

【内容】営業時間：  午前５時から午後８時まで 

    酒類提供時間：午前５時から午後７時まで 

・令和３年１月１２日から１月３１日まで 

【対象】県内の飲食店（カラオケ店、バー等を含む） 

【内容】営業時間：  午前５時から午後８時まで 

    酒類提供時間：午前５時から午後７時まで 

○ その他の要請 

・令和３年１月８日から１月３１日まで 

【内容】・テレワークの徹底（目標値：県内企業の５０％） 

・在宅勤務・時差出勤の徹底 

・職場・寮における感染防止策の徹底 

・従業員への基本的な感染防止策の徹底や、会食自粛等の呼びかけ  

・全てのイルミネーションの早めの消灯 
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 その後１月７日に、国が本県を含む１都３県に対し緊急事態宣言を発令し

たことを受け、同日に第３９回県対策本部会議を開催し、以下のとおり要請等

を行った。 

特措法第２４条第９項に基づく要請 

○ 施設の使用停止等の要請 

（１）飲食店の営業時間の短縮要請等 

・令和３年１月８日から１月１１日まで 

【対象】さいたま市大宮区、川口市、越谷市内の「酒類の提供を行う飲

食店」及び「カラオケ店」 

【内容】営業時間：  午前５時から午後８時まで 

   酒類提供時間：午前１１時から午後７時まで 

     ※宅配・テイクアウトサービスを除く 

・令和３年１月１２日から２月７日まで 

【対象】飲 食 店：飲食店（居酒屋を含む。）、喫茶店等 

         ※宅配・テイクアウトサービスを除く 

    遊興施設等：バー、カラオケボックス等で、食品衛生法の飲食店

営業許可を受けている店舗 

        ※ネットカフェ、漫画喫茶を除く（感染防止対策の

徹底を要請） 

【内容】営業時間：  午前５時から午後８時まで 

    酒類提供時間：午前１１時から午後７時まで 

（２）その他の事業者への要請 

・テレワークの徹底（目標値：出勤者数を７割削減） 

・在宅勤務・時差出勤の徹底 

・職場・寮における感染防止策の徹底 

・従業員への基本的な感染防止策の徹底や、会食自粛等の呼びかけ 

・全てのイルミネーションの早めの消灯 

その他のお願い 

○ 施設の営業時間短縮等の働きかけ（その他のお願い） 

 遊興施設（食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗及び法第２４

条第９項で営業時間の短縮を要請する施設を除く。）、劇場、観覧場、映画

館又は演芸場、集会場又は公会堂、展示場、物品販売業を営む店舗 

（１，０００㎡超）、ホテル又は旅館（集会の用に供する部分に限る。）、

運動施設又は遊技場及び博物館、美術館又は図書館、サービス業を営む店

舗（１，０００㎡超）には、できる限り営業時間を午後８時まで、酒類の
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提供を午後７時までとしていただくようお願いする。（令和３年１月 

１２日から） 

 

 令和３年２月２日に、国が緊急事態宣言を同年３月７日まで延長すること

を決定したことを受け、２月４日に第４２回県対策本部会議を開催し、緊急事

態措置等に基づく要請等を継続するとともに、特措法第２４条第９項に基づ

き、彩の国「新しい生活様式」安心宣言及び業種別ガイドラインを使用・遵守

し、感染症対策を徹底することと、事業の継続や時差出勤に必要な場合を除き、

午後８時以降の勤務を抑制することを要請し、施設の営業時間短縮等につい

て、以下のとおりその他のお願いで呼び掛けた。 

○ 営業時間の短縮及び人数上限等  

 劇場、観覧場、映画館又は演芸場、集会場又は公会堂、展示場、ホテ

ル又は旅館（集会の用に供する部分に限る。）、運動施設又は遊技場及び

博物館、美術館又は図書館には、できる限り営業時間を午後８時まで、

酒類の提供を午前１１時から午後７時までとするとともに、人数上限  

５，０００人、かつ、収容率要件５０％以下としていただくようお願い

する。  

○ 営業時間の短縮  

 遊興施設（食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗及び法第 

２４条第９項で営業時間の短縮を要請する施設を除く。）、物品販売業を

営む店舗（１，０００㎡超。食品、医薬品、医療機器その他衛生用品、

再生医療等製品又は燃料その他生活に欠くことができない物品として

厚生労働大臣が定めるものの売場を除く。）、サービス業を営む店舗 

（１，０００㎡超。生活必需サービスを除く。）にはできる限り営業時間

を午後８時まで、酒類の提供を午前１１時から午後７時までとしていた

だくようお願いする。 

 

（４）第４波（令和３年２月２３日～令和３年６月１０日） 

   ※文中の日付はすべて令和３年 

 ３月７日までとなっていた緊急事態宣言については、国が３月５日に同 

２１日まで延長することを決定したことを受け、同日に第４４回県対策本部

会議を開催し、緊急事態措置等について同様に延長することとした（全てのイ

ルミネーションの早めの消灯を除く）。 

 ３月１８日には国が３月２１日で緊急事態宣言の解除を決定したことを受

け、翌１９日に第４５回県対策本部会議を開催し、３月２２日から３月３１日

までの段階的緩和措置として、以下のとおり要請等を行った。 
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 なお、この要請等は３月２４日の第４６回県対策本部会議において、４月 

２１日まで延長をした。 

特措法第２４条第９項による要請 

○ 飲食店の営業時間の短縮等 

【期間】３月２２日から３月３１日まで 

【対象】飲 食 店：飲食店（居酒屋を含む。）、喫茶店等 

         ※宅配・テイクアウトサービスを除く 

    遊興施設等：バー、カラオケボックス等で、食品衛生法の飲食店営

業許可を受けている店舗 

         ※ネットカフェ、漫画喫茶を除く（感染防止対策の徹

底を要請） 

【内容】営業時間：  午後９時まで 

    酒類提供時間：午前１１時から午後８時まで 

          ※宅配・テイクアウトサービスを除く 

○ 感染症対策の徹底 

 彩の国「新しい生活様式」安心宣言及び業種別ガイドラインを使用・遵

守し、感染症対策を徹底 

その他のお願い 

○ 職場等における対策 

・テレワークの徹底（目標値：出勤者数を７割削減） 

・在宅勤務・時差出勤の徹底 

・職場・寮における感染防止策の徹底 

・従業員への基本的な感染防止策の徹底や、会食自粛等の呼びかけ 

○ 飲食店等における対策 

・飲食の際は、昼夜を問わず「マスク飲食」「黙食」「個食」「静美食」「ラ

ンチの時もマスク」を徹底して利用者に働きかけ 

○ 営業時間の短縮及び人数上限等 

・劇場、観覧場、映画館又は演芸場、集会場又は公会堂、展示場、ホテル

又は旅館（集会の用に供する部分に限る。）、運動施設又は遊技場及び博

物館、美術館又は図書館には、できる限り営業時間を午後９時まで、酒

類の提供を午前１１時から午後８時までとするとともに、人数上限と収

容率は国が示す目安を上限とする。 

・遊興施設（食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗及び法第２４

条第９項で営業時間の短縮を要請する施設を除く。）、物品販売業を営む

店舗（１，０００㎡超。食品、医薬品、医療機器その他衛生用品、再生

医療等製品又は燃料その他生活に欠くことができない物品として厚生
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労働大臣が定めるものの売場を除く。）、サービス業を営む店舗 

（１，０００㎡超。生活必需サービスを除く。）にはできる限り営業時間

を午後９時まで、酒類の提供を午前１１時から午後８時までとする。 

 

 緊急事態宣言の解除後、新規陽性者数が徐々に増加していく中、国が４月 

１６日に本県に対しても「まん延防止等重点措置」の公示を行ったことから、

同日、第４８回県対策本部会議を開催し、４月２０日から５月１１日までのま

ん延防止等重点措置等を決定し、以下のとおり、事業者に対する要請等を行っ

た。 

措置区域（さいたま市・川口市） 

特措法第３１条の６第１項に基づく要請 

○ 施設の使用制限等 

（１）飲食店の営業時間の短縮等 

【期間】４月２０日から５月１１日まで 

【対象】飲 食 店：飲食店（居酒屋を含む。）、喫茶店等（宅配・テイクア

ウトサービスを除く。） 

    遊興施設等：バー等で、食品衛生法の飲食店営業許可を受けてい

る店舗 

    ※ネットカフェ、漫画喫茶を除く（感染防止対策の徹底を要請） 

【内容】営業時間   午前 ５時から午後８時まで 

    酒類提供時間 午前１１時から午後７時まで 

【その他の要請事項】 

・特措法施行令第５条の５各号に規定される措置（従業員への検査勧

奨、入場者が密にならないような整理誘導、発熱等有症状者の入場禁

止、手指の消毒設備の設置、事業所の消毒、入場者へマスクの着用等

の徹底、マスクの着用等に正当な理由なく応じない者の入場禁止（す

でに入場している者の退場も含む）など） 

・会話等の飛沫による感染の防止に効果のある措置（アクリル板等の

設置又は座席の間隔の確保、換気の徹底など 

・手指消毒の呼びかけ 

措置区域以外 

特措法第２４条第９項に基づく要請 

○ 施設の使用制限等 

（１）飲食店の営業時間の短縮等 

【期間】４月２０日から５月１９日まで 

【対象】飲 食 店：飲食店（居酒屋を含む。）、喫茶店等（宅配・テイク
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アウトサービスを除く。） 

    遊興施設等：バー等で、食品衛生法の飲食店営業許可を受けてい

る店舗 

    ※ネットカフェ、漫画喫茶を除く（感染防止対策の徹底を要請） 

【内容】営業時間   午前 ５時から午後９時まで 

    酒類提供時間 午前１１時から午後８時まで 

その他のお願い 

・従業員への検査勧奨、入場者が密にならないような整理誘導、発熱等有

症状者の入場禁止、手指の消毒設備の設置、事業所の消毒、入場者へマ

スクの着用等の徹底、マスクの着用等に正当な理由なく応じない者の入

場禁止（すでに入場している者の退場も含む）など 

・会話等の飛沫による感染の防止に効果のある措置（アクリル板等の設置

又は座席の間隔の確保、換気の徹底など） 

・手指消毒の呼びかけ 

措置区域・措置区域外共通 

特措法第２４条第９項に基づく要請 

○ 感染症対策の徹底 

・彩の国「新しい生活様式」安心宣言及び業種別ガイドラインの使用・遵守 

※ガイドライン遵守の是非について、飲食店に対して実地で確認を行い、

個別に要請を行うこともある。 

・飲食を主として業としている店舗において、カラオケを行う設備を提供

している場合、当該カラオケ設備の利用自粛 

その他のお願い 

○ 飲食店等における対策 

・飲食の際は、昼夜を問わず「マスク飲食」「黙食」「個食」「静美食」「ラ

ンチの時もマスク」を徹底して利用者に働きかけ 

○ 職場等における対策 

・テレワークの徹底（目標値：出勤者数を７割削減） 

・在宅勤務・時差出勤の徹底、自転車通勤の推奨 

・出勤が必要となる職場におけるローテーション勤務等の徹底 

・職場・寮における感染防止策の徹底 

・従業員への基本的な感染防止策の徹底や、会食自粛等の呼びかけ 

措置区域（さいたま市・川口市） 

その他のお願い 

○ 営業時間の短縮及び人数上限等 

・劇場、観覧場、映画館又は演芸場、集会場又は公会堂、展示場、ホテル
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又は旅館（集会の用に供する部分に限る。）、運動施設又は遊技場及び博

物館、美術館又は図書館には、できる限り営業時間を午後８時まで、酒

類の提供を午前１１時から午後７時までとするとともに、人数要件及び

収容率等を催物（イベント等）の開催制限と同じとする。 

・遊興施設（食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗及び法第３１

条の６第１項で営業時間の短縮を要請する施設を除く。）、物品販売業を

営む店舗（１，０００㎡超。食品、医薬品、医療機器その他衛生用品、

再生医療等製品又は燃料その他生活に欠くことができない物品として厚

生労働大臣が定めるものの売場を除く。）、サービス業を営む店舗 

（１，０００㎡超。生活必需サービスを除く。）にはできる限り営業時間

を午後８時まで、酒類の提供を午前１１時から午後７時までとする。 

・業種ごとのガイドライン及び施設ごとに定めた「彩の国『新しい生活様

式』安心宣言」の厳守、入場整理を徹底すること。 

措置区域以外 

その他のお願い 

○ 営業時間の短縮及び人数上限等 

・劇場、観覧場、映画館又は演芸場、集会場又は公会堂、展示場、ホテル

又は旅館（集会の用に供する部分に限る。）、運動施設又は遊技場及び博

物館、美術館又は図書館には、できる限り営業時間を午後９時まで、酒

類の提供を午前１１時から午後８時までとするとともに、人数要件及び

収容率等を催物（イベント等）の開催制限と同じとする。 

・遊興施設（食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗及び法第２４

条第９項で営業時間の短縮を要請する施設を除く。）、物品販売業を営む

店舗（１，０００㎡超。食品、医薬品、医療機器その他衛生用品、再生

医療等製品又は燃料その他生活に欠くことができない物品として厚生労

働大臣が定めるものの売場を除く。）、サービス業を営む店舗 

（１，０００㎡超。生活必需サービスを除く。）にはできる限り営業時間

を午後９時まで、酒類の提供を午前１１時から午後８時までとする。 

・業種ごとのガイドライン及び施設ごとに定めた「彩の国『新しい生活様

式』安心宣言」の厳守、入場整理を徹底すること。 

 

 その後、４月２３日に東京、大阪、京都、兵庫の４都府県に緊急事態宣言が

発令されたことや、ゴールデンウイークに際し人流を抑制する必要があるこ

となどを受け、４月２４日に第４９回県対策本部会議を開催し、県内の措置区

域を拡大するとともに、以下のとおり一部の要請等について変更を行った。 
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ア 飲食店に対して 

措置区域（＊） 

特措法第３１条の６第１項に基づく要請 

○ 施設の使用制限等 

・飲食店の営業時間の短縮等 

【期間】４月２８日から５月１１日まで 

【内容】酒類提供時間 終日、提供を自粛 

○ 飲食を主として業としている店舗においてカラオケを行う設備を提供し

ている場合、当該カラオケ設備の使用自粛 

＊措置区域は、さいたま市、川口市、川越市、所沢市、草加市、越谷市、蕨市、

戸田市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、富士見市、及び三芳町 

措置区域以外 

特措法第２４条第９項に基づく要請 

○ 施設の使用制限等 

（１）飲食店の営業時間の短縮等 

・４月２８日から５月１１日まで 

【内容】酒類提供時間 終日、提供を自粛 

 ※ただし、一人飲み、同居家族（介助者を除く）だけのグループを除く 

・５月１２日から５月１９日（水）まで 

【内容】営業時間   午前５時から午後９時まで 

    酒類提供時間 午前１１時から午後８時まで 

イ 事業者に対して 

措置区域・措置区域外共通 

その他のお願い 

○ 人流抑制 

 ・屋外照明（防犯対策上、必要なもの等を除く）の夜間消灯等の推奨 

ウ 劇場等、遊興施設等（飲食店以外の特措法施行令第１１条第１項に規定す

る施設等）に対して 

措置区域（＊） 

その他のお願い 

○ 営業時間の短縮及び人数上限等 

・劇場、観覧場、映画館又は演芸場、集会場又は公会堂、展示場、ホテル又

は旅館（集会の用に供する部分に限る。）、運動施設又は遊技場及び博物館、

美術館又は図書館には、できる限り営業時間を午後８時まで、酒類の提供
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を終日、自粛するとともに、人数要件及び収容率等を催物（イベント等）

の開催制限と同じとする。 

・遊興施設（食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗及び法第３１条

の６第１項で営業時間の短縮を要請する施設を除く。）、物品販売業を営む

店舗（１，０００㎡超。食品、医薬品、医療機器その他衛生用品、再生医

療等製品又は燃料その他生活に欠くことができない物品として厚生労働大

臣が定めるものの売場を除く。）、サービス業を営む店舗（１，０００㎡超。

生活必需サービスを除く。）にはできる限り営業時間を午後８時まで、酒類

の提供を終日、自粛する。 

措置区域以外 

その他のお願い 

○ 営業時間の短縮及び人数上限等 

・劇場、観覧場、映画館又は演芸場、集会場又は公会堂、展示場、ホテル又

は旅館（集会の用に供する部分に限る。）、運動施設又は遊技場及び博物館、

美術館又は図書館には、できる限り営業時間を午後９時まで、酒類の提供

を終日（ただし、５／１２以降は午後８時まで）、自粛するとともに、人数

要件及び収容率等を催物（イベント等）の開催制限と同じとする。 

・遊興施設（食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗及び法第２４条

第９項で営業時間の短縮を要請する施設を除く。）、物品販売業を営む店舗

（１，０００㎡超。食品、医薬品、医療機器その他衛生用品、再生医療等

製品又は燃料その他生活に欠くことができない物品として厚生労働大臣

が定めるものの売場を除く。）、サービス業を営む店舗（１，０００㎡超。

生活必需サービスを除く。）にはできる限り営業時間を午後９時まで、酒類

の提供を終日（ただし、５／１２以降は午後８時まで）自粛する。 

エ 交通事業者に対して 

措置区域 

その他の要請 

・５月１１日までの間において、平日の終電の繰り上げ、週末休日におけ

る減便等や主要ターミナルにおける検温等、必要な感染防止対策を要請 

オ ゴールデンウイーク期間等における感染拡大防止への協力のお願い 

 ＜移動・往来、帰省＞ 

措置区域・措置区域外共通 

その他のお願い 

・テレワークの推進、学校でのオンライン授業の活用準備を促進 
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 ＜大規模小売店、商業施設＞ 

措置区域・措置区域外共通 

その他のお願い 

・催物・バーゲンセール等の延期・自粛 

・入場整理（規制入退場、動線管理、雑踏警備等）を強化し、密集回避・感

染防止対策の徹底 

 また、営業時間の短縮等や業種別ガイドラインの遵守を徹底するための対策

として、５月４日から５月１２日の９日間については、まん延防止等重点措置区

域内の飲食店等のうち、協力金の申請を行っていない店舗を対象として、業者委

託による見回り調査を実施し、延べ８，２２８店舗を確認した。 

 政府は５月７日に、まん延防止等重点措置を５月３１日まで延長する公示を

行ったので、翌８日に第５１回県対策本部会議を開催し、これまで実施してきた

事業者への要請等の一部を以下のとおり変更した。 

 

ア 劇場等、遊興施設等（飲食店以外の特措法施行令第１１条第１項に規定す

る施設等）に対して 

措置区域（措置地域は前回から変更なし） 

特措法第２４条第９項に基づく要請 

○ 営業時間の短縮及び人数上限等（床面積１，０００㎡超） 

（１）劇場、観覧場、映画館又は演芸場等（第４号）・集会場又は公会堂等（第

５号）・展示場等（第６号）・ホテル又は旅館等（集会の用に供する部分

に限る）（第８号）・運動施設又は遊技場等（第９号）・博物館又は美術

館等（第１０号） 

【内容】・営業時間を午後８時まで（イベント開催の場合は午後９時まで） 

    ・酒類の提供を終日、自粛（飲酒の機会を設けないこと） 

    ・人数要件及び収容率等を「催物（イベント等）」の開催制限と同じ 

とする。 

（２）物品販売業を営む店舗等（食品、医薬品、医療機器その他衛生用品、再

生医療等製品又は燃料その他生活に欠くことができない物品として厚

生労働大臣が定めるものの売場を除く。）（第７号） 

【内容】・営業時間を午後８時まで 

    ・酒類の提供を終日、自粛（飲酒の機会を設けないこと） 

    ・入場整理を徹底すること（繁忙期の１／２程度の人数を目安とす 

ること） 

（３）遊興施設等（食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗及び法第 

３１条の６第１項で営業時間の短縮を要請する施設を除く。）（第９号又

は第１１号）・サービス業を営む店舗等（生活必需サービスを除く。）（第
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１２号） 

【内容】・営業時間を午後８時まで 

    ・酒類の提供を終日、自粛（飲酒の機会を設けないこと） 

○ 感染防止対策の徹底、利用者への周知 

・業種別ガイドラインや施設ごとに定めた彩の国「新しい生活様式」安心宣

言の使用・遵守の徹底、入場整理を徹底すること 

・入場整理についてホームぺージ等を通じて広く周知すること 

その他のお願い 

○ 営業時間の短縮及び人数上限等（床面積１，０００㎡以下） 

（１）劇場、観覧場、映画館又は演芸場等（第４号）・集会場又は公会堂等（第

５号）・展示場等（第６号）・ホテル又は旅館等（集会の用に供する部分

に限る）（第８号）・運動施設又は遊技場等（第９号）・博物館又は美術

館等（第１０号） 

【内容】・営業時間を午後８時まで（イベント開催の場合は午後９時まで） 

    ・酒類の提供を終日、自粛（飲酒の機会を設けないこと） 

   ・人数要件及び収容率等を（５）催物（イベント等）の開催制限と 

同じとする。 

（２）物品販売業を営む店舗等（食品、医薬品、医療機器その他衛生用品、再

生医療等製品又は燃料その他生活に欠くことができない物品として厚

生労働大臣が定めるものの売場を除く。）（第７号）・遊興施設等（食品

衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗及び法第３１条の６第１項

で営業時間の短縮を要請する施設を除く。）（第９号又は第１１号）・ 

サービス業を営む店舗等（生活必需サービスを除く。）（第１２号） 

【内容】・営業時間を午後８時まで 

    ・酒類の提供を終日、自粛（飲酒の機会を設けないこと） 

○ カラオケ設備の使用自粛 

 ・カラオケを行う設備を提供している場合、当該カラオケ設備の使用自粛 

措置区域外 

その他のお願い 

○ 営業時間の短縮及び人数上限等（床面積１，０００㎡超） 

（１）劇場、観覧場、映画館又は演芸場等（第４号）・集会場又は公会堂等（第

５号）・展示場等（第６号）・ホテル又は旅館等（集会の用に供する部分

に限る）（第８号）・運動施設又は遊技場等（第９号）・博物館又は美術

館等（第１０号） 

【内容】・営業時間を午後９時まで 

    ・酒類の提供を終日、自粛（飲酒の機会を設けないこと） 

    ・人数要件及び収容率等を（５）催物（イベント等）の開催制限と

同じとする。 
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（２）物品販売業を営む店舗等（食品、医薬品、医療機器その他衛生用品、

再生医療等製品又は燃料その他生活に欠くことができない物品として

厚生労働大臣が定めるものの売場を除く。）（第７号） 

【内容】・営業時間を午後９時まで 

・酒類の提供を終日、自粛（飲酒の機会を設けないこと） 

・入場整理を徹底すること（繁忙期の１／２程度の人数を目安とす

ること） 

（３）遊興施設等（食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗及び法第

３１条の６第１項で営業時間の短縮を要請する施設を除く。）（第９号又

は第１１号）・サービス業を営む店舗等（生活必需サービスを除く。）（第

１２号） 

【内容】・営業時間を午後９時まで 

    ・酒類の提供を終日、自粛（飲酒の機会を設けないこと） 

○ 感染防止対策の徹底、利用者への周知 

・業種別ガイドラインや施設ごとに定めた彩の国「新しい生活様式」安心宣

言の使用・遵守の徹底、入場整理を徹底すること 

・入場整理についてホームぺージ等を通じて広く周知すること 

○ 営業時間の短縮及び人数上限等（床面積１，０００㎡以下） 

（１）劇場、観覧場、映画館又は演芸場等（第４号）・集会場又は公会堂等（第

５号）・展示場等（第６号）・ホテル又は旅館等（集会の用に供する部分

に限る）（第８号）・運動施設又は遊技場等（第９号）・博物館又は美術

館等（第１０号） 

【内容】・営業時間を午後９時まで 

・酒類の提供を終日、自粛（飲酒の機会を設けないこと） 

・人数要件及び収容率等を「催物（イベント等）」の開催制限と同じ

とする 

（２）物品販売業を営む店舗等（食品、医薬品、医療機器その他衛生用品、再

生医療等製品又は燃料その他生活に欠くことができない物品として厚

生労働大臣が定めるものの売場を除く。）（第７号・遊興施設等（食品衛

生法の飲食店営業許可を受けている店舗及び法第３１条の６第１項で

営業時間の短縮を要請する施設を除く。）（第９号又は第１１号）・サー

ビス業を営む店舗等（生活必需サービスを除く。）（第１２号） 

【内容】・営業時間を午後９時まで 

・酒類の提供を終日、自粛（飲酒の機会を設けないこと） 

○ カラオケ設備の使用自粛 

・カラオケを行う設備を提供している場合、当該カラオケ設備の使用自粛 
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イ 事業者に対して 

措置区域・措置区域外共通 

特措法第２４条第９項に基づく要請 

○ クラスターの発生が複数確認されている業界への取組要請 

・業務遂行上や業務に関連して密になる場面や、多くの人が出入りし接触

するような場面で感染拡大が懸念される作業所や事務所、寮などに対

し、感染防止対策の徹底を図ること。 

・サークル活動など集団活動を通じて学生や外国人コミュニティにおける

クラスターが発生していることに鑑み、それらの者を従業員やアルバイ

ト等として雇用している業界においては、特に留意すること 

ウ 交通事業者に対して 

措置区域 

その他の要請 

・終電の繰上げや主要ターミナルにおける検温の実施等、必要な感染防止

対策を依頼 

 

 その後、政府が５月２８日にまん延防止等重点措置を６月２０日まで延長

する公示を行ったため、同日に第５４回県対策本部会議を開催し、協力要請を

６月２０日まで延長を決定した。ただし、事業者への要請等については、映画

館の営業時間の短縮要請を午後８時までから午後９時までに緩和した。 

 

（５）第５波（令和３年６月１１日～令和３年１２月１４日） 

   ※文中の日付はすべて令和３年 

 政府は６月１７日にまん延防止等重点措置を７月１１日まで延長する公示

を行ったことから、同日に第５６回県対策本部会議を開催し、これまで実施し

てきた事業者への要請等の一部について、以下のとおり変更した。 

 なお、措置区域はさいたま市及び川口市のみに変更した。 

 

 ア 飲食店に対して 

  酒類提供に関する規制を緩和し、県の認証を受けることで、所定の時間ま 

で酒類提供を可能とする内容に変更した。 

措置区域（さいたま市、川口市） 

特措法第３１条の６第１項に基づく要請 

○ 飲食店の営業時間の短縮等 

【酒類の提供】午前１１時から午後７時まで 

       ただし、次の条件を遵守すること 

・「彩の国『新しい生活様式』安心宣言飲食店＋（プラス）」の認証 
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 「彩の国『新しい生活様式』安心宣言飲食店＋（プラス）」について、県

の認証を受けること（特に、基本４項目、①アクリル板等の設置又は座席

間隔の確保、②手指消毒の徹底、③マスク着用の推奨、④換気の徹底 を

遵守） 

・酒類提供の人数上限 

 １人、又は同居家族（介助者を含む）のみのグループに限る。 

措置区域以外 

特措法第２４条第９項に基づく要請 

○ 飲食店の営業時間の短縮等 

【酒類の提供】午前１１時から午後８時まで 

       ただし、次の条件を遵守すること 

・「彩の国『新しい生活様式』安心宣言飲食店＋（プラス）」の認証 

 「彩の国『新しい生活様式』安心宣言飲食店＋（プラス）」について、県

の認証を受けること（特に、基本４項目、①アクリル板等の設置又は座席

間隔の確保、②手指消毒の徹底、③マスク着用の推奨、④換気の徹底 を

遵守） 

・酒類提供の人数上限 

 ４人以下、又は同居家族（介助者を含む）のみのグループに限る。 

措置区域・措置区域外共通 

特措法第２４条第９項に基づく要請 

○ 長時間の会食自粛 

・長時間（９０分超）の会食を避け、４人以下又は同居家族（介助者を含

む）のみのグループに限るよう要請すること 

イ 劇場等、遊興施設等（飲食店以外の特措法施行令第１１条第１項に規定す

る施設等）に対して 

措置区域（さいたま市、川口市） 

特措法第２４条第９項に基づく要請 

【酒類の提供】 午後７時まで 

 ただし、業種別ガイドライン・基本４項目など、業態に応じ

た感染防止対策を遵守することを条件とする 

措置区域以外 

その他のお願い 

【酒類の提供】 午後８時まで 

 ただし、業種別ガイドライン・基本４項目など、業態に応じ

た感染防止対策を遵守することを条件とする 
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  政府は７月８日、まん延防止等重点措置を８月２２日まで延長する公示を

行ったことから、同日に第５９回県対策本部会議を開催し、これまで実施して

きた事業者への要請等の一部について、以下のとおり変更を行った。 

 

ア 飲食店に対して 

 酒類提供の制限に関する要請を変更した。具体的には、酒類提供は原則と

して終日自粛とした上で、次の条件を満たす場合には提供可としたもの。 

措置区域（さいたま市、川口市） 

特措法第３１条の６第１項に基づく要請 

○ 飲食店の営業時間の短縮等 

【酒類の提供】 終日、提供を自粛（飲酒の機会を設けないこと） 

 ただし、次の条件を満たす場合は、午前１１時から午後７時

まで提供可 

・「彩の国『新しい生活様式』安心宣言飲食店＋（プラス）」の認証  

措置区域以外 

特措法第２４条第９項に基づく要請 

○ 飲食店の営業時間の短縮等 

【酒類の提供】 終日、提供を自粛（飲酒の機会を設けないこと） 

 ただし、次の条件を満たす場合は、午前１１時から午後８時

まで提供可 

・「彩の国『新しい生活様式』安心宣言飲食店＋（プラス）」の認証  

イ 劇場等、遊興施設等（飲食店以外の特措法施行令第１１条第１項に規定す

る施設等）に対して 

  飲食店等に対する要請と同様に酒類提供に関する規制を変更した。 

措置区域（さいたま市、川口市） 

特措法第２４条第９項に基づく要請 

【酒類の提供】 終日、提供を自粛（飲酒の機会を設けないこと） 

 ただし、業種別ガイドライン・基本４項目など、業態に応じ

た感染防止対策を遵守する場合は、午後７時まで提供可 

措置区域以外 

その他のお願い 

【酒類の提供】 終日、提供を自粛（飲酒の機会を設けないこと） 

 ただし、業種別ガイドライン・基本４項目など、業態に応じ

た感染防止対策を遵守する場合は、午後８時まで提供可 

 



404 

 

ウ 事業者に対して 

  新たに以下のお願いを呼び掛けた。 

その他のお願い 

 ・可能な限り、県境を越えて業務を行わせないこと 

 

 ７月１６日には、本県の感染状況を踏まえ第６０回県対策本部会議を開催し、

措置区域に川越市、所沢市、春日部市、草加市、越谷市、蕨市、戸田市、朝霞

市、志木市、和光市、新座市、八潮市、富士見市、三郷市、鶴ヶ島市、ふじみ

野市、伊奈町、三芳町を追加した。 

 その後、新規陽性者数の急速な拡大を受け、７月２９日には緊急事態措置区

域への指定を国に要請し、翌３０日には本県が緊急事態措置を実施すべき区域

に追加されたことから、同日に第６２回県対策本部会議を開催し、以下のとお

り、事業者等に対する要請等を行った。 

 

ア 飲食店に対して 

特措法第４５条第２項に基づく要請 

○ 対象施設（括弧内は特措法施行令（以下「令」）第１１条第１項該当号。

以下同じ） 

・飲食店（第１４号）：飲食店（居酒屋を含む。）、喫茶店等（宅配・テイク

アウトサービスを除く。） 

・遊興施設等（第１１号）：バー等で食品衛生法の飲食店営業許可を受けて 

いる店舗、カラオケ店 

※ネットカフェ、漫画喫茶等、夜間の長期滞在を目的

とした利用が相当程度見込まれる施設を除く。 

○ 内容 

・令第１２条に規定される措置 

 （従業員への検査勧奨、入場者が密にならないような整理誘導、発熱等

有症状者の入場禁止、手指の消毒設備の設置（併せて、手指消毒の呼

びかけ）、事業所の消毒、入場者へマスクの着用等の徹底、マスクの

着用等に正当な理由なく応じない者の入場禁止（既に入場している者

の退場も含む）など） 

・会話等の飛沫による感染の防止に効果のある措置（アクリル板等の設置又

酒類提供・カラオケ設備の使用の有無 要請内容 

酒類提供又はカラオケ設備の使用 あり 休業を要請 

酒類提供及びカラオケ設備の使用 なし 

（飲酒の機会を提供しないこと） 

営業時間短縮を要請 

（午前５時から午後８時まで） 
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は座席の間隔の確保、換気の徹底 など） 

特措法第２４条第９項に基づく要請 

○ 感染防止対策の徹底 

・業種別ガイドラインや施設ごとに定めた「彩の国『新しい生活様式』安心

宣言」の使用・遵守の徹底 

※ガイドライン遵守の是非について、飲食店に対して実地で確認を行い、個

別に要請を行うこともある。 

○ 長時間の会食自粛 

・長時間（９０分超）の会食を避け、４人以下又は同居家族（介助者を含む）

のみのグループに限るよう利用者に働きかけ 

その他のお願い 

○ 飲食の際における働きかけ 

・飲食の際は、昼夜を問わず「マスク飲食」「黙食」「個食」「静美食」「ラ

ンチの時もマスク」を徹底して利用者に働きかけ 

イ 結婚式場に対して 

特措法第４５条第２項に基づく要請 

○ 対象施設 集会所等（第５号）：食品衛生法の飲食店営業許可を受けてい

る結婚式場 

○ 内容 

・令第１２条に規定される措置 

  （従業員への検査勧奨、入場者が密にならないような整理誘導、発熱

等有症状者の入場禁止、手指の消毒設備の設置（併せて、手指消毒

の呼びかけ）、事業所の消毒、入場者へマスクの着用等の徹底、マス

クの着用等に正当な理由なく応じない者の入場禁止（既に入場して

いる者の退場も含む）など） 

・会話等の飛沫による感染の防止に効果のある措置（アクリル板等の設置

又は座席の間隔の確保、換気の徹底 など） 

酒類提供・カラオケ設備の使用の有無 要請内容 

酒類提供又はカラオケ設備の使用 あり 休業を要請 

酒類提供及びカラオケ設備の使用 なし 

（飲酒の機会を提供しないこと） 

営業時間短縮を要請 

（午前５時から午後８時まで） 

特措法第２４条第９項に基づく要請 

○ 感染防止対策の徹底 

 ・業種別ガイドラインや施設ごとに定めた「彩の国『新しい生活様式』安心

宣言」の使用・遵守の徹底 
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その他のお願い 

○ 開催時間及び人数上限 

【開催時間】できるだけ９０分以内で開催 

【人数上限】５０人、又は収容定員の５０％のいずれか小さい方で開催 

○ 飲食に際における働きかけ 

 ・飲食の際は、昼夜を問わず「マスク飲食」「黙食」「個食」「静美食」「ラ

ンチの時もマスク」を徹底して利用者に働きかけ 

ウ 劇場等に対して 

特措法第２４条第９項に基づく要請 

○ 対象施設（床面積１，０００㎡超） 

 ・劇場、観覧場、映画館又は演芸場等（第４号）       

  ・集会場又は公会堂等（第５号）  

 ・展示場等（第６号） 

 ・ホテル又は旅館等（集会の用に供する部分に限る）（第８号） 

 ・運動施設又は遊技場等（第９号） 

 ・博物館又は美術館等（第１０号） 

○ 内容 

【営業時間】         

 午後８時まで 

 （映画館での上映又はイベント等開催の場合は午後９時まで） 

【酒類提供・カラオケ設備】  

 酒類提供及びカラオケ設備の使用をしないこと 

 （飲酒の機会を提供しないこと） 

【人数上限及び収容率等】 

 人数上限５，０００人かつ収容率５０％以内 

【入場整理】 

 入場整理を徹底し、ホームページ等を通じて広く周知すること 

【その他の要請】 

 ・従業員への検査勧奨、入場者が密にならないような整理誘導、発熱等有症

状者の入場禁止、手指の消毒設備の設置（併せて、手指消毒の呼びかけ）、

事業所の消毒、入場者へマスクの着用等の徹底、マスクの着用等に正当な

理由なく応じない者の入場禁止（既に入場している者の退場も含む）など 

 ・会話等の飛沫による感染の防止に効果のある措置（アクリル板等の設置又

は座席の間隔の確保、換気の徹底 など） 

・業種別ガイドラインや施設ごとに定めた「彩の国『新しい生活様式』安心 

宣言」の使用・遵守の徹底 



407 

 

その他のお願い 

○ 飲食の際における働きかけ 

 ・飲食の際は、昼夜を問わず「マスク飲食」「黙食」「個食」「静美食」「ラン

チの時もマスク」を徹底して利用者に働きかけ 

○ ホテル又は旅館（集会の用に供する部分に限る）で結婚式を行う場合 

 ・開催時間及び人数上限は、結婚式場と同様の条件とする。 

その他のお願い 

○ 対象施設（床面積１，０００㎡以下） 

 ・劇場、観覧場、映画館又は演芸場等（第４号）        

 ・集会場又は公会堂等（第５号）  

 ・展示場等（第６号） 

 ・ホテル又は旅館等（集会の用に供する部分に限る）（第８号） 

 ・運動施設又は遊技場等（第９号） 

 ・博物館又は美術館等（第１０号） 

○ 内容 

【営業時間】         

 午後８時まで 

 （映画館での上映又はイベント等開催の場合は午後９時まで） 

【酒類提供・カラオケ設備】  

 酒類提供及びカラオケ設備の使用をしないこと 

 （飲酒の機会を提供しないこと） 

【人数上限及び収容率等】   

 人数上限５，０００人かつ収容率５０％以内   

【入場整理】         

 入場整理を徹底し、ホームページ等を通じて広く周知すること 

【その他のお願い】 

 ・従業員への検査勧奨、入場者が密にならないような整理誘導、発熱等有症

状者の入場禁止、手指の消毒設備の設置（併せて、手指消毒の呼びかけ）、

事業所の消毒、入場者へマスクの着用等の徹底、マスクの着用等に正当な

理由なく応じない者の入場禁止（既に入場している者の退場も含む）など 

・会話等の飛沫による感染の防止に効果のある措置（アクリル板等の設置又

は座席の間隔の確保、換気の徹底 など） 

・業種別ガイドラインや施設ごとに定めた「彩の国『新しい生活様式』安心

宣言」の使用・遵守の徹底 

 ・飲食の際は、昼夜を問わず「マスク飲食」「黙食」「個食」「静美食」「ラン

チの時もマスク」を徹底して利用者に働きかけ 
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エ 商業施設等に対して 

特措法第２４条第９項に基づく要請 

○ 対象施設（床面積１，０００㎡超） 

・物品販売業を営む店舗等（食品、医薬品、医療機器その他衛生用品、再生

医療等製品又は燃料その他生活に欠くことができない物品として厚生労

働大臣が定めるものの売場を除く。）（第７号） 

※ 物品販売業を営む店舗等の例：大規模小売店、ショッピングセンタ

ー、百貨店、家電量販店 など 

・遊興施設等（食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗及び法第４５

条第２項に基づき要請する施設を除く。）（第９号又は第１１号） 

・サービス業を営む店舗等（生活必需サービスを除く。）（第１２号） 

○ 内容 

【営業時間】         

 午後８時まで 

【酒類提供・カラオケ設備】  

 酒類提供及びカラオケ設備の使用をしないこと 

 （飲酒の機会を提供しないこと） 

【入場整理】         

 ・繁忙期の１／２程度の人数を目安とすること（ただし、第７号施設に限る） 

 ・入場整理を徹底し、ホームページ等を通じて広く周知すること 

【その他の要請】 

 ・従業員への検査勧奨、入場者が密にならないような整理誘導、発熱等有症

状者の入場禁止、手指の消毒設備の設置（併せて、手指消毒の呼びかけ）、

事業所の消毒、入場者へマスクの着用等の徹底、マスクの着用等に正当な

理由なく応じない者の入場禁止（既に入場している者の退場も含む）など 

 ・会話等の飛沫による感染の防止に効果のある措置（アクリル板等の設置又

は座席の間隔の確保、換気の徹底 など） 

 ・業種別ガイドラインや施設ごとに定めた「彩の国『新しい生活様式』安心

宣言」の使用・遵守の徹底 

その他のお願い 

○ 飲食の際における働きかけ 

・飲食の際は、昼夜を問わず「マスク飲食」「黙食」「個食」「静美食」「ラン

チの時もマスク」を徹底して利用者に働きかけ 

その他のお願い 

○ 対象施設（床面積１，０００㎡以下） 

・物品販売業を営む店舗等（食品、医薬品、医療機器その他衛生用品、再生
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医療等製品又は燃料その他生活に欠くことができない物品として厚生労

働大臣が定めるものの売場を除く。）（第７号） 

・遊興施設等（食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗及び法第４５

条第２項に基づき要請する施設を除く。）（第９号又は第１１号） 

・サービス業を営む店舗等（生活必需サービスを除く。）（第１２号） 

○ 内容 

【営業時間】 

 午後８時まで 

【酒類提供・カラオケ設備】  

酒類提供及びカラオケ設備の使用をしないこと 

（飲酒の機会を提供しないこと） 

【入場整理】         

 入場整理を徹底し、ホームページ等を通じて広く周知すること 

【その他のお願い】 

 ・従業員への検査勧奨、入場者が密にならないような整理誘導、発熱等有症

状者の入場禁止、手指の消毒設備の設置（併せて、手指消毒の呼びかけ）、

事業所の消毒、入場者へマスクの着用等の徹底、マスクの着用等に正当な

理由なく応じない者の入場禁止（既に入場している者の退場も含む）など 

 ・会話等の飛沫による感染の防止に効果のある措置（アクリル板等の設置又

は座席の間隔の確保、換気の徹底 など） 

 ・業種別ガイドラインや施設ごとに定めた「彩の国『新しい生活様式』安心

宣言」の使用・遵守の徹底 

 ・飲食の際は、昼夜を問わず「マスク飲食」「黙食」「個食」「静美食」「ラン

チの時もマスク」を徹底して利用者に働きかけ 

オ その他令第１１条第１項該当施設に対するお願い 

その他のお願い 

○ 幼稚園、小学校、中学校、高校、保育所、介護老人保健施設、大学など 

 （第１号～第３号） 

【内容】         

 感染リスクの高い活動等の制限、 

 大学等における遠隔授業も活用した学修者本位の効果的な授業の実施 

○ 葬祭場（第５号） 

【内容】         

 酒類提供自粛（飲酒の機会を提供しないこと） 

○ スーパー、コンビニ、ガソリンスタンド など（第７号） 
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【内容】         

 感染防止対策の徹底 

○ 図書館（第１０号）、ネットカフェ、マンガ喫茶など（第１１号）・銭湯、

理容店、美容店、質屋、貸衣装屋、クリーニング店など生活必需サービス（第

１２号） 

【内容】         

 酒類提供及びカラオケ設備使用自粛（飲酒の機会を提供しないこと） 

 入場整理の徹底 

○ 自動車教習所、学習塾など（第１３号） 

【内容】         

 オンラインの活用等 

○ その他共通の依頼 

・感染防止対策の徹底 

・従業員への検査勧奨、入場者が密にならないような整理誘導、発熱等有症

状者の入場禁止、手指の消毒設備の設置（併せて、手指消毒の呼びかけ）、

事業所の消毒、入場者へマスクの着用等の徹底、マスクの着用等に正当な

理由なく応じない者の入場禁止（既に入場している者の退場も含む）など 

・会話等の飛沫による感染の防止に効果のある措置（アクリル板等の設置又

は座席の間隔の確保、換気の徹底 など） 

・業種別ガイドラインや施設ごとに定めた「彩の国『新しい生活様式』安心

宣言」の使用・遵守の徹底 

・飲食の際は、昼夜を問わず「マスク飲食」「黙食」「個食」「静美食」「ラン

チの時もマスク」を徹底して利用者に働きかけ 

 

カ 事業者に対して 

特措法第２４条第９項に基づく要請 

○ クラスターの発生が複数確認されている業界への取組要請 

・業務遂行上や業務に関連して密になる場面や、多くの人が出入りし接触

するような場面で感染拡大が懸念される作業所や事務所、寮などに対

し、感染防止対策の徹底を図ること 

・サークル活動など集団活動を通じて学生や外国人コミュニティにおける

クラスターが発生していることに鑑み、それらの者を従業員やアルバイ

ト等として雇用している業界においては、特に留意すること 

・業種別ガイドラインや施設ごとに定めた「彩の国『新しい生活様式』安

心宣言」の使用・遵守の徹底 

※ 関係団体に対して、クラスター対策をはじめ従業員等への感染防止

対策の徹底などを個別に要請 



411 

 

その他のお願い 

○ 職場等における対策 

・職場への出勤について、人の流れを抑制する観点から、在宅勤務（テレ

ワーク）の活用や休暇取得の促進等により、出勤者数の７割削減を目指

すこと 

  ※経済団体に対し、テレワークの活用等による出勤者数の７割削減の

実施状況を各事業者が自ら積極的に公表するよう依頼 

・午後８時以降の不要不急の外出自粛を徹底することを踏まえ、事業継続

に必要な場合を除き、午後８時以降の勤務を抑制すること 

・職場に出勤する場合でも、時差出勤、自転車通勤等の人との接触を低減

する取組を強力に推進すること 

・可能な限り、県境を越えて業務を行わせないこと 

・職場・寮における感染防止対策の徹底 

・従業員等への基本的な感染防止対策の徹底や、会食自粛等の呼びかけ 

○ 人流抑制 

 ・看板・ネオンサイン等（防犯対策上、必要なもの等を除く）の夜間消灯

等の推奨 

  

８月１３日には第６３回県対策本部会議を開催し、商業施設に対して以下の

とおり入場整理等に関する要請を行った。 

特措法第２４条第９項に基づく要請 

○ 対象施設（床面積１，０００㎡超） 

 ・物品販売業を営む店舗等（食品、医薬品、医療機器その他衛生用品、再生

医療等製品又は燃料その他生活に欠くことができない物品として厚生労

働大臣が定めるものの売場を除く。）（第７号） 

※ 物品販売業を営む店舗等の例：大規模小売店、ショッピングセンター、

百貨店、家電量販店など 

・遊興施設等（食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗及び特措法第

４５条第２項に基づき要請する施設を除く。）（第９号又は第１１号） 

・サービス業を営む店舗等（生活必需サービスを除く。）（第１２号） 

○ 内容 

【入場整理】 

 同一階（フロア）ごとに、繁忙期の１／２程度の人数を目安とすること（第

７号施設に限る） 

その他のお願い 

○ 駐車場の整理 

 ・駐車場の利用は繁忙期の１／２程度の台数を目安とすること（ただし、 

第７号施設に限る） 
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入場管理・入場整理の例 

 ＊ 施設全体での入場整理 

   ・ 出入口にセンサー、サーモカメラ等を設置し、入場者・滞留者を計測し人

数管理を行う 

   ・ 出入口の数の制限、入構制限、駐車場の収容上限の一時的削減等により人

数制限を行う 

 ＊ 売場別での入場整理 

   ・ 入口を限定し係員が入場人数を記録、入場整理券・時間帯別販売整理券の

配布、買い物かごの稼働数把握、事前の Web登録等により人数管理を行う 

   ・ 一定以上の入場ができないよう人数制限を行う 

   ・ アプリで混雑状況を配信できる体制を構築する 

その他のお願い 

○ 対象施設 

前述の施設のうち、床面積１，０００㎡以下のもの。 

○ 内容 

【駐車場の整理】駐車場の整理を徹底すること 

 

 ８月１８日には、政府が緊急事態宣言の期間延長を決定したため、第６４回

県対策本部会議を開催し、期間延長と以下のとおり大型商業施設等に対する要

請の一部変更を行った。 

ア 商業施設に対する要請 

特措法第４５条第２項に基づく要請 

○ 対象施設（床面積１，０００㎡超） 

 ・物品販売業を営む店舗等（食品、医薬品、医療機器その他衛生用品、再生

医療等製品又は燃料その他生活に欠くことができない物品として厚生労

働大臣が定めるものの売場を除く。）（第７号） 

※ 物品販売業を営む店舗等の例：大規模小売店、ショッピングセンター、

百貨店、家電量販店など 

○ 内容 

【入場整理】 

入場者が密集しないよう整理・誘導する等の措置及び施設の入場者の人数

管理・人数制限等の措置を行うこと 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【特措法施行令第１２条に規定される措置】 

・従業員への検査勧奨、発熱等有症状者の入場禁止、手指の消毒設備の設置

（併せて、手指消毒の呼びかけ）、事業所の消毒、入場者へマスクの着用

等の徹底、マスクの着用等に正当な理由なく応じない者の入場禁止（既に

入場している者の退場も含む） 
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・会話等の飛沫による感染の防止に効果のある措置（アクリル板等の設置又

は座席の間隔の確保、換気の徹底 など） 

特措法第２４条第９項に基づく要請 

○ 内容 

【食品売場等での入場整理】 

 百貨店の地下の食品売場等において、入場者の整理等を行うこと 

イ 事業者に対する要請 

その他のお願い 

○ 休憩・休息、食堂などで飲食する際の対策 

 ・休憩・休息や食堂などで飲食する際、混雑する時間をずらすとともに、顔

の正面からできる限り２ｍを目安に距離を確保すること 

 

 ９月２８日に国が９月３０日での緊急事態宣言の解除を決定したことを受

け、同日に第６８回県対策本部会議を開催し、１０月１日から１０月２４日ま

での段階的緩和措置を決定し、以下のとおり要請等を行った。 

ア 飲食店及び結婚式場等に対する要請等 

特措法第２４条第９項に基づく要請 

○ 対象施設 

 ・飲食店（第１４号）：飲食店（居酒屋を含む。）、喫茶店等 

         ※宅配・テイクアウトサービスを除く 

・遊興施設等（第１１号）：バー等で食品衛生法の飲食店営業許可を 

          受けている店舗 

・集会場等（第５号）：食品衛生法の飲食店営業許可を受けている 

        結婚式場 

         ※ネットカフェ、漫画喫茶等、夜間の長期滞在を目的と 

した利用が相当程度見込まれる施設を除く。 

○ 営業時間の短縮等 

 ・「彩の国『新しい生活様式』安心宣言飲食店＋（プラス）」の認証店 

【営業時間】午前５時から午後９時まで 

【酒類の提供】午前１１時から午後８時まで 

【人数上限】 

 飲食店及び遊興施設等：４人以内又は同居家族（介助者を含む）のみ 

のグループに限る 

結婚式場：同一テーブルで４人以内 

・「彩の国『新しい生活様式』安心宣言飲食店＋（プラス）」の非認証店 
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 【営業時間】午前５時から午後８時まで 

【酒類の提供】終日、提供を自粛（飲酒の機会を設けないこと） 

【人数上限】認証店と同じ 

○ カラオケ設備の使用自粛 

 ・飲食を主として業としている店舗及び結婚式場においてカラオケを行

う設備を提供している場合、当該カラオケ設備の使用を自粛すること 

 ・飲食を主として業としていない店舗において同設備の提供を行う場合、

利用者の密を避ける、換気の確保等、感染防止対策を徹底すること 

○ 業種別ガイドライン等の遵守 

 ・業種別ガイドラインや施設ごとに定めた「彩の国『新しい生活様式』安

心宣言」の使用・遵守を徹底すること 

その他のお願い 

○ 「彩の国『新しい生活様式』安心宣言飲食店＋（プラス）」非認証店 

 ・認証を取得していない店舗は、速やかに取得するよう勧奨 

○ 長時間の会食自粛 

 ・長時間（１２０分超）の会食を避け、４人以内又は同居家族（介助者を

含む）のみのグループに限るよう利用者に働きかけること 

○ 飲食の際における働きかけ 

 ・飲食の際は、昼夜を問わず「マスク飲食」「静美食」「ランチの時もマス

ク」を徹底して利用者に働きかけること 

 

イ 劇場等、商業施設、遊興施設等に対するお願い 

その他のお願い 

○ 対象施設 

＜劇場等＞ 

 ・劇場、観覧場、映画館又は演芸場等（第４号） 

 ・集会場又は公会堂等（結婚式場を除く。）（第５号） 

 ・展示場等（第６号） 

 ・ホテル又は旅館等（集会の用に供する部分に限る）（第８号） 

 ・運動施設又は遊技場等（第９号） 

 ・博物館又は美術館等（第１０号） 

＜商業施設＞ 

 ・物品販売業を営む店舗等（食品、医薬品、医療機器その他衛生用品、

再生医療等製品又は燃料その他生活に欠くことができない物品として

厚生労働大臣が定めるものの売場を除く。）（第７号） 
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＜遊興施設等＞ 

 ・遊興施設等（食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗を除く。） 

（第９号又は第１１号） 

 ・サービス業を営む店舗等（生活必需サービスを除く。）（第１２号） 

○ 営業時間の短縮等 

【営業時間】午後９時まで 

【酒類の提供】終日、提供を自粛（飲酒の機会を設けないこと） 

【入場整理】入場整理を徹底し、ホームページ等を通じて広く周知すること 

【人数要件等】イベント等の開催制限と同じ（ただし、劇場等に限る） 

○ カラオケ設備の提供時における感染防止対策の徹底 

・カラオケ専業の施設を除き、当該カラオケ設備の使用を自粛すること 

○ 業種別ガイドライン等の遵守 

・業種別ガイドラインや施設ごとに定めた「彩の国『新しい生活様式』安

心宣言」の使用・遵守を徹底すること 

○ 飲食の際における働きかけ 

 ・飲食の際は、昼夜を問わず「マスク飲食」「静美食」「ランチの時もマス

ク」を徹底して利用者に働きかけること 

 

ウ その他令第１１条第１項該当施設に対するお願い 

その他のお願い 

○ 対象施設 

・幼稚園、小学校、中学校、高校、保育所、介護老人保健施設、大学など（第

１号～第３号） 

・葬祭場（第５号） 

・スーパー、コンビニ、ガソリンスタンド など（第７号） 

・図書館（第１０号） 

・ネットカフェ、マンガ喫茶 など（第１１号） 

・銭湯、理容店、美容店、質屋、貸衣装屋、クリーニング店 など生活必需

サービス（第１２号） 

・自動車教習所、学習塾 など（第１３号） 

○ 業種別ガイドライン等の遵守 

・業種別ガイドラインや施設ごとに定めた「彩の国『新しい生活様式』安心

宣言」の使用・遵守を徹底すること 

○ 飲食の際における働きかけ 

・飲食の際は、昼夜を問わず「マスク飲食」「黙食」「個食」「静美食」「ラン

チの時もマスク」を徹底して利用者に働きかけること 
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エ 事業者に対して 

特措法第２４条第９項に基づく要請 

○ クラスターの発生が複数確認されている業界への取組要請 

 ・業務遂行上や業務に関連して密になる場面や、多くの人が出入りし接触

するような場面で感染拡大が懸念される作業所や事務所、寮などに対

し、感染防止対策の徹底を図ること 

 ・サークル活動など集団活動を通じて学生や外国人コミュニティにおける

クラスターが発生していることに鑑み、それらの者を従業員やアルバイ

ト等として雇用している業界においては、特に留意すること 

その他のお願い 

○ 職場等における対策 

 ・職場への出勤について、人の流れを抑制する観点から、在宅勤務（テレ

ワーク）の活用や休暇取得の促進等により、出勤者数の削減を目指すこ

と 

 ・出勤が必要となる職場でも、ローテーション勤務、時差出勤、自転車通

勤等の人との接触を低減する取組を協力に推進すること 

○ 休憩・休息、食堂などで飲食する際の対策 

 ・休憩・休息や食堂などで飲食する際、混雑する時間をずらすとともに、顔

の正面からできる限り２ｍを目安に距離を確保すること 

○ 業種別ガイドライン等の遵守 

 ・業種別ガイドラインや施設ごとに定めた「彩の国『新しい生活様式』安心

宣言」の使用・遵守を徹底すること 

 

 １０月１３日には第６９回県対策本部会議を開催し、一部の段階的緩和措置

を変更した。具体的には、飲食店及び遊興施設等（認証店に限る）に対する人

数制限について、上限を「４人以内」から「同一テーブルで４人以内又は同居

家族（介助者を含む）のみのグループ。ただし、テーブル間の移動を行わない

こと。」へ緩和した。また、認証の有無を問わず、長時間（１２０分超）の会

食自粛に関するお願いを廃止した。 

 １０月２０日には、前述の段階的緩和措置が同月２４日で終了することに伴

い、第７０回県対策本部会議を開催し、事業者に対し以下のとおりお願いを行

った。 

 

ア 事業者（施設管理者等を含む。）へのお願い 

・ ・これまでにクラスターが発生しているような施設や、「三つの密」のある施設 

・  については、徹底した感染防止対策を講じること 

・ ・職場への出勤について、在宅勤務（テレワーク）、時差出勤、自転車通勤等、 

・  人との接触を低減する取組の推進 
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・ ・職場での「居場所の切り替わり」に注意し、休憩室、更衣室、喫煙室等での 

・  感染防止対策を徹底 

・ ・人と人との間隔をできるだけ１ｍ以上空けるなど業種別ガイドラインを遵守 

・  するとともに、「彩の国『新しい生活様式』安心宣言」の使用・遵守を徹底 

 

イ 飲食店等へのお願い 

・ ・人と人との間隔をできるだけ１ｍ以上空けるなど業種別ガイドラインを遵守 

・  するとともに、「彩の国『新しい生活様式』安心宣言」の使用・遵守を徹底 

・ ・「彩の国『新しい生活様式』安心宣言飲食店＋（プラス）」の認証を取得して 

・  い・ない飲食店等は、速やかに取得するようにお願い 

 

 １１月２２日には第７２回県対策本部会議を開催し、事業者に対して新たに

要請等を行った。具体的には、特措法第２４条第９項に基づき、業種別ガイド

ラインの遵守を要請するとともに、その他お願いとして、高齢者や基礎疾患を

有する者等重症化リスクのある労働者、妊娠している労働者及び同居家族にそ

うした者がいる労働者については、本人の申出等を踏まえ、在宅勤務（テレワ

ーク）や時差出勤等の感染予防のための就業上の配慮を行うことを呼び掛けた。 

 

（６）第６波（令和３年１２月１５日～令和４年６月５日） 

   ※文中の日付で特別に記載のないものはすべて令和４年 

 １１月２２日以降は事業者に対する新たな要請等を行わなかったが、令和４

年１月から急速に新規陽性者が増加した。 

 １月１９日には本県に対するまん延防止等重点措置の公示を受け、第７５回

県対策本部会議を開催し、事業者等に対して以下のとおり要請等を行った。 

 

ア 事業者全般（施設管理者を含む）に対して 

特措法第２４条第９項に基づく要請 

・業種や施設の種別ごとに、自主的な感染予防のために取組等を定めた業種別

ガイドラインや「彩の国『新しい生活様式』安心宣言」の使用・遵守を徹底

すること 

その他のお願い 

・これまでにクラスターが発生しているような施設や「三つの密」を避けるこ

とが難しい施設については、徹底した感染防止対策を講じること 
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イ 飲食店に対して 

特措法第３１条の６第１項に基づく要請 

○ 飲食店の営業時間の短縮等 

【期間】令和４年１月２１日から令和４年２月１３日まで 

【対象】 

 ・飲食店（第１４号）：飲食店（居酒屋を含む） 

          ※ 宅配・テイクアウトを除く 

 ・遊興施設等（第１１号）：飲食業の許可を受けている店舗及び飲食を 

          主として業としていないカラオケ店等 

 ・結婚式場等（第５号）：飲食業の許可を受けている結婚式場等 

○ 営業時間、酒類提供及び人数上限に関する要請 

○ 特措法施行令第５条の５に規定される措置の遵守 

 ・従業員への検査勧奨 

 ・入場者が密にならないような整理誘導 

 ・発熱等有症状者の入場禁止 

 ・手指の消毒設備の設置 

 ・事業所の消毒 

 ・入場者へマスクの着用等の徹底 

 ・マスクの着用等に正当な理由なく応じない者の入場禁止（既に入場して

いる者への退場を含む。） 

 ・換気の徹底 

 ・会話等の飛沫による感染の防止に効果のある措置（アクリル板等の設置

 認証店 非認証店 

ワクチン・検査パッケージ制度の登録店 未登録店 

適用店 非適用店 

同一グループの利用者全員の 

ワクチン接種歴（２回以上） 

又は検査結果の陰性の確認の可否 

確認できた場合 確認できない場合 

営業時間 午前５時から午後９時まで 午前５時から午後８時まで 

酒類の提供 
午前１１時から 

午後８時３０分まで 

終日、提供を自粛 

（飲酒の機会を設けないこと） 

人数上限 人数上限なし 
同一グループ、同一テーブルで４人以内 

（ただし、披露宴等については１テーブルで４人以内） 
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又は座席の間隔の確保） 

ウ 政令第１１条第１項に規定される施設（ただし、「２ 飲食店」で掲げる

施設を除く）に対して 

特措法第３１条の６第１項に基づく要請 

○ 対象（床面積１，０００㎡超） 

・劇場、観覧場、映画館又は演芸場等（第４号） 

・集会場又は公会堂等（飲食業の許可を受けている結婚式場等を除く。） 

（第５号） 

・展示場等（第６号） 

・物品販売業を営む店舗等（食品、医薬品、医療機器その他衛生用品、再 

生医療等製品又は燃料その他生活に欠くことができない物品として厚生 

労働大臣が定めるものの売場を除く。）（第７号） 

※ 物品販売業を営む店舗等の例：大規模小売店、百貨店、ショッ

ピングセンター、家電量販店 など 

・ホテル又は旅館等（集会の用に供する部分に限る。）（第８号） 

・運動施設又は遊技場等（第９号） 

・博物館又は美術館等（第１０号） 

・遊興施設等（飲食業の許可を受けている店舗及び飲食を主として業とし 

ていないカラオケ店等を除く。）（第９号又は第１１号） 

・サービス業を営む店舗等（生活必需サービスを除く。）（第１２号） 

○ 入場整理の徹底 

 ・入場者が密集しないよう整理・誘導する等の措置及び施設の入場者の人

数管理・人数制限等の措置を行うこと。 

○ 令第５条の５に規定される措置の遵守 

・従業員への検査勧奨 

・入場者が密にならないような整理誘導 

・発熱等有症状者の入場禁止 

・手指の消毒設備の設置 

・事業所の消毒 

・入場者へマスクの着用等の徹底 

・マスクの着用等に正当な理由なく応じない者の入場禁止（既に入場して 

いる者への退場を含む。） 

・換気の徹底 

・会話等の飛沫による感染の防止に効果のある措置（アクリル板等の設置又

は座席の間隔の確保） 
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その他のお願い 

○ 対象（床面積１，０００㎡以下） 

・床面積１，０００㎡超の施設に対する特措法第３１条の６第１項に基づ 

く要請と同内容 

その他のお願い 

○ 対象（床面積１，０００㎡超・１，０００㎡以下共通） 

・ホテル又は旅館等（集会の用に供する部分に限る。）において、披露宴等 

を行う場合の取扱い 

 「飲食店に対して」に掲げる結婚式場等で披露宴等を行う場合と同様の

条件で行うこと。 

・遊園地やテーマパーク等の取扱い 

遊園地やテーマパーク等は「イベントの開催制限について」に掲げる 

「イベント」に含まれることに留意 

エ 職場に対して 

その他のお願い 

○ 出勤者数の削減の取組 

 ・職場への出勤については、在宅勤務（テレワーク）の活用や休暇取得の促

進により、出勤者数の削減の取組を推進すること。 

 

 ２月１０日には本県に対するまん延防止等重点措置の延長に伴い、第７７回

県対策本部会議を開催し、新たに事業者全般（施設管理者を含む）に対して、

オミクロン株の特徴を踏まえた感染防止対策として、在宅勤務（テレワーク）

の活用等による出勤者数の削減目標を前倒しで設定することをお願いした。 

 また、保育所等に対して以下のとおりお願いした。 

その他のお願い 

○ 市町村及び保育所等における地域の保育機能の維持及び感染防止対策の

徹底 

 ・社会機能の維持の観点から、休園した場合は代替保育サービスを確保す

るなど、地域の保育機能を維持すること 

 ・保護者が参加する行事の延期等を含めて大人数での行事の自粛や、規模

縮小、時間短縮、分散開催などの実施方法の工夫を行うこと 

 ・保護者の送り迎え等の際には、三密を回避しながら、マスクの着用や消

毒等を徹底すること 

 ・感染・伝播性の高いオミクロン株が子どもにまん延している現状を踏ま

え、発育状況等からマスクの着用が無理なく可能と判断される児童につ
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いては、可能な範囲で、一時的に、マスク着用を奨めること（２歳未満

児のマスクの着用は進めず、低年齢児については特に慎重に対応するこ

と。一律に着用を求めたり、児童や保護者の意図に反して実質的に無理

強いしないなど、留意すること。） 

 

 ３月１７日には、政府による３月２１日でのまん延防止等重点措置の終了決

定を受け、第８０回県対策本部会議を開催し、３月２２日以降の事業者に対す

る要請等について、以下のとおり決定した。 

ア すべての事業者に対して 

その他のお願い 

 不当な差別にならないよう留意しつつ、県民の安心・安全を高めるととも

に、社会経済活動を回復・継続する取組として、ワクチン接種歴や検査結果

の確認を行うこと 

イ 施設管理者等へのお願い 

その他のお願い 

 これまでにクラスターが発生しているような施設や「三つの密」を避ける

ことが難しい施設については、徹底した感染防止対策を講じること 

ウ 飲食店等へのお願い  

その他のお願い 

 従前の営業時間、酒類提供及び人数上限に関する制限を廃止し、「彩の国

『新しい生活様式』安心宣言」の使用・遵守を徹底すること、「彩の国『新し

い生活様式』安心宣言飲食店＋（プラス）」の認証を取得していない飲食店等

は、速やかに取得すること 

 なお、認証を取得していない飲食店等に対しては、引き続き営業時間を午

前５時から午後８時までとし、酒類提供の自粛すること 

 

（７）第７波（令和４年６月６日～令和４年１０月７日） 

   ※文中の日付はすべて令和４年    

  ３月２２日以降、本県において緊急事態措置やまん延防止等重点措置を講

じることはなかったが、オミクロン株ＢＡ．５系統を中心とする感染拡大を受

け、７月下旬に政府が新たに「ＢＡ．５対策強化宣言」を導入したことから、

８月３日に第８０回県対策本部会議を開催し、本県においても同宣言を８月

４日から８月３１日まで実施することを決定した。 

  同宣言では、これまで事業者に対してお願いしてきた「すべての事業者への
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要請等」、「施設管理者へのお願い」及び「職場でのお願い」について、特措法

第２４条第９項に基づく要請に切り替えた。 

  また、特措法第２４条第９項に基づき、施設管理者等に対して、換気扇の常

時稼働や窓開けを頻繁に行うなどエアロゾル感染に対応した屋内の効果的な

換気等を要請したほか、その他のお願いとして、商業施設等に対して以下の呼

びかけを追加した。 

その他のお願い 

 特措法施行令第１１条第１項に規定する施設（＊）では以下の感染対策を

実施してください。 

・入場者が密集しないよう整理・誘導 

・入場者へマスクの着用徹底等の呼びかけ 

（＊）◇劇場、観覧場、映画館又は演芸場等（第４号） 

◇集会場又は公会堂等（第５号） 

◇展示場等（第６号） 

◇物品販売業を営む店舗等（食品、医薬品、医療機器その他衛生用品、

再生医療等製品又は燃料その他生活に欠くことができない物品とし

て厚生労働大臣が定めるものの売場を除く）（第７号） 

 ※物品販売業を営む店舗等の例：大規模小売店、ショッピングセンタ

ー、百貨店、家電量販店など 

◇ホテル又は旅館等（集会の用に供する部分に限る）（第８号） 

◇運動施設又は遊技場（第９号） 

◇博物館又は美術館等（第１０号） 

◇遊興施設等（食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗を除く。）

（第１１号） 

◇サービス業を営む店舗等（生活必需サービスを除く。）（第１２号） 

 

 「ＢＡ．５対策強化宣言」については、感染状況を踏まえ、８月２６日の第

８２回県対策本部会議において、９月３０日まで延長した。 

 ９月２６日には第８４回県対策本部会議を開催し、予定通り９月３０日で

「ＢＡ．５対策強化宣言」を終了することを決定し、宣言時に特措法第２４条

第９項に基づく要請に切り替えた項目について、その他のお願いとして引き続

き呼び掛けることとした。 

 

（８）第８波（令和４年１０月８日～令和５年５月７日）※５類移行時点を暫定的な終期とする 

 令和５年４月２７日には、国が感染症法第４４条の２第３項の規定に基づ

き、新型コロナウイルス感染症について、５月７日をもって同法の「新型イン
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フルエンザ等感染症」と認められなくなる旨を公表したことから、５月１日に

第８８回県対策本部会議を開催し、事業者に対する要請等の期間について、５

月７日までとすることを決定した。 

 

３ 実施上の課題と対応 

（１）緊急事態措置及びまん延防止等重点措置としての飲食店への規制に関し

て、基本的対処方針では、たとえ認証店であっても「要請を行うものとす

る」とされている一方、同方針の上位に位置する特措法では、知事が「要請

することができる」とされている。 

このことについて、飲食店経由での感染が極めて少ない状況では、飲食店

に対する一律の制限は必ずしも好ましくないため、知事の権限で機動的な

対策を講じる必要があると考えられたことから、飲食店への制限を知事の

権限でできるよう基本的対処方針を見直しすることについて、国へ要望を

行った。 

 

（２）２回目の緊急事態宣言（令和３年１月８日～）の発出に際し、政府は飲食

店とは別に遊興施設に対し、協力金の支給対象外としつつ、罰則を伴う営業

規制を課す方向で調整を行っていた。 

  加えて、当該制限は公表の翌日から適用されるとしており、事業者や利用

者の混乱が明らかであった。 

  これについては、知事が内閣府を訪ね、直接意見を申し入れるとともに、

１都３県知事でも連携したことで、飲食店以外への罰則を伴う規制を撤回さ

せることができた。 

 

４ ＩＣＴの活用 

広報媒体としてＳＮＳ（Ｔｗｉｔｔｅｒ）を活用して周知を図った。 

 

５ 広報・関係機関への周知 

・知事記者会見による周知 

・市町村や特措法に定める指定公共機関及び指定地方公共機関等へのメール 

による周知 

・ホームページでの周知 

 

６ 自己評価 

 感染状況や国の方針が細かく変動する中で、状況に応じた要請やお願いを

することができた点は評価に値すると考えられる。 
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 一方で、事業者に対する要請等の中には社会的、経済的な影響が大きいもの

がある中で、時間的猶予もなく要請等を行うこともあり、混乱を招いたことは

今後の課題である。 

 

７ 新興感染症の感染拡大時の対応における課題及び国へ提言すべき事項 

 令和２年４月１０日付け内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長

事務連絡において、「特措法施行令第１１条各号に掲げる施設に対しては特措

法第２４条第９項に基づく施設の使用制限・停止に係る要請が可能」との考え

が示されたが、これは本来、特措法第４５条第２項に適用されるものであり、

法の規定を事務連絡が上書きする形となっていた。この点について、本来ある

べき姿ではないことから、今後同様の事案が発生した場合は是正すること。 

 また、国において、各都道府県が行った一連の要請等の実績を精査し、事業

者に対する要請として真に効果的なものを洗い出しておくこと。 

 

８ 根拠法令・事務連絡等 

・新型インフルエンザ等対策特別措置法 

・新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針 

・内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室長事務連絡 

  「基本的対処方針に基づくイベントの開催制限、施設の使用制限等に係る 

   留意事項等について」 等 

 

９ 事業費・財源 

  事業費 令和３年度  ４２，６８０千円 

  財 源 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 

 

10 ５類移行に伴う対応 

  令和５年５月８日を以て、新型コロナウイルスの感染症法上の位置付けが

５類感染症に変更され、特措法に基づく基本的対処方針が廃止されたことに

伴い、これまでに同方針に基づき実施していた協力要請等の措置を終了した。 
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営業時間短縮をしていない店舗への協力要請・命令過料 

 

１ 概要 

 本県では、緊急事態措置やまん延防止等重点措置として、新型コロナウイル

スの感染拡大防止のため、新型インフルエンザ等対策特別措置法（以下、「特

措法」という。）に基づき、飲食店や遊興施設等の管理者に対して、営業時間

の短縮や酒類提供の自粛等の要請を行った。 

 また、前述の要請に応じない管理者に対しては、架電や書面による要請を経

て特措法に基づく命令を行い、なおも応じない場合は地方裁判所に過料事件

の通知を行うことで、適法に対応を行った。 

 

２ 経緯・取組内容 

（１）緊急事態措置（１回目）令和２年４月７日～令和２年５月２５日 

ア 概要 

パチンコ店（４６６店）に対して施設の使用停止（休業）を要請した。 

要請後、電話や現地調査を実施し、休業を確認できないパチンコ店に対し 

て、施設の使用停止（休業）に係る協力を依頼した。 

５月１９日に、現地調査により営業を確認した１２３店について、特措法 

に基づく要請（第４５条第２項）及び公表（同条第４項）を実施した。 

 

イ 主な経緯、取組内容 

４月２２日  知事から埼玉県遊技業協同組合に緊急事態措置（使用停 

止）の協力依頼 

４月２４日～ 県内パチンコ店に対して個別に電話連絡・現地調査の実 

       施 

５月 ８日  埼玉県遊技業協同組合に対し、営業自粛への協力を文書 

で要請 

５月 ８日～ 営業中のパチンコ業者へ電話確認・休業要請 

５月１３日  現地調査（１５３店） 

５月１４日  休業要請（特措法第４５条第２項）の事前通知（１４５店） 

５月１８日  現地調査（１４５店） 

５月１９日  休業要請（特措法第４５条第２項）（１２３店） 

県ＨＰ等で施設名の公表（特措法第４５条第４項） 

（１２３店） 

５月２５日  緊急事態宣言解除により、休業要請の終了を通知 
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（２）緊急事態措置（２回目）令和３年１月８日～令和３年３月２１日 

ア 概要 

飲食店等に対して、特措法に基づく営業時間短縮等を要請した。 

要請に応じていない店舗の情報が得られた場合、全ての店舗に対して電 

話で協力依頼を行い、協力を得られなかった店舗には、協力要請の文書を送 

付した。 

それでも協力を得られなかった１０店舗に対して、特措法第４５条第２ 

項に基づく要請を行った。 

※なお、措置期間中の２月１３日に改正特措法が施行 

 

イ 主な経緯、取組内容は別紙のとおり 

    

（３）まん延防止等重点措置（１回目）令和３年４月２０日～令和３年８月１日 

ア 概要 

 飲食店等に対して、特措法に基づく営業時間短縮等を要請した。 

要請に応じていない店舗の情報が得られた場合、全ての店舗に対して電 

話で協力依頼し、協力を得られなかった店舗には協力要請の文書を送付し 

た。 

なお、これらの対応の実績は次のとおり。 

架電   ３６５件 

文書送付 ２５６件 

それでも協力を得られなかった店舗に対して、現地調査で要請に応じて 

いないことを確認した上で、以下のとおり命令過料を実施した。 

個別要請（第３１条の６第１項） ３０店舗 

命令  （第３１条の６第３項） １５店舗 

過料事件通知（第８０条第１号） １０店舗 

過料決定の確認         １０店舗 

※各手続きは、現地調査により要請に応じていないことを確認した上 

で実施。（次項（４）及び（５）においても同様） 

※通知に基づく過料決定の権限は裁判所にあり、県はその結果を当然 

に知ることができないため、非訟事件手続法第３２条に基づく裁判 

所への過料決定書の謄本交付申請等により確認。（次項（４）及び（５） 

においても同様） 

 

イ 主な経緯、取組内容は別紙のとおり 
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（４）緊急事態措置（３回目）令和３年８月２日～令和３年９月３０日 

ア 概要 

飲食店等に対して休業（酒類提供又はカラオケ設備の使用がある店舗）及 

び営業時間短縮（酒類提供又はカラオケ設備の使用がない店舗）を要請した。 

要請に応じていない店舗の情報が得られた場合、全ての店舗に対して電 

話で協力依頼し、協力を得られえなかった場合は協力要請の文書を送付し 

た。 

なお、これらの対応の実績は次のとおり。 

架電   ４６６件 

文書送付 ６８９件 

それでも協力を得られなかった店舗に対して、現地調査で要請に応じて 

いないことを確認した上で、以下のとおり命令過料を実施した。 

個別要請（第４５条第２項） ３６店舗 

命令  （第４５条第３項）  ６店舗 

過料事件通知（第７９条）   ６店舗 

過料決定の確認        ６店舗 

 

イ 主な経緯、取組内容は別紙のとおり 

    

（５）まん延防止等重点措置（２回目）令和４年１月２１日～令和４年３月２１日 

ア 概要 

飲食店等に対して、特措法に基づく営業時間短縮等（同日から、ワクチン・ 

検査パッケージ制度も開始）を要請した。 

要請に応じていない店舗の情報が得られた場合、全ての店舗に対して電 

話で協力依頼し、協力を得られなかった店舗には協力要請の文書を送付し 

た。 

なお、これらの対応の実績は次のとおり。 

架電   ４７５件 

文書送付 ４６０件 

それでも協力を得られなかった店舗に対して、現地調査で要請に応じて 

いないことを確認した上で、以下のとおり命令過料を実施した。 

個別要請（第３１条の６第１項） ３５店舗 

命令  （第３１条の６第３項） １６店舗 

過料事件通知（第８０条第１号） １６店舗 

過料決定の確認         １６店舗 
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イ 主な経緯、取組内容は別紙のとおり 

 

＜参考資料＞ 

参考資料１ 改正特措法に基づく手続きフロー 

参考資料２ 法手続き前に施設管理者に送付した協力依頼文書（参考資料１

中「要請①」関係） 

 

３ 実施上の課題と対応 

 緊急事態措置やまん延防止等重点措置は感染状況により度々延長され、当

該措置に伴う職員の事務や対応も長期的に必要となったため、通常業務との

競合が生じた。 

 一方、本項で記載した手続き等の事務は、不利益処分や罰則の適用等を含

み、特に慎重な対応が求められるため、短期間での入れ替わりが想定される

応援職員を配置することは妥当でないと考えられた。 

 以上を踏まえ、特措法に基づく手続きや、その前提となる判断等に関する業

務は担当職員を固定し、対象店舗への架電や文書送付、現地確認等の業務に

ついては他課に応援を依頼することで、通常業務への影響を最小限に抑える

ことができた。 

 

４ ＩＣＴの活用 

  なし 

 

５ 広報・関係機関への周知 

  なし 

 

６ 自己評価 

 要請に応じていない店舗の情報が得られた場合、まずは電話で協力を依頼

し、不通や応じない旨の応答があった場合には、要請の内容や協力金制度の案

内を同封した「お知らせ」を送付するなどの対応をおこなった。手間や時間は

要したが、不利益処分や罰則の適用に至る前に要請に応じた店舗も多数あり、

結果としては、飲食店等の施設管理者に対して丁寧な対応ができたものと考

える。 

 命令を発出した店舗については、過料手続きが確実に行えるよう毎日現地

調査を行うなど、限られた人員のなかで最大限の対応ができた。 
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７ 新興感染症の感染拡大時の対応における課題及び国へ提言すべき事項 

 令和５年４月２８日に公布された「新型インフルエンザ等対策特別措置法

及び内閣法の一部を改正する法律」では、事業者に対する命令について、「特

に必要があると認めるとき」に当たるかを判断するため勘案すべき事項を政

令に委任する規定が設けられるとされた。しかし、令和５年８月１４日に公布

された当該政令を確認したところ、その内容は実行性が低いと思慮されるこ

とから、改めて見直しが必要であると考える。 

 

８ 根拠法令・事務連絡等 

・新型インフルエンザ等対策特別措置法 

・第２４条第９項（都道府県災害対策本部長・要請） 

・第３１条の６第１項（まん延防止等重点措置／都道府県知事・要請） 

・第３１条の６第３項（まん延防止等重点措置／都道府県知事・命令） 

・第４５条第２項（緊急事態／都道府県知事・要請） 

・第４５条第３項（緊急事態／都道府県知事・命令） 

・第７９条（罰則／法第４５条第３項） 

・第８０条（罰則／法第３１条の６第３項） 

・「「新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律」及び「新 

型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う 

関係政令の整備に関する政令」の公布について」（令和３年２月１２日付け 

内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長事務連絡） 

・「要請・命令に際しての適切な判断の在り方について」（令和３年４月９日付 

け内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長事務連絡） 

・非訟事件手続法 

・第３２条（記録の閲覧等） 

・第１２０条（過料についての裁判等） 

・第１２２条（略式手続） 

 

９ 事業費・財源 

  なし 

 

10 ５類移行に伴う対応 

  特になし 



電話・文書によるお願い

特措法に基づく要請
事前通知

専門家からの意見聴取

所管の地方裁判所へ
過料事件通知

要

請

過

料

命

令

営業時間短縮をしていない飲食店等に対する協力要請・命令過料

主な手続きフロ－

１１１店舗

要請 合計

３７店舗

命令 合計

３２店舗

過料 合計

緊急事態措置

Ｒ３．１．８～Ｒ３．３．２１

１０店舗

個別要請
法第45条第2項

まん延防止等重点措置

Ｒ３．４．２０～Ｒ３．８．１

３０店舗

１５店舗

１０店舗

個別要請
法第31条の6第1項

命令
法第31条の6第3項

過料事件通知
法第80条第1号

緊急事態措置

Ｒ３．８．２～Ｒ３．９．３０

３６店舗

６店舗

６店舗

個別要請
法第45条第2項

命令
法第45条第3項

過料事件通知
法第79条

まん延防止等重点措置

Ｒ４．１．２１～Ｒ４．３．２１

３５店舗

１６店舗

１６店舗

個別要請
法第31条の6第1項

命令
法第31条の6第3項

過料事件通知
法第80条第1号

過料決定

６店舗
過料決定

１６店舗
過料決定

１０店舗

※緊急事態宣言の解除により、
個別要請までの実施となった。

特措法に基づく命令
正式通知

特措法に基づく要請
正式通知

立入調査
命令の予告

弁明の機会の付与通知

【別紙】

※まん延防止等重点措置の解除により、
命令まで進まなかった店舗もある。

※緊急事態宣言の解除により、
命令まで進まなかった店舗もある。

※まん延防止等重点措置の解除により、
命令まで進まなかった店舗もある。
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0570-000-678 9:00 21:00 9:00 18:00

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0801/anshinsengen-insyokutenplus.ht

LINE

LINE
_

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0801/linesaitamakenjigyousha.html

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0801/kyoryokukin.html
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イベント開催制限 

 

１ 概要 

  感染拡大を防ぐため、本県では、国の新型コロナウイルス感染症対策本部の

基本的対処方針等に基づき、イベント主催者等に対する開催自粛や参加人数

制限等についての協力要請、イベント主催者等が作成する「感染防止安全計画」

の確認などを行ってきた。 

  また、本県独自の取組として、必要に応じた独自のガイドライン（『年末年

始における立食パーティー開催に当たっての留意事項について』、『埼玉県に

おけるイベント等開催時の「大声あり・なし」エリア区分ガイドライン』）を

定めて公表する等の措置を実施した。 

 

２ 経緯・取組内容 

（１）第１波（令和２年２月１日～令和２年６月９日） 

   ※文中の日付はすべて令和２年 

  国が全国的なスポーツ、文化イベント等について「中止、延期又は規模縮小」

の対応を求めたことを受け、本県では、２月２７日に、県主催の大規模イベン

ト等の原則「中止又は延期」を決定した。この原則「中止又は延期」の方針は、

当初、３月１５日までの予定であったが、感染拡大に伴う緊急事態措置を経て、

５月２８日まで継続した。 

  ４月７日に発出された緊急事態宣言では、改めて本県から民間事業者等に

対して、基本的対処方針等に基づくイベント等の開催自粛を要請した（５月 

２８日まで）。 

  さらに、４月１０日には劇場、体育館等のイベント開催施設に対する使用停

止等の協力を要請した。この施設使用停止等の協力要請については、順次、対

象を縮小した。 

  一方、イベント等の開催自粛要請については、緊急事態宣言終了後の５月 

２８日から段階的な緩和を実施し、最大人数２００人までのイベントを開催可

能とした。（表【第１波及び第２波の人数制限】参照） 

 

（２）第２波（令和２年６月１０日～令和２年９月１３日） 

   ※文中の日付はすべて令和２年 

  第１波から継続していたイベント等に関する施設の使用停止要請について

は、６月１７日０時以降のライブハウス等への要請を解除することにより、終

了した。 



 

448 

 

  開催制限については、引き続き段階的な緩和を進め、人数上限５，０００人

までのイベントが開催可能となった。（表【第１波及び第２波の人数制限】参

照） 

 

【第１波及び第２波の開催制限】 （注）収容人数と人数上限でどちらか小さい方を限度 

日付 区分 収容率 人数上限 特記事項 

5/28～ 

屋内 50%以内 100人 
プロスポーツイベント等の全国的な移動を伴うものは無観客

とする。 

全国的又は広域的な人の移動が見込まれるお祭り・野外フ

ェスティバル等には自粛の協力を要請する。 

なお、地域の行事としてのお祭り・野外フェスティバル等は、6

月１日以降、人数制限を解除する。 

屋外 十分な間隔 200人 

6/19～ 

屋内 50%以内 1000人 プロスポーツイベント等の全国的な移動を伴うものは無観客

とする。 

全国的又は広域的な人の移動が見込まれるお祭り・野外フ

ェスティバル等は自粛の協力を要請する。 屋外 十分な間隔 1000人 

7/10～ 
屋内 50%以内 5000人 

全国的又は広域的な人の移動が見込まれるお祭り・野外フ

ェスティバル等は自粛の協力を要請する。 

地域の行事としてのお祭り・野外フェスティバル等は人数制

限を解除する。 
屋外 十分な間隔 5000人 

8/1～ 

屋内 50%以内 5000人 
プロスポーツイベント等の全国的な移動を伴うものについて

は以下のことを求める。 

・入退場時の状況や観客輸送なども含め感染防止対策につ 

いて検証しながら、段階的に参加人数を引き上げること 

・参加人数及び感染防止対策を対外的に宣言し、開催結果 

を検証の上、改善や見直しの内容等を発表すること 

屋外 十分な間隔 5000人 

9/1～ 

屋内 50%以内 5000人 

全てのイベントについて、国及び県の接触確認アプリを必ず

導入することを求める。 

また、プロスポーツイベント等の全国的な移動を伴うものに

ついては以下のことを求める。 

・入退場時の状況や観客輸送なども含め感染防止対策につ 

いて検証しながら、段階的に参加人数を引き上げること 

・参加人数及び感染防止対策を対外的に宣言し、開催結果 

を検証の上、改善や見直しの内容等を発表すること 

屋外 十分な間隔 5000人 

 

（３）第３波（令和２年９月１４日～令和３年２月２２日） 

  第２波から引き続き開催制限の緩和を行い、令和２年９月１９日以降は、必

要な感染対策を実施する「大声なし」のイベントについて、一定の条件を満た

す場合に、収容率１００％での開催も可能とした。 

  令和２年１２月１日からは人数上限を撤廃したが、その後、年末にかけて感

染が拡大していったことから、年末年始（令和２年１２月２６日から令和３年

１月１１日）については、収容人数１０，０００人超のイベントの人数上限を
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一律５，０００人にする一時的な厳格化を行い、１２月２３日には１２月２４

日以降の観客が発声するイベントの中止を要請した。 

  その後、令和３年１月７日に緊急事態宣言が発出され、同年１月１２日以降

は収容人数１０,０００人を超える施設でのイベントの参加人数は５,０００

人を上限、収容人数１０,０００人以下の施設でのイベントの参加人数は収容

率５０％を上限とした。 

  さらに、令和３年２月８日からはイベントに係る営業時間についても午後

８時までとした。（表【第３波の人数制限】参照） 

  なお、令和３年１月８日からは、県主催イベントの原則「中止又は延期」、

屋内県有施設の原則休館を決定した。 

 

【第３波の開催制限】 （注）収容人数と人数上限でどちらか小さい方を限度 

日付 区分 収容率 人数上限 特記事項 

9/19～ 

大声
なし 

100%以内 収容人数 
10000人超 
⇒収容人数の

50% 
 

収容人数 
10000人以下 
⇒5000人 

プロスポーツイベント等の全国的な移動を伴うものについては

以下のことを求める。 

・入退場時の状況や観客輸送なども含め感染防止対策につい 

て検証しながら、段階的に参加人数を引き上げること  

・感染防止措置に万全を確保できる参加人数及び感染防止対 

策を対外的に宣言するとともに、開催結果を検証の上、改善 

や見直しの内容等を発表すること  

・国及び県の接触確認アプリを必ず導入すること 

その他のイベントのうち大規模イベント（参加者１,０００人超）で

は、以下のことを求める。  

・感染防止措置に万全を確保できる参加人数及び感染防止対 

策を対外的に宣言すること  

・国及び県の接触確認アプリを必ず導入すること  

大声
あり 

50%以内 

12/1～ 

大声
なし 

100%以内 

－ 

プロスポーツイベント等の全国的な移動を伴うものについては

以下のことを求める。 

・入退場時の状況や観客輸送なども含め感染防止対策につい 

て検証しながら、段階的に参加人数を引き上げること  

・感染防止措置に万全を確保できる参加人数及び感染防止対 

策を対外的に宣言するとともに、開催結果を検証の上、改善 

や見直しの内容等を発表すること  

・国及び県の接触確認アプリを必ず導入すること 

その他のイベントのうち大規模イベント（参加者１,０００人超）で

は、以下のことを求める。  

・感染防止措置に万全を確保できる参加人数及び感染防止対 

策を対外的に宣言すること  

・国及び県の接触確認アプリを必ず導入すること  

大声
あり 

50%以内 
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12/26～ 

大声
なし 

100%以内 

収容人数 
10000人超 
⇒5000人 

プロスポーツイベント等の全国的な移動を伴うものについては

以下のことを求める。 

・入退場時の状況や観客輸送なども含め感染防止対策につい 

て検証しながら、段階的に参加人数を引き上げること  

・感染防止措置に万全を確保できる参加人数及び感染防止対 

策を対外的に宣言するとともに、開催結果を検証の上、改善 

や見直しの内容等を発表すること  

・国及び県の接触確認アプリを必ず導入すること 

その他のイベントのうち大規模イベント（参加者１,０００人超）で

は、以下のことを求める。  

・感染防止措置に万全を確保できる参加人数及び感染防止対 

策を対外的に宣言すること  

・国及び県の接触確認アプリを必ず導入すること  

大声
あり 

50%以内 

1/12～ 

収容
定員
10000
人超 

－ 5000人 

  収容
定員
10000
人以
内 

50%以内 － 

2/8～ 

収容
定員
10000
人超 

－ 5000人 

営業時間を午後 8時までに短縮することを求める。 収容
定員
10000
人以
内 

50%以内 － 

 

（４）第４波（令和３年２月２３日～令和３年６月１０日） 

   ※文中の日付はすべて令和３年 

  第３波から引き続き制限の厳格化を継続していたが、３月２１日をもって

緊急事態宣言が終了した後は、制限の緩和を行った。 

  その後、本県がまん延防止等重点措置の対象区域となったことを受け、４月

２０日からは、再度、人数上限を一律５，０００人とするとともに営業時間、

酒類の提供についての制限を設けた。 

  なお、県主催イベントの原則「中止又は延期」については継続としたが、屋

内県有施設については、３月２２日以降、感染対策の徹底等の準備が整った施

設から開館することとした。（表【第４波の人数制限】参照） 

  



 

451 

 

 

【第４波の開催制限】 （注）収容人数と人数上限でどちらか小さい方を限度 

日付 区分 収容率 人数上限 特記事項 

3/22～ 

大声
なし 

100%以内 5000人以下又は収容定員

50％以内（≦10000人）の

いずれか大きいほう 

営業時間を午後 9時までに短縮することを求め

る。 大声
あり 

50%以内 

4/20～ 

大声
なし 

100%以内 

5000人 

【重点措置を講じるべき区域＊】 

営業時間を午後 8時まで（酒類の提供は午後 7

時まで)に短縮することを求める。 

【重点措置を講じるべき区域以外】 

営業時間を午後 9時まで（酒類の提供は午後 8

時まで)に短縮することを求める。 

＊対象市町村については以下のとおり。 

  4月 20日時点：さいたま市、川口市 

4月 24日追加：川越市、所沢市、草加市、越谷 

市、蕨市、戸田市、朝霞市、志木市、和光市、 

新座市、富士見市、ふじみ野市、三芳町 

 

業種ごとのガイドライン及び施設ごとに定めた「彩

の国『新しい生活様式』安心宣言」の厳守、入場整

理を徹底すること。 

大声
あり 

50%以内 

5/12～ 

大声
なし 

100%以内 

5000人 

【重点措置を講じるべき区域＊】 

営業時間を午後 9時まで（酒類の提供は終日、自

粛)に短縮することを求める。 

【重点措置を講じるべき区域以外】 

営業時間を午後 9時まで（酒類の提供は終日、自

粛)に短縮することを求める。 

＊対象市町村については以下のとおり。 

  さいたま市、川越市、川口市、所沢市、草加市、 

越谷市、蕨市、戸田市、朝霞市、志木市、和光 

市、新座市、富士見市、ふじみ野市、三芳町 

 

業種ごとのガイドライン及び施設ごとに定めた「彩

の国『新しい生活様式』安心宣言」の厳守、入場整

理を徹底すること。 

大声

あり 
50%以内 

 

（５）第５波（令和３年６月１１日～令和３年１２月１４日） 

   ※文中の日付はすべて令和３年 

  開催制限については、第４波から引き続き、まん延防止等重点措置に合わせ

て継続した。 

  一方、県主催イベントについては、６月２１日以降、徹底した感染防止対策

を講じることを条件に再開することとした。 

  ６月２８日からは、従来まで口頭で受けていたイベント主催者からの事前
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相談について、特に、「全国的な移動を伴うイベント」又は「イベント参加者

が１，０００人を超えるようなイベント」を開催する場合には書面の提出を求

め、県が適切な収容率等を確認する「事前相談」制度を開始した（１１月２４

日まで）。 

  ８月２日には、本県に３度目の緊急事態宣言が発令されたことを受け、「収

容定員１０，０００人以下の施設では収容定員の半分、収容定員１０，０００

人超の施設は５，０００人」を上限とする開催制限の厳格化を行った。 

  また、酒類の提供を含む「飲酒の機会を設けること」とカラオケ設備の使用

についての自粛協力を、イベント主催者に求めた。 

  緊急事態宣言が終了した１０月１日以降は、開催制限を緩和するとともに、

カラオケ設備使用自粛の協力要請を取りやめたが、営業時間制限と酒類の提

供を含む「飲酒の機会を設けること」の自粛協力要請については、１０月３０

日まで継続とした。 

  １１月２５日からは「感染防止安全計画」制度を開始した。これは、従前ま

で実施していた「事前相談」制度の後継となるもので、「参加予定人数 

５，０００人超」かつ「収容率５０％超」の「大声なし」イベントについて、

主催者が「感染防止安全計画」を策定して県の確認を受けた場合、人数上限を

「『収容定員』かつ収容率上限『１００％』」に緩和できるものである。 

  なお、上記以外のイベントについては、主催者はチェックリストを作成し、

ホームページ等に掲示することとした。 

  この「感染防止安全計画」制度による人数制限のスキームは、第８波の最後

まで継続することとなった。（表【第５波の人数制限】参照） 
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【第５波の開催制限】 （注）収容人数と人数上限でどちらか小さい方を限度 

日付 区分 収容率 人数上限 特記事項 

6/21～ 

大声なし 100%以内 

5000人 

【重点措置を講じるべき区域＊】 

 営業時間を午後 9時まで（酒類の提供は午後 7

時まで＊＊)に短縮することを求める。 

【重点措置を講じるべき区域以外】 

 営業時間を午後 9時まで（酒類の提供は午後 8

時まで＊＊)に短縮することを求める。 

 

＊制限対象となった市町村については以下のとお

り。 

  6月 21日時点：さいたま市、川口市 

  7月 20日追加：川越市、所沢市、春日部市、草加 

市、越谷市、蕨市、戸田市、朝霞市、志木市、和 

光市、 

  新座市、八潮市、富士見市、三郷市、鶴ヶ島市、 

ふじみ野市、伊奈町、三芳町 

 

＊＊酒類提供は原則自粛だが、業種別ガイドライ 

ン・基本４項目など、業態に応じた感染防止対策 

を遵守する場合は可とする。 

 

業種ごとのガイドライン及び施設ごとに定めた「彩の

国『新しい生活様式』安心宣言」の厳守、入場整理を

徹底すること。 

大声あり 50%以内 

8/2～ － 

収容定員 10000人

以下の施設→収容

定員の半分 

 

収容定員 10000人

超の施設→5000人 

・無観客である場合を除き、営業時間を午後 9時ま 

でとすること 

・酒類提供及びカラオケ設備の使用をしないこと（飲 

酒の機会を設けない） 

・入場整理を徹底すること 

 

・主催者は、参加者等の直行・直帰を確保するた 

め、必要な周知・呼びかけを徹底すること 

・従業員への検査勧奨、入場者が密にならないよう 

な整理誘導、発熱等有症状者の入場禁止、手指の 

消毒設備の設置（併せて、手指消毒の呼びかけ）、 

事業所の消毒、入場者へマスクの着用等の徹底、 

マスクの着用等に正当な理由なく応じない者の入 

場禁止（既に入場している者の退場も含む）など 

・会話等の飛沫による感染の防止に効果のある措 

置（アクリル板等の設置又は座席の間隔の確保、 

換気の徹底など） 

・業種別ガイドラインや施設ごとに定めた「彩の国 

『新しい生活様式』安心宣言」の使用・遵守の徹底 

・飲食の際は、昼夜を問わず「マスク飲食」「黙食」 

「個食」「静美食」「ランチの時もマスク」を徹底して 

利用者に働きかけ  
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10/1～ 

大声なし 100%以内 
「5000人」 

又は 

「収容定員の 50％ 

（かつ 10000人以下

であること）」 

のいずれか大きい

方 

・無観客である場合を除き、営業時間を午後 9時ま 

でとすること 

・酒類を提供しない（飲酒の機会を設けない）こと。 

・入場整理を徹底し、ホームページ等を通じて広く周 

知すること 

・収容定員が設定されていない場合は、十分な人と 

の距離（１ｍ以上）を確保すること 

 

・業種別ガイドラインや施設ごとに定めた「彩の国 

『新しい生活様式』安心宣言」の使用・遵守を徹底 

すること 

・飲食の際は、昼夜を問わず「マスク飲食」「黙食」 

「個食」「静美食」「ランチの時もマスク」を徹底して 

利用者に働きかけること 

大声あり 50%以内 

10/31～ 

大声なし 100%以内 「5000人」 

又は 

「収容定員の 50％」 

のいずれか大きい

方 

・地域の行事、全国的・広域的なお祭り、野外フェス 

など収容定員が設定されていない場合は、十分な 

人との距離（１ｍ以上）を確保すること 

・業種別ガイドラインや施設ごとに定めた「彩の国 

『新しい生活様式』安心宣言」の使用・遵守を徹底 

すること 

大声あり 50%以内 

11/25～ 

安全計画 
策定対象 

100%以内 
（大声なし 
前提） 

収容定員 

「感染防止安全計画」制度の開始 

※安全計画に記載すべき事項 

① 飛沫の抑制（マスク着用や大声を出さないこと）

の徹底、② 手洗、手指・施設消毒の徹底、③ 換気

の徹底、 ④ 来場者間の密集回避、 ⑤ 飲食の制

限、⑥ 出演者等の感染対策、 ⑦ 参加者の把握

等 

 

【安全計画策定対象のイベント】 

・地域の行事、全国的・広域的なお祭り、野外フェス 

など収容定員が設定されていない場合は、十分な 

人との距離（１ｍ以上）を確保すること 

【安全計画策定対象外のイベント】 

・地域の行事、全国的・広域的なお祭り、野外フェス 

など収容定員が設定されていない場合は、十分な 

人との距離（１ｍ以上）を確保すること 

・業種別ガイドラインや施設ごとに定めた「彩の国 

『新しい生活様式』安心宣言」の使用・遵守を徹底 

すること。 

安全計画 
策定 
対象外 

【大声なし】 
100% 

【大声あり】 
50% 

「5,000人」 

又は 

「収容定員の 50％」 

のいずれか大きい

方 

 

（６）第６波（令和３年１２月１５日～令和４年６月５日） 

   ※文中の日付はすべて令和４年 

  １月２１日から本県がまん延防止等重点措置の対象区域となったことを受

け、「感染防止安全計画」を作成したイベントであっても２０，０００人の人

数上限を設ける等の厳格化を行った。 

  この人数上限の厳格化については、措置が終了した３月２１日をもって撤

廃した。 
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  なお、まん延防止等重点措置の対象区域となった都道府県が導入を選択で

きる、イベントへの「ワクチン・検査パッケージ制度」（＊）適用については、

飲食店と異なり集客規模が大きいことや、公共交通機関の混雑が起こること

への懸念が残るため、本県では導入しなかった。（表【第６波の開催制限】参

照） 

 

 ＊ ワクチン・検査パッケージ制度 

  利用者のワクチン接種歴又は検査結果の陰性のいずれかを事業者が確認

することにより、行動制限の緩和を受けることができる制度。イベントにお

いては人数制限を収容定員まで緩和することが可能。令和３年１１月に新

設された。 

 

【第６波の開催制限】 （注）収容人数と人数上限でどちらか小さい方を限度 

日付 区分 収容率 人数上限 特記事項 

1/21～ 

安全計画
策定対象 

100%以内 
（大声なし 
前提） 

20000人 

※安全計画に記載すべき事項 

① 飛沫の抑制（マスク着用や大声を出さないこと）の

徹底、② 手洗、手指・施設消毒の徹底、③ 換気の徹

底、 ④ 来場者間の密集回避、 ⑤ 飲食の制限、⑥ 

出演者等の感染対策、 ⑦ 参加者の把握等 

 

【安全計画策定対象のイベント】 

・地域の行事、全国的・広域的なお祭り、野外フェスな 

ど収容定員が設定されていない場合は、十分な人と 

の距離（１ｍ以上）を確保すること 

【安全計画策定対象外のイベント】 

・地域の行事、全国的・広域的なお祭り、野外フェスな 

ど収容定員が設定されていない場合 

大声なし：人と人とが触れ合わない程度の間隔（１ｍ 

程度）を確保 

大声あり：十分な人と人との間隔（できるだけ２ｍ、最 

低１ｍ以上）を確保 

・業種別ガイドラインや施設ごとに定めた「彩の国『新し 

い生活様式』安心宣言」の使用・遵守を徹底すること 

安全計画
策定対象
外 

【大声なし】 
100% 

【大声あり】 
50% 

「5,000人」 
又は 

「収容定員
の 50％」 
のいずれか
小さい方 
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3/22～ 

安全計画
策定対象 

100%以内 
（大声なし 
前提） 

収容定員 

※安全計画に記載すべき事項 

① 飛沫の抑制（マスク着用や大声を出さないこと）の

徹底、② 手洗、手指・施設消毒の徹底、③ 換気の徹

底、 ④ 来場者間の密集回避、 ⑤ 飲食の制限、⑥ 

出演者等の感染対策、 ⑦ 参加者の把握等 

 

【安全計画策定対象のイベント】 

・地域の行事、全国的・広域的なお祭り、野外フェスな 

ど収容定員が設定されていない場合は、十分な人と 

の距離（１ｍ以上）を確保すること 

【安全計画策定対象外のイベント】 

・地域の行事、全国的・広域的なお祭り、野外フェスな 

ど収容定員が設定されていない場合 

大声なし：人と人とが触れ合わない程度の間隔（１ｍ 

程度）を確保 

大声あり：十分な人と人との間隔（できるだけ２ｍ、最 

低１ｍ以上）を確保 

・業種別ガイドラインや施設ごとに定めた「彩の国『新し 

い生活様式』安心宣言」の使用・遵守を徹底すること 

【共通】 

イベントの前後の活動における基本的な感染防止対策

の徹底や直行直帰の呼びかけ等を行うこと 

安全計画
策定 
対象外 

【大声なし】 
100% 

【大声あり】 
50% 

「5,000人」 
又は 

「収容定員
の 50％」 
のいずれか
大きい方 

 

（７）第７波（令和４年６月６日～令和４年１０月７日） 

   ※文中の日付はすべて令和４年 

  ９月８日の政府対策本部の基本的対処方針等の見直しにより、同一イベン

トにおいて、「大声あり」（収容率の上限:５０％）と「大声なし」(収容率の上

限:１００％)のエリアを明確に分けて開催可能となり、本県では９月９日か

らこれを適用した。 

  これについて本県は、独自の『埼玉県におけるイベント等開催時の「大声あ

り・なし」エリア区分ガイドライン』を策定し、９月１５日に公表した。同ガ

イドラインは、サッカー場、野球場、体育館、コンサートホールの４つの類型

における、明確なエリア分けについて例示し、推奨するものである。 

  なお、安全計画に記載すべき事項についても、「大声あり」「大声無し」のエ

リア分け導入等に伴い、一部内容を整理した。（表【第７波の開催制限】参照） 
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【第７波の人数制限】 （注）収容人数と人数上限でどちらか小さい方を限度 

日付 区分 収容率 人数上限 特記事項 

8/4～ 

安全計画
策定対象 

100%以内 
（大声なし 
前提） 

収容定員 

※安全計画に記載すべき事項 

① 飛沫の抑制（マスク着用や大声を出さないこと）の

徹底、② 手洗、手指・施設消毒の徹底、③ 換気の徹

底、 ④ 来場者間の密集回避、 ⑤ 飲食の制限、⑥ 

出演者等の感染対策、 ⑦ 参加者の把握等 

 

【安全計画策定対象のイベント】 

・地域の行事、全国的・広域的なお祭り、野外フェスな 

ど収容定員が設定されていない場合は、十分な人と 

の距離（１ｍ以上）を確保すること 

【安全計画策定対象外のイベント】 

・地域の行事、全国的・広域的なお祭り、野外フェスな 

ど収容定員が設定されていない場合 

大声なし：人と人とが触れ合わない程度の間隔（１ｍ 

程度）を確保 

大声あり：十分な人と人との間隔（できるだけ２ｍ、最 

低１ｍ以上）を確保 

・業種別ガイドラインや施設ごとに定めた「彩の国『新し 

い生活様式』安心宣言」の使用・遵守を徹底すること 

【共通】 

イベントの前後の活動における基本的な感染防止対策

の徹底を行うこと 

安全計画
策定 
対象外 

【大声なし】 
100% 

【大声あり】 
50% 

「5,000人」 
又は 

「収容定員
の 50％」 
のいずれか
大きい方 

9/9～ 

安全計画
策定対象 

100%以内 
※「大声なし」
（100%以内）と
「大声あり」
（50%以内）の
エリア分けが

可能 

収容定員 

※安全計画に記載すべき事項 

① 飛沫感染対策、② エアロゾル感染対策、③ 接触

感染対策、④ 飲食時の感染対策、⑤ イベント前の感

染対策、⑥ 感染拡大対策、⑦ 出演者やスタッフの感

染対策 

 

【安全計画策定対象のイベント】 

・地域の行事、全国的・広域的なお祭り、野外フェスな 

ど収容定員が設定されていない場合は、十分な人と 

の距離（１ｍ以上）を確保すること 

【安全計画策定対象外のイベント】 

・地域の行事、全国的・広域的なお祭り、野外フェスな 

ど収容定員が設定されていない場合 

大声なし：人と人とが触れ合わない程度の間隔（１ｍ 

程度）を確保 

大声あり：前後左右の座席との身体的距離（座席間は 

１席（座席がない場合は最低１ｍ）空ける）を 

確保 

・業種別ガイドラインや施設ごとに定めた「彩の国『新し 

い生活様式』安心宣言」の使用・遵守を徹底すること 

【共通】 

イベントの前後の活動における基本的な感染防止対策

の徹底を行うこと 

安全計画
策定 
対象外 

【大声なし】 
100% 

【大声あり】 
50% 

「5,000人」 
又は 

「収容定員
の 50％」 
のいずれか
大きい方 

 



 

458 

 

（８）第８波（令和４年１０月８日～令和５年５月７日）※５類移行時点を暫定的な終期とする 

  新型コロナの感染拡大に伴う行動制限がない年末年始を迎えた場合を想定

し、本県独自の「年末年始における立食パーティー開催に当たっての留意事項

について」を令和４年１０月３１日に公表した。忘年会や新年会で普段会わな

い人と接する機会が増えることで、感染拡大につながる可能性があるため、感

染拡大を防ぐ会場レイアウトを例示したものである。 

  また、令和５年１月２７日の政府対策本部の基本的対処方針等の見直しに

より、イベントにおける「大声あり」「大声なし」の区分がなくなったことを

受け、本県では、同日から収容率の制限を一律「１００％以内」に緩和した。

安全計画に記載すべき事項についても、国の新型コロナウイルス接触アプリ

「ＣＯＣＯＡ」の廃止等に伴い、整理した。 

  その後も、令和５年３月１２日には、安全計画に記載すべき事項の記載例か

らマスクの着用を外す等の修正を行った。（表【第８波の開催制限】参照） 

  令和５年４月２７日、国が新型コロナウイルス感染症について同年５月７

日をもって「５類感染症」に位置づけることとしたことから、本県では５月１

日の県対策本部会議において、継続していた協力要請等を５月７日までとす

ることを決定した。 

 

【第８波の開催制限】 （注）収容人数と人数上限でどちらか小さい方を限度 

日付 区分 収容率 人数上限 特記事項 

1/27～ 

安全計画
策定対象 

100%以内 収容定員 

※安全計画に記載すべき事項 

①飛沫感染対策、② エアロゾル感染対策、③ 接触感

染対策、④ 飲食時の感染対策、⑤ イベント前の感染

対策、⑥ 出演者やスタッフの感染対策 

 

【安全計画策定対象外のイベント】 

・業種別ガイドラインや施設ごとに定めた「彩の国『新し 

い生活様式』安心宣言」の使用・遵守を徹底すること 

【共通】 

・地域の行事、全国的・広域的なお祭り、野外フェスな 

ど収容定員が設定されていない場合は、十分な人と 

の距離（１ｍ以上）を確保すること 

・イベントの前後の活動における基本的な感染防止対 

策の徹底を行うこと 

安全計画
策定 
対象外 

100%以内 

「5,000人」 
又は 

「収容定員
の 50％」 
のいずれか
大きい方 

 

３ 実施上の課題と対応 

 事前相談制度、感染防止安全計画等の導入 

  「事前相談」制度や「感染防止安全計画」制度においては、イベント主催者

が提出した多数の資料の確認が必要になるが、年度途中での突然の開始とい

うこともあり、イベントを所管する危機管理防災部単独で実施するのは、人員
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的に難しい状況であった。 

  そこで、大型集客施設を所管する部やイベントを多数実施する部局等を含

めた、全庁的な相談確認体制を構築することにより対応した。この体制は第８

波終了時まで継続した。 

 

４ ＩＣＴの活用 

  第５波で実施した「事前相談」制度においては、収容率１００％で開催しよ

うとする主催者が実績疎明資料（過去の大声なしイベントの実績映像等）を提

出する必要があった。その際の事業者等の負担を軽減するため、ＤＶＤ等の代

わりにファイルアップローダを使った電子データでの提出も可能とした。 

 

５ 広報・関係機関への周知 

（１）知事記者会見による周知 

（２）市町村等へのメールによる周知 

（３）ホームページでの周知 

（４）市町村、イベント施設等へのチラシ電子データの配布 

 

６ 自己評価 

  感染状況の変動を受けての基本的対処方針等の度重なる変更に対し、全庁

の応援体制を機動的に構築することにより、遅滞なく対応できたことは評価

できる。 

  その一方で、イベント主催者等への協力要請に強制力がないことから、制度

の遵守が必ずしも徹底していたとは言えない状況であった。 

 

７ 新興感染症の感染拡大時の対応における課題及び国へ提言すべき事項 

 ・今回の実績に基づく、イベント実施に係る真に必要な感染防止措置の検証 

  

８ 根拠法令・事務連絡等 

 ・新型インフルエンザ等対策特別措置法 

 ・新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針 

 ・内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室長事務連絡 

  「基本的対処方針に基づくイベントの開催制限、施設の使用制限等に係る 

   留意事項等について」 

  「イベント開催等における感染防止安全計画等について」  等 
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９ 事業費・財源 

  なし 

 

10 ５類移行に伴う対応 

  令和５年５月８日を以て、新型コロナウイルスの感染症法上の位置付けが

５類感染症に変更され、特措法に基づく基本的対処方針が廃止されたことに

伴い、これまでに同方針に基づき実施していた協力要請等の措置を終了した。 
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飲食店の現地店舗調査 

 

１ 概要 

  新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言及びまん延防

止等重点措置により、県内の飲食店等に対し営業時間の短縮等の要請を行っ

たが、国から飲食店の営業時間短縮要請への協力状況等を調査して報告する

ように依頼を受けたことから、本県では現地店舗調査を実施した。 

 

２ 経緯・取組内容 

（１）第１波（令和２年２月１日～令和２年６月９日）～ 

   第２波（令和２年６月１０日～令和２年９月１３日） 

  飲食店への要請 

  感染拡大を防止するため、酒類の提供について、令和２年４月１７日か

ら同年５月２５日までは午後７時、令和２年５月２６日から同年６月１６

日までは午後１０時までとする要請を行ったが、協力状況の現地調査は行

わなかった。 

 

（２）第３波（令和２年９月１４日～令和３年２月２２日）～ 

   第６波（令和３年１２月１５日～令和４年６月５日） 

  飲食店への要請 

  新規感染者数の増加に伴い、令和２年１２月４日から酒類提供を行う飲

食店への営業時間の短縮要請を開始した。その後、緊急事態宣言、段階的

緩和措置、まん延防止等重点措置を実施する中で、飲食店等への営業時間

の短縮要請等を下記のとおり行った。 

 

期 間 内 容 区 域 

感染拡大期（R2.12.4～R3.1.7） 

R2.12.4～ 
酒類提供を行う飲食店への時短要請 

営業時間：午後１０時まで、酒類提供：午後１０時まで 

さいたま市大宮区、

川口市、越谷市 

緊急事態宣言（R3.1.8～R3.3.21） 

R3.1.8～ 
酒類提供を行う飲食店への時短要請 

営業時間：午後８時まで、酒類提供：午後７時まで 

さいたま市大宮区、

川口市、越谷市 

R3.1.12～ 
飲食店への時短要請 

営業時間：午後８時まで、酒類提供：午後７時まで 
全県 

段階的緩和措置（R3.3.22～R3.4.19） 

R3.3.22～ 
飲食店への時短要請 

営業時間：午後８時まで、酒類提供：午後７時まで  
全県 
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まん延防止等重点措置（R3.4.20～R3.8.1） 

R3.4.20～ 
措置区域内 営業時間：午後８時まで 酒類提供：午後７時まで さいたま市、川口市 

措置区域外 営業時間：午後９時まで 酒類提供：午後８時まで その他の市町村 

R3.4.28～ 

措置区域内 営業時間：午後８時まで 酒類提供：終日自粛 １５市町（＊１） 

措置区域外 

営業時間：午後９時まで 

酒類提供：終日自粛。１人又は同居家族グループ

の場合、午後８時まで提供可 

その他の市町村 

R3.6.21～ 

措置区域内 

営業時間：午後８時まで 

酒類提供：認証店では１人又は同居家族グループ

に対して、午後７時まで提供可。 

さいたま市、川口市 

措置区域外 

営業時間：午後９時まで 

酒類提供：認証店では４人以下又は同居家族グル

ープに対して、午後８時まで提供可。 

その他の市町村 

R3.7.20～ 

措置区域内 

営業時間：午後８時まで 

酒類提供：認証店では１人又は同居家族グループ

に対して、午後７時まで提供可。 

２０市町（＊２） 

措置区域外 

営業時間：午後９時まで 

酒類提供：認証店では４人以下又は同居家族グル

ープに対して、午後８時まで提供可 

その他の市町村 

緊急事態宣言（R3.8.2～R3.9.30） 

R3.8.2～ 営業時間：午後８時まで 酒類提供：終日自粛 全県 

段階的緩和措置（R3.10.1～R3.10.24） 

R3.10.1～ 

【認証店】営業時間：午後９時まで 

     酒類提供：４人以下又は同居家族グループに対して、

午後８時まで提供可。 

【非認証店】営業時間：午後８時まで 酒類提供：終日自粛 

全県 

まん延防止等重点措置（R4.1.21～R4.3.21） 

R4.1.21～ 措置区域内 

【非認証店、ワクチン検査パッケージ非適用店】 

営業時間：午後８時まで 酒類提供：終日自粛 

人数上限：同一グループ・テーブルで４人以内 

【ワクチン検査パッケージ適用店】 

営業時間：午後９時まで 酒類提供：午後８時３０分まで

人数上限：上限なし（接種歴等の確認ができた場合） 

全県 

＊１ さいたま市、川口市、川越市、所沢市、草加市、越谷市、蕨市、戸田市、朝霞市、志木市、和光

市、新座市、富士見市、ふじみ野市、三芳町 

＊２ さいたま市、川口市、川越市、所沢市、春日部市、草加市、越谷市、蕨市、戸田市、朝霞市、志木

市、和光市、新座市、八潮市、富士見市、三郷市、鶴ヶ島市、ふじみ野市、伊奈町、三芳町 

 

 イ 飲食店等の現地調査実施 

  国は感染拡大を防止するため、飲食店への営業時間短縮要請を行うとと

もに、要請の実効性を担保するため、繁華街での見回りや呼びかけを行うこ

とを各都道府県に求めた（令和２年１２月１８日付け事務連絡、令和３年１

月７日付け事務連絡、令和３年１月１３日付け事務連絡）。 

  さらに国は令和３年１月１５日付け事務連絡「営業時間短縮要請に対す

る協力状況等に関する調査の依頼等について」及び令和３年２月２日付け事

務連絡「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金における『協力
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要請推進枠』の運用拡大について」を発出し、飲食店の営業時間短縮要請の

協力状況等を調査して報告すること、営業時間短縮に係る協力金の交付手続

きの際に調査の予定等を記載した実施計画を作成することを都道府県に求

めた。 

  これらを受け、県では令和３年１月１６日から県職員による店舗調査を

開始し、同年１月２７日からは業務委託に切り替え、調査を実施した。 

  調査方法は外観目視とし、対象は飲食店（居酒屋を含む）、喫茶店等（宅

配・テイクアウトサービスを除く）、バー等で食品衛生法の飲食店営業許可

を受けている店舗とし、件数は１日当たり約１，０００件とした。 

  本調査は、令和３年１０月２４日の段階的緩和措置の終了とともに飲食

店への時短要請が終了したため、同日をもって一旦調査を終了した。 

  その後、令和４年１月２１日に再度、まん延防止等重点措置による飲食店

等への時短要請が行われたため、前回同様の方法により調査を再開した。 

  この調査は、令和４年３月２１日の措置期間終了をもって時短要請が終

了したことに伴い、同日をもって調査を完了した。 

  令和３年１月１６日から令和４年３月２１日の間に調査した店舗は、延

べ４２４，０６８店舗となり、その内、営業時間短縮の協力が得られた店舗

の割合は下記のとおりであった。 

 

期 間 区域 協力率 

緊急事態宣言（R3.1.16～3.21） 県全域 ９８．９％ 

段階的緩和（R3.3.22～4.19） 県全域 ９５．０％ 

まん延防止等重点措置（R3.4.20～8.1） 
措置区域 ９７．２％ 

その他 ９６．０％ 

緊急事態宣言（R3.8.2～9.30） 県全域 ９６．５％ 

段階的緩和（R3.10.1～10.24） 県全域 ９３．２％ 

まん延防止等重点措置（R4.1.21～3.21） 県全域 ９４．８％ 

 

 ウ 調査結果の活用 

  当調査で判明した営業店舗のデータについては、埼玉県緊急事態措置相

談センターなど県民から寄せられた情報と共有管理し、電話や文書による

協力要請の働きかけに活用した。 

  また、毎日の調査結果（調査店舗数、営業店舗数、協力率）を県ホームペ

ージで公表するとともに、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室

あて報告を行った。 
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３ 実施上の課題と対応 

（１）調査方法について 

 令和３年１月１６日から県職員による現地店舗調査を開始したが、人員の

手配をはじめ、現地調査、調書の集計やチェック等に膨大な時間を要したこと

から、人材派遣業者や市場調査業者に業務を委託することとした。 

 

（２）委託事業者との契約 

 飲食店への営業時間短縮要請を行っている都道府県については、現地調査

を実施することを国が求めた。このため、委託候補となる事業者から他の都道

府県の事業を行うことを理由に見積提出を断られる例があるなど、委託事業

者の確保に困難が生じることもあった。 

 事業の委託については、飲食店への要請の期間ごとの契約を基本としたた

め、合計１７回の契約事務を行うこととなった。 

 

（３）調査エリアについて 

 調査を開始した当初は、県内の主要な繁華街を中心に調査を行っていたが、

まん延防止等重点措置区域の拡大や、調査が長期間にわたり継続したこと等

を背景として、調査エリアを段階的に広げ、県内全域を網羅的に調査すること

とした。 

 食品衛生法に基づく飲食店許可件数や駅の乗降客数等を総合的に判断し、

最終的に全県で１４６エリア（１３４駅、１２地域）において調査を実施した。 

 

（４）調査内容について 

 当初は外観目視により営業状況のみの確認を行っていたが、酒類の提供及

び、彩の国「新しい生活様式」安心宣言飲食店＋（プラス）認証登録の有無に

ついても、その後の店舗への働きかけのポイントとなることから、これらにつ

いても調査を行うこととなった。 

 

４ ＩＣＴの活用 

  特になし 

 

５ 広報・関係機関への周知 

 調査結果（調査店舗数、営業店舗数、協力率）について、前日の状況を県ホ

ームページに公表した。 

 併せて、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室あて報告を行った。 
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６ 自己評価 

 現地調査を実施することで営業時間短縮要請に従っていない店舗を把握す

ることができ、その後の個別の働きかけにつなげることができた。 

 また、協力状況の結果を公表することは、多くの飲食店が命を守る取組に協

力をいただけることを県民に周知することにつながり、飲食店支援の裾野を

広げることができた。 

 飲食店の時短営業要請とその調査を行うことは、人出を抑えることにつな

がることから、感染拡大防止に一定程度の効果があったと言える。 

 

７ 新興感染症の感染拡大時の対応における課題及び国へ提言すべき事項 

  特になし 

 

８ 根拠法令・事務連絡等 

 ・新型インフルエンザ等対策特別措置法 

 ・「営業時間短縮要請に対する協力状況等に関する調査の依頼等について」

（令和３年１月１５日付け内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進

室長事務連絡） 等 

 

９ 事業費・財源 

  事業費 令和２年度  ２０，５８１千円 

      令和３年度  ５５，１９３千円 

  財 源 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 

 

10 ５類移行に伴う対応 

  特になし 
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協力要請に関する相談体制 

 

１ 概要 

  新型コロナウイルス感染症の拡大及び緊急事態宣言を踏まえ、外出の自粛、

施設の使用停止等の協力要請等に対する県民や事業者の疑問・不安に対応す

るため、電話相談を受け付ける緊急事態措置相談センターを設置した。 

 

２ 経緯・取組内容 

  令和２年４月７日付けで発令された緊急事態宣言を踏まえ同月１１日に緊

急事態措置相談センターを設置し、電話相談受付を開始した。 
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（１）第１波（令和２年２月１日～令和２年６月９日） 

 

 ※文中の日付はすべて令和２年 

 ４月７日に政府が本県を含む７都府県に緊急事態宣言を発出したことに伴

い、第１０回県対策本部会議を開催し、新型インフルエンザ等対策特別措置

法に基づき実施する協力要請等についての問い合わせが増加した。 

 ４月１０日に民間事業者等に対する追加の協力要請を行うことで更なる増

加が予想されたことから、これらの相談を専門に受け付ける電話窓口「緊急

事態措置相談センター」を４月１１日から設置した。 

 設置当日は２３７件、４月１３日は４４５件の相談を受け付けた。当初の

相談は、施設等の使用停止協力要請に関するものが中心であった。 

 なお、４月１１日及び１２日は危機管理防災部職員のみで対応を行ったが、

４月１３日以降は他部局の応援を受けながら対応した。 

 ４月１１日から６月９日までの電話受付の延べ件数は８，０２３件、１開

設日あたりでは１３４件であった。 
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（２）第２波（令和２年６月１０日～令和２年９月１３日） 

 

 ※文中の日付はすべて令和２年 

 受付件数は減少傾向で推移し、６月後半には１日あたり概ね４０件以内に

落ち着いていたので、７月１日以降は他部局からの応援を終了した。 

 相談内容については、第２波を通じて、「彩の国『新しい生活様式』安心宣

言」に関するものが多く、所管の窓口に転送する機会が増えた。また、営業制

限、外出自粛に関する相談も多数あり、特に第２波の前半については、飲食店

等の酒類の提供制限に関するものが目立った。第２波の後半には感染再拡大

を受けて緊急事態宣言の発令を望む声や、感染症対策が不十分な事業者、飲

食店に関する情報提供も増えた。 

 第２波の相談件数は延べ１，６８０件、１開設日あたり１８件であった。 
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（３）第３波（令和２年９月１４日～令和３年２月２２日） 

 

 第２波から引き続き相談件数は減少傾向で、１日あたりの受付件数が１０

件を下回ることが常態化したことから、令和２年１１月３日以降は閉庁日の

運営を取りやめた。 

 しかしながら、東京都が飲食店の営業制限をかけたこと等により、１１月

下旬以降は再び相談が増加した。１２月２日には９０件近い相談があったが、

これは、前日の県対策本部会議で飲食店への営業制限が決定されたこと、そ

れに伴い飲食店等に対する感染防止対策協力金制度が創設されたことによる

ものであった。 

 このような状況を受け、１２月２６日から閉庁日の運営を再開したところ、

年明けの令和３年１月７日には緊急事態宣言が発令され、翌８日には４５０

件の相談があった。これは緊急事態措置相談センター設置の全期間を通して

最大の相談件数となった。 

 相談内容は、引き続き、営業制限、感染防止対策協力金制度に関するものが

多数を占め、「彩の国『新しい生活様式』安心宣言」や生活困窮、感染不安の

ほか、個別の飲食店の営業やイベント開催が県の要請に反するのではないか、

という相談も目立った。 

 その後、協力要請内容の浸透により相談件数が減少していき、緊急事態宣

言の延長決定で一時的に増加することはあっても、１日概ね５０件以内で推

移した。 
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 第３波の相談件数は延べ４，０９８件で、１開設日あたり２８件であった。 

 

（４）第４波（令和３年２月２３日～令和３年６月１０日） 

 

 ※文中の日付はすべて令和３年 

  緊急事態宣言の終期である３月２１日が近づくと、その延長の有無に係る

相談が増加した。３月１８日に国が予定通りの緊急事態宣言終了を決定した

翌日１９日には、宣言終了後の措置内容についての相談が１２７件に増加し

た。同日のうちに措置内容を決定し公表したため、３月２３日以降は１日 

５０件以内に戻り、相談内容も従前と同じ傾向に戻ったが、４月上旬からは

まん延防止等重点措置区域の適用の可能性についての相談が多くなった。 

  ４月１５日に本県に対するまん延防止等重点措置に係る公示について国に

要請を行ったことから、翌１６日の相談件数は１８４件となった。同日に国

のまん延防止等重点措置に係る公示を受け、県対策本部会議がまん延防止等

重点措置の内容と重点措置を講じるべき区域（以下「措置区域」）の２市（さ

いたま市、川口市）を決定したところ、３月１９日には相談件数が２６８件ま

で増加した。 

  増加の主な要因は、まん延防止等重点措置が令和３年から新設された制度

で、要請内容が同一県内で措置区域と措置区域外に分かれていたので分かり

にくい部分があることや、感染症防止対策協力金が売上高に応じたものとな

り、措置区域での支給については「彩の国『新しい生活様式』安心宣言」飲食

宣言延長決定3/5
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店＋（プラス）認証が必須となったことが挙げられる。 

  なお、４月２４日に措置区域を１５市町に拡大したこと及び飲食店等の酒

類提供の制限を強化したことを受け、４月２６日には第４波最大となる 

３１５件の相談があった。 

  また第４波の終盤には、協力要請等を守らない飲食店等の通報が目立った。 

  第４波の相談件数は延べ５，９４０件で、１開設日あたり５５件であった。 

 

（５）第５波（令和３年６月１１日～令和３年１２月１４日） 

 

 ※文中の日付はすべて令和３年 

 まん延防止重点措置区域措置の終了前や延長後には期限延長や要請内容変

更の有無に関する相談が増えたほか、緊急事態宣言の決定前後には宣言発令

の有無や要請内容変更に関する相談が増えたが、第５波の前半は概ね１日 

１００件以内の相談で推移した。 

 相談内容は、引き続き営業制限、感染防止対策協力金制度に対する問い合

わせ、感染対策不徹底な飲食店等の通報が多数を占め、生活困窮、感染不安、

陽性者や濃厚接触者のすべき行動についての相談も目立った。 

 営業制限については、飲食店等の酒類の提供条件、グループ会食の例外で

ある「同居家族」の考え方、会食の時間制限、カラオケについての相談が多か

った。 

 緊急事態宣言の解除決定の翌日９月２９日には、４１０件の相談があった
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が、詳細の決定が遅れていた感染症防止対策協力金に関するものが多く、詳

細の決定、公表後は収束した。 

 緊急事態宣言解除後は、各種の制限が段階的に緩和された結果、相談件数

は減少し、１０月３０日から閉庁日の運営を停止することとした。 

 １１月以降、相談件数は概ね２０件以内で推移し、相談内容は営業制限、感

染防止対策協力金制度、イベント開催の事前相談（感染防止安全計画、チェッ

クリストの策定等）についてのものが多かった。 

 第５波の相談件数は延べ７,７８８件で、１開設日あたり４６件であった。 

 

（６）第６波（令和３年１２月１５日～令和４年６月５日） 

 

 令和３年末には新たに実施が決定したＰＣＲ検査等の無料化についての相

談と、感染拡大に伴う緊急事態宣言等の発令見込みについての相談が増加し

たことを受け、令和４年１月８日にセンターの閉庁日運営を再開した。 

 その後、１月１９日にまん延防止等重点措置の協力要請内容が決定された

ことから、１月２０日には４２５件、翌２１日にも３３６件の相談があった。 

 両日の相談内容は、新たに飲食店等に適用されたワクチン・検査パッケー

ジ制度、具体的な協力要請の内容、感染防止対策協力金に対するものが大半

を占めた。 

 それ以降の相談件数は、まん延防止等重点措置の終了が決定した３月１７

日まで、概ね６０件以内で推移したが、ワクチン・検査パッケージ制度につ
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いて多数の意見が寄せられた。なお、この期間中も従来同様、飲食店等の営

業制限、感染症防止対策協力金、イベント等についての相談が多かった。 

 まん延防止等重点措置の終了以降は、飲食店等の営業制限が大幅に緩和さ

れ、感染症防止対策協力金制度も終了したことから、相談件数は概ね２０件

以内で推移し、４月９日からはセンターの閉庁日運営を停止した。 

 第６波の相談件数は３，２８９件で、１開設日あたり２３件であった。 

 

（７）第７波（令和４年６月６日～令和４年１０月７日） 

 

 ※文中の日付はすべて令和４年 

 相談件数は１日あたり概ね２０件以内で推移した。８月３日のＢＡ．５対

策強化宣言実施の決定と８月２６日の延長決定の前後には、これに関する相

談がやや増加したが、宣言前後の協力要請等の内容に大きな違いがなかった

ことから、緊急事態宣言等の時のように急増することはなかった。 

 相談の多くはイベント開催に関するものであり、本人及び家族の感染疑い、

検査、受診の相談等に関するもの等については対応窓口を案内した。 

 第７波の相談件数は７４６件で、１開設日あたり９件であった。 
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（８）第８波（令和４年１０月８日～令和５年５月７日）※５類移行時点を暫定的な終期とする 

 

 電話の受付件数は１日あたり概ね１０件以内で推移した。 

 相談の多くはイベント開催に関するものであり、本人及び家族の感染疑い、

検査、受診の相談等に関するもの等については対応窓口を案内した。なお、令

和５年１月２７日に、国が「特段の事情が生じない限り、５月８日から新型コ

ロナウイルス感染症について、感染症法上の新型インフルエンザ等感染症に

該当しないものとし、５類感染症に位置づける」決定を公表してからは、５月

８日以降の措置内容についての相談が増加した。 

 第８波の相談件数は５３１件で、１開設日あたり４件であった。 

 

３ 実施上の課題と対応 

（１）弾力的な体制の構築 

  その時々の感染状況や県民・事業者への措置要請の内容などにより、相談件

数に大幅な増減が発生する中で、どのような状況下においても円滑に運営で

きる体制を整備しなければならない。 

  そのため、相談件数の増加が見込まれる場合は、他部局職員の応援を受け、

また閉庁日にも緊急事態措置相談センターを開設するなどの対応を行う一方、

減少傾向にある時は、閉庁日の開設を取りやめ、職員の負担軽減を図るなど

柔軟な対応を行った。 
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（２）通話録音機能を有する機械の導入  

  長時間にわたる拘束や理不尽な態度を取る電話相談者も、一定数存在する

ことから、その対応により心身の不調を訴える職員が発生した。 

  そのため、令和３年９月１日から通話録音を告知する機械を設置し、通話を

録音するよう対処したところ、そのような電話は減少し、状況が改善された。 

 

４ ＩＣＴの活用  

 問い合わせ内容を記録する簡易なデータベースを作成、関係者間で共有す

ることにより、問い合わせ対応を円滑に行えるようにするとともに、随時問い

合わせ状況を確認した監督者等が増員等を行えるような体制を整えた。 

 

５ 広報・関係機関への周知 

  ホームページや広報紙による周知 

 

６ 自己評価 

 ・緊急事態措置相談センターには、専従職員を配置せず、職員のローテーシ

ョンで対応していたが、コロナ対応の長期化、その時々の感染状況や措置

内容の変化などにより、相談内容が非常に多岐に渡ることになったため、

職員の負担が増した。 

  このような中でも、円滑な相談対応を行うため、これまでの問い合わせ対

応を記録してデータにまとめ、共有することで、比較的経験の浅い職員で

も、相談者からの問い合わせに対して、適切に対処でき、負担を減らすよ

う配慮を行った。 

 ・県民が不安に感じるような（県民・事業者に負担を求める施策、学術的根

拠等が不十分なもの）情報が国や県から発信された場合、相談件数は増加

傾向となることが判明してきたため、あらかじめ発信する情報の内容に応

じて、より早いタイミングで体制を整備できれば良かった。 

   

７ 新興感染症の感染拡大時の対応における課題・国へ提言すべき事項 

  特になし 

 

８ 根拠法令・事務連絡等 

  なし 

 

９ 事務費・財源 

  なし 
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10 ５類移行に伴う対応 

  令和５年４月２７日、国が予定どおりの５類感染症位置づけを決定したこ

とを受け、本県の緊急事態措置相談センターも業務終了を決定した。 

  令和４年４月９日以降、閉庁日はセンターを開設しなくなったため、５類へ

の移行直前の開庁日にあたる令和５年５月２日をもって業務を終了した。 
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彩の国「新しい生活様式」安心宣言飲食店＋（プラス） 

 

１ 概要 

  県内の飲食店の利用促進を図り、感染拡大防止と社会経済活動の両立につ

なげるため、「彩の国『新しい生活様式』安心宣言飲食店＋（プラス）」を創設

した。県内の飲食店を個別訪問し、県が推奨する感染防止対策に取り組む店舗

を認証した上で、認証ステッカーを交付し、県内の飲食店による安心して利用

できる店舗であることのＰＲを促した。また、認証店舗に対し、取組の遵守状

況の現地調査を実施することで、県内の飲食店による感染防止対策の継続を

促進した。 

 

   【認証ステッカー】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 経緯・取組内容 

（１）彩の国「新しい生活様式」安心宣言 

  県内の幅広い事業者による自主的な感染防止対策を推進するため、令和２

年５月に、県医師会等の医療専門家に加え、行政、県内の経済・労働団体、消

費者団体、マスメディアの代表者などで構成される「彩の国『新しい生活様式』

評議会」を設置した。 

  評議会の設立とともに、「新しい生活様式」の定着と、県民がより安心でき

る環境を提供し、感染拡大防止と社会経済活動の両立につなげるための「彩の

国『新しい生活様式』安心宣言」の制度を創設した。 

  本制度は、３密の徹底的な回避や手洗い・手指消毒の徹底、マスクの着用な

どが記載された安心宣言を事業所や店舗の入口等に掲示することで、感染防

止対策を自主的に実践してもらおうとするものであった。 

  業種別団体が作成した業種別の安心宣言は、評議会において、有識者による
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内容確認を行った後、認定証を交付した。認定団体は、学習塾や小売業、理容

業、飲食業などの７３団体だった。 

 

  【掲示物の例】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）彩の国「新しい生活様式」安心宣言飲食店＋（プラス） 

  令和３年４月に評議会において有識者から意見をいただき「彩の国『新しい

生活様式』安心宣言飲食店＋（プラス）」の制度を創設し、令和３年４月２６

日に店舗への訪問をスタートした。 

  国は、内閣官房令和３年４月３０日付け事務連絡「飲食店における感染防止

対策を徹底するための第三者認証制度の導入について」により制度を導入し

た。本県の制度は、国の制度導入に先んじて実施され、その後、国の制度に基

づくものとなった。 

  本制度は、県内の飲食店を個別訪問し、マスク着用や手指消毒の呼び掛け、

アクリル板の設置又は座席間隔の確保、換気の徹底といった感染防止対策を

確認した上で、認証ステッカーを交付し、県内の飲食店による安心して利用で

きる店舗であることのＰＲを促すものである。それにより、県内の飲食店の利

用促進を図り、感染拡大防止と社会経済活動の両立につなげることを目的と
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479 

している。 

  令和３年４月２６日に、まん延防止等重点措置区域のさいたま市及び川口

市の飲食店を対象に制度をスタートさせ、令和３年４月２８日には、措置区域

の拡大に合わせ、川越市、越谷市、所沢市などを加えて１５市町に対象を拡大

した。 

  令和３年５月１８日から申請受付を行った感染防止対策協力金（第９期）か

らは、協力金の支給要件の一部になった。 

  その後、感染拡大防止への効果が期待されたため、令和３年５月２８日には

対象を全県に拡大した。 

  令和５年５月７日の制度廃止時までに２８，２２９店舗を認証した。 
 

【認証に当たってのチェックの視点】 
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（３）モニタリング調査 

  令和３年７月から、県内の飲食店における感染防止対策の継続を促進する

ため、本制度の認証を受けている店舗に対し、取組の遵守状況を確認するモニ

タリング調査を実施した。 

  感染防止対策の取組の再確認ができた事業者には、モニタリング実施済ス

テッカーを交付した。 

  令和３年７月５日にモニタリング調査をスタートし、令和５年５月７日の

制度廃止時までに累計２９，９８１店舗に対し実施した。 

 

  【モニタリング実施済 

   ステッカー】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）未認証店への働き掛け 

  感染防止対策を行う飲食店を拡大するため、令和３年度に県内１７保健所

と連携し、商工会議所・商工会等の協力も得ながら未認証店や新規開業店への

制度案内を行った。 

  令和４年度は体制を整理し、現地確認等の業務を委託した民間企業の現地

確認員により未認証店への働き掛け訪問及びその場での現地確認・認証を行

うこととした。 

  令和４年６月１日に働き掛け訪問等をスタートし、令和５年５月７日の制

度廃止時までに累計４，７６２店舗に対し実施した。 
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【実施件数の推移】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）安心宣言飲食店＋の実施体制及び実施エリア等 

  令和３年４月２６日の制度スタート時の実施体制について、１日最大で、県

職員は業務を所管する産業労働部内外の１６０人、市町村職員・商工団体職員

１６０人が従事し、２人を１チームとして１６０チームで対応した。 

  令和３年５月１９日から業務委託を行ったが、令和３年５月２８日から７

月１１日の感染拡大時には、県職員、市町村及び商工団体職員も対応した。 

  その後、令和３年７月１２日から令和３年度末までは、１日最大で、委託事

業者の現地確認員１６人、商工団体職員１６人による１６チームで対応した。 

  令和４年度は、委託事業者の現地確認員１６人による８チームで対応した。 

  訪問に当たっては、県内を幅広く巡回する必要があったため、５つのエリア

に区分けし、日ごとで実施エリアを決め、現地確認、モニタリング調査及び未

認証店への働き掛けを実施した。 

 

 

 

 

 

 

R3.4.26～
　　 R3.5月

R3.6月～
　　 R3.9月

R3.10月～
     R4.3月

R4.4月～
      R4.9月

R4.10月～
　　 R5.3月

R5.4月～
　　 R5.5.7

期間計 12,557 12,191 1,646 710 1,123 2

累計（末日時点） 12,557 24,748 26,394 27,104 28,227 28,229

期間計 - 2,949 11,346 6,779 8,907 0

累計（末日時点） - 2,949 14,295 21,074 29,981 29,981

期間計 - - - 1,459 3,303 0

累計（末日時点） - - - 1,459 4,762 4,762

働き掛け
店舗数

（R3.6.1～）

認証店舗数
(R3.4.26～）

モニタリング
調査店舗数
（R3.7.5～）
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 【実施エリア】 

  ・エリア１ 

上尾市・伊奈町・入間市・春日部市・狭山市・蓮田市・松伏町・三郷市・

八潮市・吉川市 

  ・エリア２ 

桶川市・加須市・北本市・行田市・久喜市・鴻巣市・幸手市・白岡市・ 

杉戸町・羽生市・宮代町 

  ・エリア３ 

小川町・越生町・川島町・坂戸市・鶴ヶ島市・ときがわ町・滑川町・鳩山町・

飯能市・東秩父村・東松山市・日高市・毛呂山町・吉見町・嵐山町 

  ・エリア４ 

小鹿野町・神川町・上里町・熊谷市・秩父市・長瀞町・深谷市・本庄市・

美里町・皆野町・横瀬町・寄居町 

  ・エリア５ 

朝霞市・川口市・川越市・越谷市・さいたま市・志木市・草加市・所沢市・

戸田市・新座市・富士見市・ふじみ野市・三芳町・和光市・蕨市 

 

（６）制度の廃止 

  本制度は、内閣官房令和３年４月３０日付け事務連絡「飲食店における感染

防止対策を徹底するための第三者認証制度の導入について」に基づくものと

なっていたが、国は、令和４年１２月にパーティション等の設置（座席の間隔

の確保）の基準を緩和し、令和５年３月にマスク着用の推奨の基準を削除する

など、段階的な基準緩和を行った。それに伴い、本県の制度の基準についても、

国に合わせた緩和を行った。 

  さらに、国は、特段の事情が生じない限り、令和５年５月８日から新型コロ

ナウイルス感染症を５類感染症に位置付け、「新型コロナウイルス感染症対策

の基本的対処方針」を廃止することとし、これに伴い、基本的対処方針に基づ

く第三者認証制度も廃止することとした。 

  こうした国の方針を踏まえ、本県においても、令和５年５月７日をもって、

彩の国「新しい生活様式」安心宣言及び飲食店プラスの制度を廃止することと

した。令和５年３月には、県ホームページで廃止について案内するとともに、

経済団体、業界団体及び市町村等にメールでお知らせした。令和５年４月には、

飲食店プラスの認証店に廃止に当たっての案内を郵送した。 
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【制度廃止の案内】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（７）飲食店等における「ワクチン・検査パッケージ制度」 

  感染対策と日常生活の回復の両立に向けて、感染再拡大時におけるまん延

防止等重点措置等の状況下においても、行動制限を緩和するため、飲食店等に

おけるワクチン・検査パッケージ制度を実施した。 

  ワクチン・検査パッケージ制度は、利用者のワクチン接種歴又は検査結果の

陰性を確認することにより、一部制限が緩和されるものであった。登録には飲

食店プラスの認証が必要であり、登録し制度を適用する場合、行動制限時の営

業時間や酒類提供、人数上限の制限が緩和された。 

  感染防止対策協力金（第１６期～第１８期）の要件の一部にもなり、令和４

年１月２１日から令和４年３月２１日の飲食店等に対する営業時間の短縮等

の要請期間に適用された。 

  彩の国「新しい生活様式」安心宣言及び飲食店プラスの制度とともに、令和

５年５月７日をもって制度を廃止することとした。 

  制度廃止時までに１５，８１６店舗を登録した。 
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  【登録店ステッカー】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 実施上の課題と対応 

 ・現地確認等の訪問について、数多くの対象店舗が県内に幅広く点在してい

たため、制度創設当初、業務を所管する産業労働部や他部局、市町村、商

工団体に応援職員の派遣を依頼して対応した。その後、民間企業に業務委

託し、安定した実施体制を整備した。 

 ・本制度は県内の飲食店に多くの協力と負担を求めるものであり、県として

特に丁寧に対応する必要があった。県、市町村及び商工団体の職員につい

ては、その点について、常に念頭に置きながら業務に従事するよう呼び掛

け、徹底するよう努めた。委託事業者のスタッフについては、研修を充実

（採用時研修及び中間研修）するとともに、日々の業務開始時に注意喚起

し、業務中や終了時のコミュニケーションを十分にとるなど、対応の質の

維持・向上に努めた。 

 ・数多くの対象店舗を効率的に訪問するためのルート作成は非常に困難であ

り、最寄駅から大きく離れている店舗や、各店舗の休業日なども考慮しな

ければならなかった。委託事業者のスタッフがルート作成を専任で担当す

ることでノウハウを蓄積し、可能な限り効率的に訪問するよう努め、遠方

の店舗は自動車を活用して訪問するなどで対応した。 

 ・未認証店への働き掛けに係る対象店舗の絞り込みについて、県内保健所が

公表する飲食店営業許可店舗一覧からテイクアウト専門店などの対象外店

舗を除く作業を行う必要があった。一覧に掲載された店舗のホームページ

を１件１件確認するなど相当の業務量であったが、職員の地道な作業によ

り対応した。 

 

４ ＩＣＴの活用 

  飲食店が行う現地確認の訪問予約について、原則、ホームページから申請す

るものとした。 
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５ 広報・関係機関への周知 

 ・県のホームページでの制度案内のほか、感染防止対策協力金の申請があっ

た事業者には個別に郵送でお知らせするなどプッシュ型の周知を行った。 

 ・未認証店や新規開業店については、県内１７保健所と連携し、飲食店営業

許可の申請者に案内するとともに、商工会議所・商工会等の協力も得なが

ら、個別に訪問して働き掛けた。 

 ・令和３年１０月及び令和４年３月の制限解除の際には、感染のリバウンド

を防ぐために、各認証店、各県有施設、市町村、商工会議所・商工会など

の経済団体及び鉄道会社等にポスター掲示の協力を依頼し、飲食店への認

証取得と県民等への認証店の利用を呼び掛けた。 

 

   【案内チラシ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 自己評価 

  制度の対象となる想定店舗数３４，０００に対し、認証店舗数２８，２２９

（８３．０％）となり、多くの県内の飲食店に感染防止対策に取り組んでいた

だいた。 

  飲食店由来の感染は大幅に減少し、感染拡大防止に果たした役割は大きか

ったと考えている。 
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７ 新興感染症の感染拡大時の対応における課題及び国へ提言すべき事項 

 ・現地確認に伴う事業費は非常に多額となり、今回は国費が措置された。今

後、新興感染症の感染防止対策を行う際には、国に対し、必要な経費が全

額国費措置されるよう、改めて要望する必要がある。 

 ・この度の新型コロナウイルス感染症対策では、飲食店に焦点を当てた要請

及び第三者認証制度が実施された。各飲食店に与える影響は非常に大き

く、今後の新興感染症への対応では、今回の対応も参考にして、要請の対

象等を判断していくことが重要である。 

 

８ 根拠法令・事務連絡等 

 ・新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針 

 ・「飲食店における感染防止対策を徹底するための第三者認証制度の導入に

ついて」（令和３年４月３０日付け内閣官房新型コロナウイルス感染症対

策推進室長、厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官、農林水産省

食料産業局長事務連絡） 

 

９ 事業費・財源 

  事業費 令和３年度  ４６８，８２１千円 

      令和４年度  ２１３，８８０千円 

  財 源 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 

 

10 ５類移行に伴う対応 

  国において、令和５年５月８日から新型コロナウイルス感染症が５類感染

症に位置づけられ、業種別ガイドラインも廃止されることとなった。こうし

た方針を踏まえ、本県においても、５月７日をもって「彩の国『新しい生活様

式』安心宣言」、「彩の国『新しい生活様式』安心宣言飲食店＋（プラス）」及

び「飲食店等における『ワクチン・検査パッケージ制度』」の各制度を廃止し

た。 

 国は、５類移行後における事業者等の自主的な感染症対策の取組を支援す

るため、業種別ガイドライン廃止に際しての留意事項や５類移行後の基本的

な感染対策の考え方等をホームページに取りまとめた。 

 本県においても、この考え方等について、各団体・事業者が自主的な感染

対策に取り組む際の参考になるよう、ホームページやＳＮＳで案内した。 
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